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（
一
）

　
ソ
ビ
エ
ト
に
お
け
る
刑
事
学
研
究
の
再
開
は
社
会
主
義
刑
法
学
金
体
に
と
っ
て
大
き
な
出
来
事
で
あ
っ
た
。
こ
の
傾
向
は
更
に
広
く
一

連
の
『
社
会
学
的
研
究
』
へ
の
傾
斜
の
一
翼
を
に
な
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
社
会
科
挙
方
法
論
と
し
て
唯
物
史
観
に
も
新
た
な
局
面
を
開
こ

　
　
　
　
　
　
（
二
）

う
と
し
て
い
る
。
本
稿
は
そ
う
い
う
背
景
を
も
っ
た
ソ
ビ
エ
ト
刑
事
学
の
ご
く
一
部
分
と
し
て
、
ソ
ビ
エ
ト
の
学
者
が
ア
メ
リ
カ
刑
事

学
f
一
し
か
も
犯
罪
原
因
論
に
限
っ
て
一
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
評
価
を
与
え
て
い
る
か
を
紹
介
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
ソ
ビ
エ
ト
に
あ
4
6
い
て
刑
事
学
の
研
究
は
こ
の
十
年
間
相
当
の
量
の
蓄
積
を
み
、
そ
の
成
果
は
、
ア
・
ア
・
ヘ
ル
ツ
ェ
ン
ゾ
ー
ン
、
イ
・

イ
・
カ
ル
ペ
・
ッ
、
ヴ
ェ
三
ヌ
・
字
ド
リ
ャ
ヴ
ツ
ェ
フ
の
責
任
饗
に
な
る
教
科
書
フ
ビ
エ
あ
患
三
京
郊
年
）
に
集
約

さ
れ
た
。
本
稿
が
直
接
ア
メ
リ
カ
刑
事
学
の
研
究
・
批
判
を
目
的
と
し
な
い
で
、
あ
く
ま
で
ソ
ビ
エ
ト
刑
事
学
の
一
側
面
と
い
う
形
で
ア

メ
リ
カ
刑
事
挙
批
判
を
と
り
あ
げ
る
も
の
で
あ
る
以
上
、
　
ソ
ビ
エ
ト
刑
事
学
の
全
面
的
な
研
究
が
前
提
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
　
し
か

し
、
そ
の
点
未
だ
筆
者
の
準
備
は
充
分
で
な
い
。
ま
た
、
基
本
的
に
、
わ
が
国
刑
事
学
の
研
究
の
な
か
で
の
ソ
ビ
エ
ト
刑
事
挙
研
究
の
も

つ
意
味
、
筆
者
の
研
究
姿
勢
の
問
題
を
表
明
し
な
い
で
は
筆
を
と
る
べ
き
で
は
な
い
の
に
、
そ
の
点
の
筆
者
の
思
考
も
ま
だ
徹
底
し
て
な



い
。
こ
れ
ら
の
点
を
ま
ず
お
こ
と
わ
り
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

本
稿
の
本
文
壁
フ
三
ム
・
レ
シ
、
－
土
；
フ
『
現
代
ア
二
三
刑
事
ぎ
（
該
畑
早
年
）
藁
約
し
た
も
の
で
あ
る
。
草
の

資
料
を
註
に
お
い
て
と
り
あ
げ
た
。

　
濱
田
一
男
教
授
の
御
還
暦
を
祝
し
て
こ
の
っ
た
な
い
研
究
を
捧
げ
た
い
。
深
い
法
史
へ
の
透
徹
と
広
大
な
比
較
法
的
視
野
に
も
と
づ
い

て
緻
密
な
解
釈
法
理
の
概
念
構
成
を
展
開
さ
れ
る
教
授
の
学
風
に
多
く
を
学
び
か
つ
励
ま
さ
れ
つ
つ
今
後
と
も
研
究
を
続
け
て
ゆ
き
た
い

と
祈
念
す
る
次
第
で
あ
る
。

ソビエ｝刑事学の一側面（井上）

（一

j
宮
崎
昇
・
ソ
連
邦
犯
罪
学
研
究
所
の
発
足
、
ジ
ュ
リ
ス
ト
ニ
九
一
号
（
昭
三
九
）
。

（
二
）
藤
田
勇
・
ソ
ビ
エ
ト
法
学
の
昨
日
と
今
日
、
法
時
三
七
巻
一
－
二
、
四
号
、
中
山
研
｝
・
ソ
ビ
エ
ト
法
概
論
、
一
九
二
頁
以
下
、
畑
中
和
夫
・

　
ソ
ビ
エ
ト
法
学
と
法
の
社
会
学
的
研
究
、
思
想
五
〇
〇
号
（
昭
四
一
）
参
照
。

　
束
ド
イ
ツ
に
つ
い
て
の
こ
の
間
の
事
情
は
、
拙
稿
・
レ
ク
シ
ャ
ス
の
刑
事
過
失
論
の
展
開
、
法
政
研
究
二
九
巻
四
号
一
九
頁
以
下
参
照
。
な
お
、
具
体

　
的
社
会
学
的
研
究
の
方
法
論
の
問
題
に
関
し
、
ぎ
α
q
o
乏
9
0
q
P
①
お
三
碧
×
冨
怠
ω
ゴ
Φ
ω
o
早
撃
。
α
q
δ
正
否
島
幻
0
9
3
毛
冨
ω
o
旨
ω
o
げ
黒
計
幻
o
o
三

　
離
昌
畠
ω
富
9
。
計
一
⑩
①
♪
ψ
①
Φ
①
一
回
δ
…
℃
・
ρ
い
環
曾
讐
ω
o
筥
9
0
9
q
一
〇
鐸
ロ
α
国
ヨ
豆
二
ω
9
0
ω
o
鼠
巴
h
o
お
。
ゲ
q
口
α
q
言
U
U
罰
《
ω
o
獣
巳
。
α
q
凶
。
α
①
『

　
U
U
勾
》
ω
o
巳
①
島
①
津
。
。
”
ω
言
象
。
づ
昌
昌
α
］
≦
暮
巽
一
再
8
昌
N
鳶
匂
D
o
鼠
。
ざ
α
q
δ
ユ
霞
U
U
押
お
逡
．
P
ω
・
。
刈
i
凸
。
。
・
犯
罪
原
因
論
も
抽
象
的
体
系

　
的
段
階
か
ら
個
別
的
な
研
究
に
向
っ
て
い
る
こ
と
は
、
国
ユ
日
ぎ
巴
＃
馨
ω
霞
鶏
。
ゴ
①
昌
ロ
p
q
一
葦
o
q
び
。
「
乱
巳
§
o
q
噛
削
り
2
に
財
産
犯
、
窃
盗
、

　
交
通
事
故
、
ス
パ
イ
罪
に
つ
い
て
の
個
別
的
な
犯
罪
原
因
論
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。

ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
犯
罪
現
象
と
刑
事
学

　
一
　
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
犯
罪
現
象
の
特
徴
　
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
犯
罪
現
象
の
巨
大
な
ひ
ろ
が
り
は
、
ア
メ
リ
カ
の
現
実
の
他
の
ど

の
現
象
に
も
ま
し
て
、
資
本
主
義
世
界
の
こ
の
主
要
な
国
に
お
け
る
富
の
蓄
積
が
社
会
的
矛
盾
i
そ
の
一
つ
が
犯
罪
で
も
あ
る
一
の
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二h2
轟兄へ

側

緩
和
に
で
は
な
く
激
化
に
向
っ
．
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
証
明
し
て
い
る
。

　
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
犯
罪
現
象
の
特
徴
は
、
の
そ
の
巨
大
な
規
模
と
い
う
こ
と
、
口
そ
の
絶
え
ざ
る
増
大
、
口
累
犯
の
増
加
、
四
未
成
年

者
犯
罪
の
大
き
な
割
倉
そ
の
絶
え
ざ
る
増
大
・
㈲
組
轡
れ
た
犯
罪
と
い
う
特
殊
ア
メ
ー
諸
形
幾
轍
）
の
発
現
と
そ
の
増
な
）

　
こ
れ
ら
の
事
実
は
大
な
り
小
な
り
す
べ
て
の
資
本
主
義
園
家
に
お
け
る
共
通
の
現
．
象
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
が
、
右
の
事
実
が
連
邦
調

査
局
資
料
（
d
ロ
一
団
O
H
ヨ
○
『
一
直
Φ
　
幻
O
b
O
h
叶
恥
h
O
『
　
け
ゴ
①
d
轡
帥
酔
①
O
ω
酔
鋤
け
Φ
ω
》
　
H
Φ
①
O
℃
　
一
⑩
①
卜
Q
り
　
一
り
①
ω
．
）
の
ほ
か
刑
法
の
専
門
誌
（
伽
籠
罹
バ
鍔
罪
藻
単
射
。
襲
聾
・
贈
難

鵯
蘇
馨
艶
零
轟
・
．
）
他
の
響
動
や
一
般
誌
（
騨
陀
発
融
雛
轟
器
単
身
給
桑
．
舞
難
聴
四
寵
紺
ゴ
①

羅
讐
聾
寵
馨
聡
①
讐
鉾
霧
①
窪
。
峯
甲
、
鼻
咽
。
。
昌
一
①
ヨ
b
。
．
。
．
団
》
の
他
の
議
（
難
孫
譲
訴
卵
畢
蕗
辱

事
典
．
葱
。
認
鶴
逐
鹿
難
罎
暎
、
、
融
鋸
①
駿
噂
。
霧
、
轟
）
に
よ
ぞ
示
さ
れ
て
い
る
．
森
宥
的
か
ら
そ
の
一
々
の
事

実
の
指
摘
に
は
立
ち
い
る
ま
い
。
た
だ
、
ソ
ビ
エ
ト
刑
事
学
の
立
場
か
ら
犯
罪
現
象
に
立
ち
む
か
う
時
、
特
徴
的
な
こ
と
は
、
犯
罪
の
原

因
が
資
本
主
義
体
制
そ
れ
じ
た
い
に
根
ざ
し
て
い
る
こ
と
、
　
資
本
主
義
の
矛
盾
の
尖
鋭
化
が
不
可
避
的
に
犯
罪
の
増
大
に
結
び
つ
く
こ

と
、
犯
罪
の
根
絶
は
資
本
主
義
の
根
絶
な
し
に
は
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
、
こ
う
い
う
マ
ル
ク
ス
巨
レ
ー
ニ
ン
主
義
の
諸
命
題
か
ら
犯
罪
現

象
が
な
が
め
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
命
題
は
ソ
ビ
エ
ト
刑
事
学
の
基
本
的
な
立
場
で
あ
る
の
で
、
ア
メ
リ
カ
刑
事
学
批
判
も
結
局
は

こ
れ
ら
の
命
題
の
立
場
か
ら
繰
返
し
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
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（
三
）
資
本
主
義
国
家
の
犯
罪
現
象
の
分
析
を
し
て
い
る
ソ
ヴ
ェ
ト
文
献
と
し
て
は
、
エ
ム
・
デ
・
シ
ャ
ル
ガ
ロ
ズ
ス
キ
…
、
搾
取
社
会
の
刑
法
に
お

　
け
る
刑
罰
、
モ
ス
ク
ワ
、
一
九
五
七
年
、
ヴ
ェ
・
ア
・
ア
・
ヘ
ル
ツ
ェ
ン
ゾ
ー
ン
、
帝
国
主
義
国
家
に
お
け
る
犯
罪
、
モ
ス
ク
ワ
、
一
九
五
一
年

　
同
、
現
代
ブ
ル
ジ
ョ
ア
刑
事
立
法
と
法
、
モ
ス
タ
ワ
ー
九
六
一
年
、
エ
ス
・
オ
ル
ロ
フ
、
資
本
主
義
滑
翔
に
お
け
る
未
成
年
者
犯
罪
（
論
文
集
『
外

　
国
に
お
け
る
未
成
年
者
犯
罪
と
そ
の
斗
争
』
モ
ス
ク
ワ
、
一
九
六
一
年
、
所
収
）
、
ゲ
・
エ
ム
・
ミ
ニ
コ
ウ
ス
キ
ー
、
瞥
禾
窯
義
国
家
に
お
け
る



未
成
年
者
犯
罪
の
現
状
に
つ
い
て
の
若
干
の
資
料
（
『
捜
査
学
の
諸
点
題
』
第
三
集
（
一
八
号
）
モ
ス
ク
ワ
、
一
九
六
二
年
所
収
）
、
エ
ス
・
オ

ス
ト
ロ
ウ
モ
フ
、
エ
ス
・
パ
ン
チ
ェ
ン
コ
、
資
本
主
義
の
犯
罪
現
象
（
『
コ
ム
ニ
ス
ト
』
誌
、
一
九
六
二
年
十
二
号
）
、
ア
・
ア
・
ヘ
ル
ツ
ェ
ン

ゾ
ー
ン
編
集
『
第
二
次
大
戦
後
に
お
け
る
資
本
主
義
世
界
の
犯
罪
現
象
、
モ
ス
ク
ワ
、
一
九
六
三
年
、
エ
フ
・
エ
ス
・
マ
ー
ホ
フ
、
ア
メ
リ
カ
合

衆
国
と
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
未
成
年
者
の
犯
罪
、
モ
ス
ク
ワ
、
一
九
六
四
年
。
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
組
織
犯
罪
の
問
題
と
そ
れ
に
つ
い
て
の
ア
メ

リ
カ
刑
事
学
者
の
解
釈
に
つ
い
て
は
、
ベ
ー
・
エ
ス
・
ニ
キ
ホ
ロ
フ
、
独
占
に
奉
仕
す
る
ア
メ
リ
カ
の
組
織
犯
罪
、
モ
ス
ク
ワ
、
「
九
五
四
年
、

論
文
集
『
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
け
る
組
織
犯
罪
』
モ
ス
ク
ワ
、
一
九
五
三
年
が
あ
る
。

ソビエト刑事学の一側面（井上）

二
　
刑
事
学
的
研
究
の
性
格
と
傾
向
　
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
犯
罪
現
象
の
研
究
を
基
本
的
に
規
定
し
て
い
る
社
会
的
要
求
は
、
科
学
的
研

究
の
外
観
を
も
ち
つ
つ
、
し
か
も
、
入
間
に
よ
る
人
間
の
搾
取
に
基
く
資
本
主
義
体
制
が
犯
罪
の
真
の
原
因
で
あ
る
こ
と
を
隠
す
こ
と
、

資
本
主
義
体
制
の
枠
内
で
あ
た
か
も
可
能
で
あ
る
か
の
よ
う
な
犯
罪
の
予
防
と
根
絶
の
対
策
を
案
出
す
る
こ
と
で
あ
る
。
巨
大
な
財
政
的

蓋
と
組
織
を
も
。
て
ア
メ
リ
カ
の
刑
事
学
は
膨
大
な
研
究
を
蓄
積
し
（
罫
。
ゴ
盤
選
挙
雛
玉
器
．
窮
．
飾
鴫
露
襲
難
融

器
至
愚
思
量
伽
）
、
ブ
ル
ジ
。
ア
刑
憲
三
磐
と
．
て
決
定
的
な
鑑
．
力
を
も
．
て
い
る
。
イ
ギ
リ
ス
の
刑
毒
者
ラ
ジ
ノ
ヴ
ィ

ソ
教
授
は
い
う
、
　
「
ア
メ
リ
カ
の
方
法
と
そ
の
結
論
を
詳
細
に
絶
え
間
な
く
研
究
し
つ
づ
け
る
こ
と
が
、
ど
の
国
で
あ
れ
刑
事
学
を
志
す

入
の
す
べ
て
に
と
。
て
必
須
不
可
欠
の
こ
と
に
な
。
て
い
る
」
（
男
9
山
N
凶
昌
O
≦
一
〇
N
｝
O
”
．
O
一
働
　
一
刈
O
）
と
。

ア
メ
リ
カ
刑
事
学
は
刑
法
学
者
に
よ
．
て
で
は
な
く
装
学
者
、
心
理
学
者
、
精
神
医
学
誉
よ
。
て
担
わ
れ
て
い
る
（
二
筋
翻
副

鞭
翫
鍛
衆
謹
厚
，
，
％
．
重
池
臨
華
箋
鐸
、
躰
窺
叫
。
．
．
Y
こ
の
こ
と
は
、
一
方
に
お
鰐
刑
法
の
刑
事
学
か
ら

の
分
離
、
刑
法
諸
命
題
の
ド
グ
マ
チ
ッ
ク
な
解
釈
に
よ
る
そ
の
社
会
的
内
容
を
失
っ
た
取
扱
い
を
生
ぜ
し
め
る
と
共
に
、
他
方
、
ア
メ
リ

カ
刑
事
学
者
の
刑
法
の
基
本
的
諸
原
理
す
ら
安
易
に
拒
否
す
る
よ
う
な
提
案
に
よ
っ
て
、
結
局
の
と
こ
ろ
市
民
的
な
憲
法
上
の
権
利
の
侵

害
や
進
歩
勢
力
へ
の
斗
争
を
利
せ
し
め
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
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説

　
ア
メ
リ
カ
社
会
学
と
心
理
学
の
方
法
論
的
基
礎
に
な
っ
て
い
る
の
は
種
々
の
観
念
論
哲
学
で
あ
り
、
何
よ
り
も
プ
ラ
グ
マ
チ
ズ
ム
と
現

袋
証
主
義
の
諸
流
派
で
あ
驚
そ
の
認
識
論
上
の
特
徴
は
・
科
学
的
研
究
の
任
務
を
事
実
の
記
述
に
の
み
限
定
す
る
こ
と
、
客
観
的
真

理
の
否
定
、
社
会
発
展
の
客
観
的
法
則
の
否
認
、
相
互
作
用
の
な
か
に
あ
る
多
要
因
の
総
体
と
し
て
の
社
会
と
い
う
観
念
、
こ
れ
と
関
連

し
て
、
経
済
の
決
定
的
役
割
の
否
定
、
社
会
生
活
に
お
け
る
生
産
様
式
の
決
定
的
役
割
の
否
定
、
社
会
的
存
在
と
社
会
的
意
識
（
同
様
に

個
人
意
識
）
の
混
同
、
こ
れ
と
関
連
し
て
、
現
実
の
社
会
的
あ
つ
れ
き
を
意
識
の
領
域
に
移
す
こ
と
、
一
定
の
現
実
の
階
級
関
係
を
個
々

の
グ
ル
ー
プ
や
個
人
の
関
係
に
よ
っ
て
取
り
替
え
る
こ
と
、
こ
う
い
う
点
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
基
本
的
諸
命
題
こ
そ
新
実
証
主
義
と
プ
ラ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

グ
マ
チ
ズ
ム
哲
学
に
よ
っ
て
貫
か
れ
た
現
代
ア
メ
リ
カ
刑
事
学
の
方
法
論
的
基
礎
を
な
す
も
の
で
あ
る
。

ア
メ
リ
カ
刑
事
学
は
犯
罪
現
象
に
お
け
る
蕨
因
し
と
い
・
つ
概
馨
否
定
し
、
「
茜
」
論
を
と
く
（
蟹
蕪
磐
㏄
卯
．
駆
骸
誤
図

騨
監
舞
。
黒
藻
笹
書
、
露
％
ぎ
）
．
こ
の
こ
と
に
よ
。
て
、
ア
メ
劣
型
學
は
資
礫
際
会
に
量
る
犯
罪
原
因
の
閥

題
を
な
ぜ
に
個
人
甲
が
、
乙
で
は
な
く
、
甲
が
犯
罪
者
と
な
っ
た
か
と
い
う
問
題
と
し
て
考
察
す
る
。
と
こ
ろ
で
、
犯
罪
の
問
題
を
含
め

て
、
社
会
問
題
の
取
扱
い
は
も
っ
と
広
い
視
野
の
な
か
で
た
て
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
も
し
資
本
主
義
社
会
の
条
件
の
な
か
で
、
搾
取
．

貧
困
・
窮
乏
の
重
圧
の
も
と
で
済
民
の
一
定
の
部
分
が
不
可
避
的
に
犯
罪
の
途
を
進
む
と
す
れ
ば
、
資
本
主
義
的
搾
取
．
貧
困
．
窮
乏
が

犯
罪
の
真
の
原
因
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
あ
れ
こ
れ
の
具
体
的
個
人
が
な
ぜ
犯
罪
者
と
な
っ
た
か
と
い
う
問
題
は
、
基
礎
的
な
原

因
と
関
係
は
あ
る
が
、
二
次
的
な
問
題
で
あ
る
。

　
ま
た
、
ア
メ
リ
カ
刑
事
学
の
こ
の
よ
う
な
犯
罪
原
因
論
の
問
題
の
た
て
か
た
に
密
接
に
関
連
し
て
い
る
の
は
、
多
要
因
論
旨
巳
鉱
艮
①
、
，

o
鋤
⊆
二
二
〇
口
甚
⑦
o
曙
で
あ
る
。
社
会
学
者
コ
ー
ル
ド
ウ
エ
ル
は
い
う
、
　
「
少
年
犯
罪
及
び
犯
罪
一
般
は
、
一
つ
又
は
二
三
の
、
よ
く
知
れ

渡
っ
た
原
因
の
結
果
と
し
て
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
相
互
に
関
連
し
あ
っ
て
い
る
多
数
の
諸
因
子
の
相
互
作
用
の
結
果
と
し
て
考
察
さ
れ

ね
ば
な
ら
な
い
」
（
］
≦
○
瞬
す
ρ
O
o
野
芝
Φ
量
》
昌
9
。
ζ
ω
冨
9
ω
0
9
亀
㌍
〇
三
〇
β
お
研
幽
㌔
●
銀
卜
。
・
）
俗
こ
の
理
論
の
社
会
覆
割
は
、
犯
罪
が
羅
の
、
同
意
義
の
姦
の
蓮
因 33　（3一・6●264） 544



の
相
互
作
用
の
結
果
現
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
社
会
に
お
け
る
犯
罪
の
存
在
に
つ
い
て
何
が
根
本
的
で
基
本
的
な
原
因
で
あ
る
か
を
語
る

こ
と
は
理
由
の
な
い
こ
と
で
あ
る
、
と
い
う
に
あ
る
。
更
に
、
こ
の
多
要
因
論
は
ア
メ
リ
カ
刑
事
学
の
な
か
に
あ
る
二
大
流
派
一
社
会

学
派
と
生
物
学
1
1
心
理
学
派
一
の
か
す
が
い
の
役
割
を
果
し
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
社
会
学
派
の
生
物
学
“
心
理
学
派
へ
の
著
し
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
九
）
（
一
〇
）

程
度
の
従
属
を
実
現
せ
し
め
て
い
る
。

ソビエト刑事学の一側面（井上）

（
四
）
刑
法
と
刑
事
学
と
の
関
係
と
い
う
問
題
は
、
ソ
ビ
エ
ト
で
は
、
革
命
前
一
八
七
二
年
に
、
エ
ム
・
ヴ
エ
・
ド
ゥ
ー
ホ
フ
ス
コ
イ
教
授
が
最
初
に

　
提
起
し
た
。
当
時
ロ
シ
ヤ
刑
法
学
界
で
支
配
的
だ
っ
た
ド
イ
ツ
刑
法
学
の
研
究
傾
向
が
現
実
の
生
活
か
ら
遊
離
し
た
抽
象
的
研
究
方
法
で
あ
る
こ

　
と
を
批
判
し
て
、
ド
ウ
ー
ホ
フ
ス
コ
イ
教
授
は
、
刑
法
学
は
ス
コ
ラ
的
な
法
律
学
的
概
念
構
成
に
浮
身
を
や
つ
し
て
ヘ
ト
ヘ
ト
に
な
る
よ
う
な
こ

　
と
で
は
い
け
な
い
と
し
、
　
研
究
対
象
を
そ
の
広
汎
な
社
会
的
実
態
の
な
か
で
考
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
説
い
た
。
　
「
刑
法
は
犯
罪
を
研
究

し
、
そ
の
発
生
原
因
を
さ
ぐ
り
、
そ
の
予
防
の
た
め
に
有
効
な
手
撃
璽
に
示
す
こ
と
で
あ
る
豊
楽
謝
恩
望
勺
f
酬
）
。
フ
ォ

ニ
ッ
才
（
イ
・
ヤ
・
フ
．
オ
イ
ニ
ッ
キ
ー
、
刑
法
、
そ
の
対
象
と
課
題
、
　
「
ナ
・
ド
ス
ゲ
」
誌
一
巻
、
一
八
九
八
年
四
一
二
一
四
一
三
頁
）
、
ポ
ル
ヤ
ン
ス
潜
窟
臨
靴
弩
君
）
、
ポ
ズ
ヌ
イ

シ
ェ
フ
（
驚
理
事
課
思
事
宿
罪
法
）
も
同
じ
立
場
か
藷
陣
を
は
っ
た
。
国
訓
事
学
協
会
の
・
シ
ヤ
・
グ
窄
プ
の
「
左
翼
」
の

　
鮮
明
な
代
表
者
で
あ
っ
た
エ
ム
・
エ
ヌ
・
ヘ
ル
ネ
ッ
ト
教
授
も
刑
法
総
論
上
の
基
礎
的
制
度
の
法
律
学
的
研
究
を
社
会
学
的
性
格
づ
け
を
し
つ
つ

行
・
べ
き
だ
と
し
、
更
に
各
論
の
研
究
に
も
及
ぼ
し
て
い
っ
た
（
ゴ
払
黒
影
鍬
駕
購
猶
竣
重
言
九
）
．
ピ
オ
ン
占
ウ
ス
キ

　
一
教
授
も
総
論
教
科
書
で
一
と
く
に
そ
の
第
二
分
冊
に
お
い
て
よ
り
強
く
1
刑
法
の
諸
制
度
（
責
任
、
未
遂
、
共
犯
な
ど
）
の
研
究
に
お
け
る
法

律
学
的
研
究
と
社
会
学
的
研
究
と
の
馨
の
必
要
性
を
と
い
た
（
鋸
雲
彗
春
思
警
世
磯
舗
禰
煽
9
こ
誓
の
学
者
§
シ

　
ヤ
刑
法
学
の
「
社
会
学
派
」
を
形
成
し
て
、
伝
統
的
な
「
古
典
学
派
」
と
争
っ
た
。
勿
論
、
社
会
学
派
は
マ
ル
ク
ス
主
義
者
で
は
な
く
、
著
し
く

　
実
証
主
義
の
立
場
に
た
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

タ
ガ
ン
チ
ェ
フ
（
エ
ヌ
・
エ
ス
・
タ
ガ
ン
チ
ェ
フ
、
ロ
シ
ヤ
刑
法
一
巻
一
九
〇
二
年
）
や
セ
ル
ギ
・
↓
ス
†
（
警
疑
励
藁
筆
辮
『
翻
誕
欄
短
讐
繍

勲
。
）
ら
は
、
・
ン
ブ
・
ゾ
ー
フ
ず
判
り
の
ラ
ジ
カ
ル
な
提
率
法
律
学
の
民
望
τ
社
会
学
へ
の
卿
準
に
反
駁
し
、
社
会
学
的
側
禦

　
ら
の
犯
罪
の
研
究
は
法
律
学
画
面
而
か
ら
の
犯
罪
行
為
の
研
究
の
重
要
性
を
何
ら
変
え
は
し
な
い
と
し
て
、
古
典
派
の
立
場
を
等
つ
た
。
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説

　
輩
命
に
よ
っ
て
古
典
派
と
往
A
㌻
派
と
の
重
い
は
中
断
さ
れ
た
が
、
一
九
二
〇
年
代
の
あ
る
藤
の
文
献
の
な
か
に
は
実
証
⊥
義
一
要
囚
論
の
残

響
諜
豹
新
羅
翼
麹
蛇
狙
抑
謹
総
糊
麟
黙
汐
嶽
翫
ど
無
職
驚
魑
懲
讐

て
い
る
。
ま
た
、
ピ
オ
ン
ト
コ
ウ
ス
キ
ー
教
授
も
ブ
ル
ジ
ョ
ア
社
会
学
派
は
た
く
さ
ん
の
着
駅
を
あ
つ
め
て
い
る
か
ら
、
マ
ル
ク
ス
主
義
刑
法
学

は
、
　
こ
れ
ら
の
工
料
に
あ
る
諸
犯
罪
要
因
の
な
か
に
資
本
主
衰
体
制
か
ら
一
元
的
な
説
明
を
与
え
、
　
資
本
主
義
と
そ
れ
ら
の
．
要
因
と
の
閃
果
関

係
を
確
立
す
れ
ば
よ
い
と
し
て
い
る
（
ロ
シ
ヤ
共
和
国
刑
法
総
繭
、
モ
ス
ク
ワ
皿
九
二
四
年
、
二
九
頁
）
。
こ
の
彊
の
理
解
が
誕
の
刑
法
学
誘
マ
ル
ク
シ
ズ
ム
法
畜
水
準

で
あ
っ
た
。
ア
・
エ
ヌ
・
ト
ラ
イ
ニ
ン
、
エ
ム
・
エ
ム
●
イ
サ
ー
エ
フ
、
エ
・
ゲ
・
シ
ル
ヴ
ィ
ン
ト
、
ヴ
ェ
・
エ
ス
・
ウ
チ
ェ
ヴ
ス
キ
ー
ら
も
同

じ
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
刑
法
学
の
中
に
残
っ
た
要
因
論
一
生
、
非
難
戎
が
批
判
さ
れ
る
の
は
、
二
十
年
代
末
か
ら
で
あ
る
。
エ
ス
・
ヤ
。
ブ
ラ
ー
ト

フ
、
ゲ
・
イ
・
ヴ
ォ
ル
コ
フ
、
ア
・
エ
ス
・
シ
ユ
リ
ャ
リ
チ
ニ
コ
フ
ら
が
批
判
者
で
あ
っ
た
。
彼
ら
の
批
判
は
正
当
で
あ
っ
た
が
、
た
だ
、
あ
ら

ゆ
る
量
減
の
犯
非
が
階
級
御
荘
と
そ
の
尖
鋭
化
に
よ
っ
て
制
約
さ
れ
る
と
い
う
正
し
く
な
い
命
越
が
ふ
く
ま
れ
て
い
た
。

　
実
証
主
義
一
算
因
襲
は
個
々
の
犯
罪
要
因
を
記
述
す
る
の
み
で
、
そ
の
木
質
－
t
所
与
の
社
会
経
略
体
制
に
内
在
し
て
い
る
某
イ
的
な
法
剴
性
．

構
造
と
の
相
互
箇
に
お
け
る
意
着
’
伊
荷
ら
明
ら
か
に
し
な
い
・
ピ
オ
で
・
ウ
ス
・
T
は
・
・
う
指
摘
す
る
（
幕
蒜
別
罐
靖
鶏

葦
葺
）
．
し
か
し
、
こ
の
活
量
に
五
三
二
年
ア
三
ス
・
シ
ガ
ヤ
、
不
チ
言
フ
は
同
法
の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
社
会
学
派
に
ト
三
」
展
開
さ

れ
た
『
犯
罪
．
，
－
因
」
と
い
う
実
証
主
翼
、
理
論
の
本
質
は
、
ア
気
在
の
弁
証
法
的
な
展
削
過
程
炉
ら
田
々
の
モ
メ
ン
ト
を
も
ぎ
と
っ
て
、
そ
れ
ら
を

‘、

v
因
』
に
、
即
ち
、
犯
罪
を
塗
み
出
す
独
自
の
運
動
刀
（
例
え
ば
失
業
と
か
右
宅
条
件
等
々
）
に
か
え
る
点
に
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、

階
級
社
会
の
共
卜
卜
矛
盾
の
結
果
と
し
て
の
犯
罪
の
起
源
が
ぼ
や
か
さ
れ
て
し
ま
う
。
失
業
と
か
な
℃
条
件
と
か
等
々
の
問
題
を
資
本
主
義
的
生
産

様
式
の
本
々
か
ら
切
離
し
て
も
っ
て
く
る
こ
と
は
、
資
本
窒
義
体
制
の
存
在
じ
た
い
に
犯
罪
の
源
因
を
み
る
、
礁
一
の
正
し
い
、
ワ
、
ル
ク
ス
主
、
疵

的
な
犯
罪
翅
の
鴛
か
ら
連
れ
去
る
重
・
あ
・
∩
L
（
ソ
h
、
足
邦
一
4
一
お
け
る
失
業
の
根
絶
と
犯
罪
、
　
「
ソ
ビ
エ
ト
国
家
」
誌
、
一
九
三
二
年
九
，
▽
1
一
〇
号
）
と
矯
と
し
い
た
．

刑
法
と
刑
事
学
と
の
関
係
と
い
う
問
題
も
多
面
の
な
問
題
を
含
ん
で
い
よ
う
。
炉
範
の
戸
し
と
事
実
の
学
と
し
て
の
伝
統
的
な
区
分
は
・
〆
、
れ
じ
た

い
と
し
て
今
日
で
も
正
．
当
で
あ
ろ
う
が
、
　
門
値
の
奇
日
性
は
そ
れ
に
橋
を
か
け
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
　
し
か
し
、
そ
の
架
橋
の
間
．
渥
意

識
は
、
か
っ
て
、
概
念
注
宇
を
社
徐
学
的
な
研
．
九
に
よ
っ
て
裏
う
ち
し
て
法
規
範
の
現
実
の
社
、
ム
的
機
能
を
明
ら
か
に
し
、
法
規
や
謁
の
抽
象
的
適
用

に
よ
っ
て
生
じ
て
い
た
弱
者
に
保
護
を
与
え
ん
と
洩
、
題
し
漏
問
題
意
識
（
わ
が
国
の
末
弘
法
学
を
こ
う
い
う
位
置
に
お
く
の
は
、
磯
村
哲
．
市
民

浸
μ
∵
、
i
木
近
代
、
法
発
達
史
七
岩
八
九
肩
L
十
、
と
く
に
、
一
一
七
i
⊥
…
八
頁
）
と
、
今
日
、
祉
会
現
象
と
し
て
の
犯
罪
を
生
物
≠
化
し
、
日
、
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ソビエト刑事学の一側面（井上）

罰
に
か
え
る
に
保
安
処
分
を
も
っ
て
す
る
刑
事
政
策
の
理
論
化
を
目
ざ
す
間
響
識
と
で
は
、
同
じ
規
範
の
学
と
事
実
の
学
の
架
橋
と
は
い
っ
て

　
も
・
そ
の
内
容
は
大
い
に
異
な
る
。
前
者
の
問
題
意
識
に
た
っ
て
な
さ
れ
た
も
の
は
、
刑
法
の
分
野
で
は
各
論
の
研
究
の
な
か
に
多
く
見
る
こ
と

が
で
き
る
・
両
者
の
論
理
的
関
係
を
一
般
論
と
し
て
追
及
し
、
忍
拶
規
制
さ
れ
た
論
理
」
の
立
場
か
ら
；
の
解
答
を
示
し
た
の
が
、
西
村

克
彦
●
刑
事
学
序
説
（
有
斐
閣
）
で
あ
る
。
ブ
ル
ジ
・
ア
刑
事
学
と
刑
法
と
の
相
互
関
連
に
つ
い
て
の
問
題
は
、
ア
．
ア
．
ヘ
ル
ツ
。
ン
ゾ
↓

　
教
授
「
現
代
ブ
ル
ジ
ョ
ア
刑
事
学
」
　
（
「
ソ
ビ
エ
ト
国
家
と
法
」
誌
一
九
六
三
年
二
号
）
参
照
。

（
五
）
こ
の
哲
学
的
基
礎
糞
証
主
義
に
つ
い
て
、
エ
リ
・
イ
・
ア
ン
チ
フ
・
占
ワ
、
行
動
嚢
、
『
資
奎
讃
家
に
お
け
る
現
代
心
理
営
モ

　
ス
ク
ワ
、
一
九
六
三
年
、
五
慾
ー
五
三
頁
に
い
う
、
　
「
実
証
主
義
は
、
本
質
的
に
、
観
察
対
象
を
解
明
す
る
科
学
理
論
の
必
要
と
可
能
と
を
拒
否

す
る
・
そ
れ
は
・
科
学
理
論
を
観
察
対
象
の
表
面
的
な
一
般
化
の
水
準
に
ま
で
引
き
お
ろ
し
て
を
、
う
。
こ
の
一
般
化
に
お
い
げ
．
は
、
外
面
的
に

類
似
し
て
い
る
メ
ル
ク
了
ル
に
従
っ
て
だ
け
区
分
け
さ
れ
る
。
そ
こ
に
は
、
必
然
的
な
も
の
と
偶
然
的
な
も
の
、
本
質
的
で
主
要
な
も
の
と
非
本

　
質
的
で
二
次
的
な
も
の
と
が
区
別
さ
れ
て
い
な
い
。
従
っ
て
、
実
証
主
義
的
方
法
に
よ
っ
て
で
き
る
『
解
明
』
と
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

　
つ
ま
り
、
一
定
の
現
象
を
あ
る
一
つ
の
『
法
則
』
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
て
い
る
対
象
の
中
に
単
純
に
整
理
す
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
も
｝
G
の

　
　
『
法
則
』
の
も
と
に
理
解
さ
れ
て
い
る
の
は
、
若
干
の
現
象
に
共
通
し
た
特
徴
の
こ
と
に
す
ぎ
な
い
。
事
物
の
内
的
本
性
は
こ
の
際
あ
ば
か
れ
な

　
い
ま
ま
に
な
っ
て
い
る
。
」
刑
事
学
を
含
め
て
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
社
会
学
に
実
証
主
義
と
し
て
の
経
験
主
義
が
い
か
に
支
配
的
地
位
を
し
め
て
い
る

　
か
を
第
五
回
全
世
界
社
会
学
会
議
に
参
加
し
た
ソ
ビ
エ
ト
の
学
者
が
会
議
の
報
告
討
論
か
ら
こ
う
結
論
し
て
い
る
。
エ
フ
・
ヴ
ェ
．
コ
ン
ス
タ
ン

　
チ
ノ
ブ
・
ゲ
●
ヴ
ェ
・
オ
シ
ポ
フ
、
ヴ
ェ
・
エ
ス
・
セ
メ
ー
ノ
ブ
、
ヴ
ェ
・
ヴ
ェ
・
コ
ル
バ
ノ
ゥ
ス
キ
ー
、
社
会
学
理
論
の
問
題
に
お
け
る
ブ
ル

　
ジ
ョ
ア
学
説
と
マ
ル
ク
ス
主
義
学
説
と
の
呪
い
、
　
『
今
日
の
マ
ル
ク
シ
ズ
ム
社
会
学
と
ブ
ル
ジ
ョ
ア
社
会
学
』
、
モ
ス
ク
ワ
、
一
九
六
四
年
、
二

　
八
八
頁
。

　
　
ま
た
、
パ
ー
ソ
ン
ズ
と
マ
ー
ト
ン
に
よ
っ
て
説
か
れ
る
機
能
主
義
の
理
論
も
、
十
九
世
紀
の
要
因
論
と
原
理
的
に
は
何
ら
異
な
ら
な
い
。
「
機
能

　
　
主
義
の
理
論
家
た
ち
は
因
果
性
を
機
能
的
依
存
関
係
に
お
き
か
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
社
会
生
活
の
物
．
質
的
条
件
と
意
識
生
活
と
の
間
の
関
係
の

　
　
問
題
を
と
り
は
っ
し
て
し
ま
う
。
こ
こ
で
問
題
な
の
は
、
あ
る
要
因
が
他
の
要
因
に
と
り
何
れ
が
本
源
的
か
、
ど
っ
ち
が
．
優
位
か
と
い
う
こ
と
で

　
　
は
な
く
、
同
一
の
役
割
を
果
し
て
い
る
『
諸
要
因
』
の
、
終
る
こ
と
の
な
い
錯
雑
し
た
相
互
依
存
関
係
な
の
で
あ
る
。
か
く
て
、
機
能
主
義
は
、

　
　
社
会
構
造
を
形
成
し
て
い
る
現
象
の
中
で
、
何
が
決
定
的
役
割
を
演
じ
て
い
る
の
か
、
社
会
の
土
台
や
骨
格
と
な
っ
て
い
る
の
か
、
社
会
発
展
の

　
　
墓
本
的
要
因
で
あ
る
生
産
と
ど
の
よ
う
に
関
係
し
て
い
る
か
、
　
こ
う
い
う
問
題
に
答
え
る
こ
と
を
避
け
て
し
ま
う
。
そ
し
て
機
能
主
義
は
教
え
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説

　
る
・
社
会
の
発
展
ぱ
結
局
鰹
出
願
と
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
で
は
無
数
の
藷
要
因
』
が
か
ら
み
含
り
r
、
の
作
川
の
姿
を
．
分
析
す
ア
ご
と
は

で
き
な
い
と
。
ニ
ボ
鵬
蕩
〃
謡
瀞
韓
螺
蛾
縛
縄
甥
鉾
総
説
・
）
．

（
六
）
実
証
主
義
に
基
く
「
要
因
」
論
は
全
世
界
的
な
刑
事
学
の
方
法
的
蕪
礎
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
刑
事
学
者
ジ
ャ
ン
・
ピ
ナ
テ
ル
、
犯
罪
要
因
の
分
類

　
《
菊
Φ
〈
＝
⑦
島
①
の
鼠
Φ
⇔
8
0
ニ
ョ
ぎ
①
一
冨
Φ
け
α
Φ
脅
。
同
日
①
口
碑
o
O
ヨ
b
9
器
》
お
竃
嘘
2
0
・
ω
も
灼
6
巳
…
①
醤
は
犯
罪
の
．
原
因
を
社
会
学
と
生
物
学

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
も
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
と
に
ば
ら
ば
ら
に
研
究
し
て
い
て
も
不
毛
で
あ
る
こ
と
、
何
故
な
ら
こ
の
二
つ
の
要
因
群
は
犯
罪
行
動
の
陶
画
に
際
し
て
は
相
互
作
用
の
中
で
働

　
い
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
と
。
イ
タ
リ
ャ
の
刑
事
学
者
ア
ニ
ー
チ
ェ
ホ
ロ
（
｝
≧
8
暁
。
邑
P
O
ニ
ヨ
ぎ
9
0
0
q
5
、
竃
臣
慧
ρ
酔
訟
一
9
一
豫
？
山
Φ
鵠
）

　
ス
エ
ー
デ
ン
の
刑
事
学
者
オ
ラ
フ
・
キ
ン
ベ
ル
ク
（
O
．
溶
ぎ
げ
Φ
薦
”
ピ
＄
寓
。
σ
宗
ヨ
Φ
ω
団
。
昌
量
ヨ
①
口
鐙
伍
×
Ω
①
訂
。
ユ
ヨ
ぎ
。
δ
α
Q
釜
℃
霞
　
9

　
一
り
O
O
）
デ
ン
マ
…
ク
の
刑
事
学
者
ス
テ
フ
ァ
ン
・
グ
ル
ヴ
ィ
ツ
（
匂
D
・
O
霞
く
＝
斜
0
ユ
8
ぎ
。
δ
o
Q
ざ
い
。
巳
。
ジ
お
器
）
す
べ
て
多
様
な
婆
因
一
社

　
会
学
的
・
生
物
学
的
－
i
の
相
互
発
駕
じ
∵
．
蕊
っ
て
犯
罪
が
生
れ
る
と
す
る
。
以
⊥
、
ヘ
ル
ツ
ェ
ン
ゾ
ー
－
ン
、
ソ
ビ
エ
ト
刑
事
学
序
論
六
二
．
．
一
七
〇
頁

　
参
照
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ビ
オ
ロ
ギ
ザ
チ
キ
ロ

　
　
ア
・
ア
・
ヘ
ル
ツ
ェ
ン
ゾ
ー
ン
は
次
の
よ
う
に
結
論
す
る
。
「
犯
罪
標
因
の
問
題
に
お
い
て
ブ
ル
ジ
ョ
ア
刑
事
学
に
特
徴
的
な
生
物
愚
．
丁
化
は
徹
頭

　
徹
尾
反
科
学
的
で
観
念
論
的
で
反
動
的
な
も
の
と
認
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
ブ
ル
ジ
ョ
ア
刑
事
学
に
お
い
て
採
用
さ
れ
て
ひ
ろ
が
っ
て
い
る
犯

　
罪
原
因
の
『
概
念
構
成
』
は
一
見
し
た
と
こ
ろ
種
々
雑
多
に
見
え
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
ら
は
す
べ
て
、
事
物
の
本
質
に
お
い
て
、
政
治
的
．
哲
学

　
的
・
方
法
論
的
な
前
提
に
お
い
て
全
く
同
一
の
も
の
か
ら
出
て
い
る
の
で
あ
る
。
即
ち
、
帝
国
⊥
義
の
政
治
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
か
ら
、
観
念
論
の

変
種
実
証
嚢
か
ら
、
犯
雛
因
論
か
ら
で
て
い
る
．
」
（
ア
・
ア
・
ゲ
ル
ツ
ェ
ン
ゾ
ー
ン
、
ソ
ビ
エ
ト
刑
事
学
序
論
、
一
九
六
五
年
、
モ
ス
ク
ワ
、
八
七
頁
）
刑
麦
攣
派
と
装
学
派
と

　
が
そ
の
種
本
に
お
い
て
唯
一
の
方
法
論
的
立
場
に
た
つ
こ
と
一
実
証
主
義
疑
犯
罪
要
因
論
一
か
く
て
ま
た
帝
國
主
義
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
の
性

　
質
を
明
確
に
指
摘
し
た
の
は
、
べ
・
エ
ス
・
ニ
キ
ホ
ロ
フ
、
反
動
的
な
ア
メ
リ
カ
生
物
刑
事
学
派
、
　
（
「
法
律
研
究
所
所
報
」
一
巻
一
九
五
一
年

　
　
一
五
九
一
一
八
一
百
ハ
）
で
あ
る
。

（
七
）
ク
レ
ッ
シ
ー
は
わ
ざ
わ
ざ
一
章
を
さ
い
て
、
　
犯
罪
現
象
に
お
け
る
原
因
論
①
嘗
◎
Φ
8
δ
δ
σ
q
団
と
個
別
行
為
の
問
題
i
あ
る
佃
人
が
犯
罪
者
と

　
な
っ
て
ゆ
く
過
程
を
明
ら
か
に
す
る
一
と
の
関
係
を
追
及
す
る
（
O
o
嵩
9
ρ
匹
幻
・
O
円
①
ω
ω
o
ざ
∪
①
＝
p
ρ
賃
Φ
譜
。
ざ
9
一
ヨ
0
9
。
昌
幽
d
蹴
出
①
＄
⇔
臨
巴

　
》
。
。
。
・
o
。
㌶
江
o
P
お
①
や
℃
6
雪
一
刈
。
。
・
）
。
彼
は
社
会
行
動
を
対
象
と
す
る
学
説
で
あ
る
以
上
こ
の
二
つ
の
側
面
を
も
っ
た
学
説
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
い
が
、
資
料
と
か
研
究
の
な
わ
ば
り
と
か
い
ろ
い
ろ
の
事
情
の
た
め
必
ず
し
も
う
ま
く
い
っ
て
い
な
い
と
い
う
。
例
え
ば
、
マ
ー
ト
ン
の
ア
ノ
ミ

　
一
理
論
は
藻
因
論
に
重
点
が
か
か
り
、
サ
ザ
t
ラ
ン
ド
の
．
接
触
の
理
論
は
個
別
行
為
の
理
論
に
亘
点
が
あ
る
．
、
ク
レ
ッ
シ
ー
、
は
、
サ
ザ
ー
ラ
ン
ド
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ソビエト刑事学の一側面（井⊥）

の
学
説
も
特
別
に
細
心
の
注
意
を
も
っ
て
研
究
す
れ
ば
、
原
因
論
の
側
面
も
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
ク
レ
ッ
シ
ー
の
ζ

の
努
力
は
、
社
会
学
派
の
立
場
か
ら
、
従
来
生
物
学
派
n
心
理
学
派
に
よ
っ
て
占
領
さ
れ
て
い
た
問
題
i
個
別
行
為
の
周
題
一
の
領
域
に
切
り
こ

ん
で
「
分
化
的
接
触
」
の
理
論
を
樹
立
し
た
師
の
学
説
を
、
社
会
学
派
ら
し
い
社
会
学
派
と
し
て
、
大
量
現
象
と
し
て
の
犯
罪
を
説
明
す
る
原
理

と
し
て
採
用
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
の
成
果
の
検
討
は
他
日
を
期
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
こ
こ
で
は
ク
レ
ッ
シ
ー
じ
し
ん
が

サ
ザ
ン
ラ
ン
ド
の
学
説
を
個
別
行
為
の
理
論
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
て
お
く
こ
と
で
や
め
よ
う
。
こ
こ
で
問
題
と
し
て
考
え
ね

ば
な
ら
な
い
の
は
、
彼
が
統
合
理
論
（
ぎ
酔
Φ
o
q
B
8
ら
葺
8
ユ
。
。
。
9
①
℃
冠
①
ヨ
三
。
α
q
鴇
9
巳
ぎ
傷
三
十
億
9
8
巳
彗
け
）
を
説
く
こ
と
じ
し
ん
の

方
法
論
と
し
て
の
意
味
で
あ
る
。

　
私
は
、
本
文
に
あ
る
よ
う
に
、
こ
の
二
つ
の
問
題
は
本
来
別
の
問
題
で
あ
る
と
す
る
、
レ
シ
ェ
ー
ト
ニ
コ
フ
の
立
場
が
一
応
説
得
的
で
あ
る
と

思
う
。
あ
る
個
人
が
ど
の
よ
う
に
し
て
犯
罪
者
と
な
っ
て
い
っ
た
か
と
い
う
問
題
は
そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
究
朋
さ
る
べ
き
問
題
で
あ
る
が
、
そ
れ

が
刑
事
学
の
原
因
論
に
そ
の
ま
ま
の
形
で
す
べ
り
こ
む
こ
と
は
な
い
と
思
う
。

　
こ
の
点
で
ア
・
ア
・
ヘ
ル
ツ
ェ
ン
ゾ
ー
ン
の
次
の
指
摘
は
重
要
で
あ
る
。
彼
は
「
要
因
論
」
の
当
然
の
帰
結
と
し
て
、
個
人
的
要
因
（
生
物
学

的
、
心
理
学
的
、
精
神
病
学
的
要
因
）
と
社
会
的
要
因
と
の
関
連
い
か
ん
ど
い
う
問
題
が
立
ち
現
れ
ざ
る
を
得
な
い
と
し
て
、
こ
の
問
題
に
最
も

鋭
く
き
り
こ
ん
だ
学
者
と
し
て
リ
ス
ト
を
あ
げ
る
。
　
一
九
〇
二
年
リ
ス
ト
は
国
際
刑
事
学
協
会
の
ペ
テ
ル
ブ
ル
グ
大
会
の
報
告
で
こ
の
問
題
を

と
り
あ
げ
（
フ
ォ
ン
・
リ
ス
ト
・
犯
罪
の
社
会
的
要
因
「
司
法
省
雑
誌
」
一
九
〇
三
年
二
巻
）
．
－
条
は
結
論
す
る
。
8
犯
罪
者
の
個
性
と
犯
響
を
と
り
ま
療
境
の
産
物
と
し
て

犯
罪
を
理
解
す
る
こ
と
は
、
問
題
の
提
起
が
あ
れ
か
こ
れ
か
変
わ
る
に
従
っ
て
、
こ
れ
ら
要
因
の
そ
れ
ぞ
れ
が
異
っ
た
意
味
を
も
つ
と
い
う
事
情

を
忘
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
口
一
個
人
の
生
活
現
象
と
し
て
犯
罪
を
研
究
す
る
と
き
は
犯
罪
の
実
行
と
い
う
契
機
じ
し
ん
に
考
慮
が
払
わ
れ
、
個

入
的
要
因
の
み
が
関
心
の
対
象
と
な
る
。
日
社
会
生
活
の
現
象
と
し
て
犯
罪
を
研
究
す
る
と
き
は
、
専
ら
社
会
的
要
因
を
考
慮
す
る
こ
と
に
関
心

が
む
け
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
リ
ス
ト
は
報
告
を
結
ん
で
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
ヘ
ル
ツ
ェ
ン
ゾ
ー
ン
は
い
う
、
リ
ス
ト
は
個
別
行
為
の
要
因

と
犯
罪
総
休
の
要
因
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
異
っ
た
接
近
を
し
た
け
れ
ど
も
、
第
一
に
、
個
別
行
為
の
み
な
ら
ず
犯
罪
現
象
一
般
の
生
物
学
化
を
さ

け
よ
う
と
は
し
な
か
っ
た
し
、
第
二
に
、
二
つ
の
側
面
を
機
械
的
に
対
立
さ
せ
、
両
者
の
間
に
存
在
し
て
い
る
弁
証
法
的
関
連
と
相
互
依
存
関
係

を
考
察
し
な
か
っ
た
し
、
第
三
に
、
リ
ス
ト
は
若
干
の
個
人
的
1
1
社
会
的
要
因
が
犯
罪
現
象
一
般
の
社
会
的
要
因
に
量
的
一
質
的
に
移
行
す
る
と

い
う
こ
と
を
髪
ぞ
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
、
と
（
前
掲
、
序
論
七
三
頁
参
照
）
。
ヘ
ル
ツ
、
ン
ゾ
↓
は
、
華
さ
い
三
犯
罪
原
因
の
研
究
に
お
け
る
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説
　　鼠

1測

輿
的
な
も
の
と
社
会
的
な
も
の
と
の
望
関
径
と
し
て
詳
論
す
る
（
前
掲
、
序
論
　
二
五
一
＝
二
三
頁
）
．
彼
は
レ
虚
（
護
勤
隔
讐
雇
鞭
｝
、

訊
「
賑
）
や
社
輩
者
（
ア
・
ア
・
ズ
ヴ
ォ
ル
イ
キ
ン
、
　
一
般
社
会
学
理
論
と
そ
の
基
準
の
追
求
、
　
『
今
日
の
マ
ル
ク
ス
主
義
社
会
学
と
ブ
ル
ジ
ョ
ア
社
会
学
』
モ
ス
ク
ワ
、
　
一
九
六
四
年
、
三
三
二
頁
）
な
ど
か
ら
、
一
三
な
知
識
を

か
り
つ
つ
次
の
よ
う
に
問
題
点
を
明
ら
か
に
す
る
。

　
人
格
に
せ
よ
個
々
の
行
為
に
せ
よ
、
刑
事
学
は
犯
罪
の
社
会
的
本
性
、
犯
罪
の
存
在
・
そ
の
性
格
・
水
準
・
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
ス
を
条
件
づ
け
て
い

る
運
動
法
則
に
関
心
を
も
っ
て
い
る
。
そ
し
て
個
人
的
な
も
の
を
社
会
的
な
も
の
に
帰
し
て
ゆ
こ
う
と
す
る
。
歯
入
的
な
も
の
の
中
か
ら
社
会
的

な
も
の
と
し
て
現
わ
れ
せ
し
め
る
も
の
を
よ
り
出
そ
う
と
す
る
。
個
人
の
心
理
を
問
題
と
す
る
と
き
も
、
犯
罪
の
実
行
を
め
ぐ
っ
て
個
人
と
社
会

と
の
間
に
お
こ
っ
て
い
る
社
会
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
興
味
を
も
つ
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
も
の
は
、
関
連
事
実
に
つ
い
て
の

具
体
的
な
事
例
の
研
究
か
ら
始
ま
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
　
一
々
の
個
別
的
な
個
人
の
人
格
と
善
因
の
究
明
は
そ
れ
だ
け
と
し
て
も
尋
問
、
　
審

判
、
再
犯
防
止
、
刑
罰
量
定
、
合
目
的
的
な
矯
正
一
教
育
手
段
の
選
定
に
大
き
な
意
．
味
を
も
つ
。
し
か
し
、
そ
れ
が
刑
事
学
の
な
か
に
い
り
こ
ん

で
ゆ
く
た
め
に
は
団
有
の
操
作
を
加
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
個
別
的
事
実
が
社
会
的
意
味
を
も
つ
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
操
作
を
。
犯
罪
実
行
の
純

粋
に
書
入
的
事
情
の
解
明
が
、
犯
罪
現
象
一
般
の
原
因
論
と
し
て
の
意
味
を
も
つ
た
め
に
は
、
そ
の
解
明
が
大
数
法
則
の
作
用
の
顕
現
を
助
長
す

る
も
の
で
あ
る
と
き
に
お
い
て
の
み
で
あ
る
。
即
ち
、
メ
ル
ク
マ
ー
ル
に
つ
い
て
の
特
殊
の
淘
汰
と
広
い
意
味
で
の
統
計
的
な
一
般
化
が
必
要
で

あ
る
。
大
数
法
鋼
の
作
用
に
よ
っ
て
、
偶
然
的
な
も
の
は
後
景
に
し
り
ぞ
・
き
、
社
会
現
象
と
し
て
の
犯
罪
に
内
在
し
て
い
る
法
則
構
造
が
あ
ら
わ

に
な
っ
て
く
る
。
こ
れ
ら
の
成
果
が
犯
罪
の
社
会
か
ら
の
根
絶
の
た
め
の
方
策
を
教
え
て
く
れ
る
。
犯
罪
存
伍
の
社
会
的
法
則
構
造
、
犯
罪
原
因

論
は
統
計
的
一
般
化
に
つ
つ
ま
れ
た
大
量
事
実
に
基
い
て
の
み
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
。

　
犯
罪
現
．
象
一
般
の
原
因
論
と
個
別
行
為
の
問
題
と
の
対
抗
関
係
と
い
う
間
．
題
に
は
い
く
つ
か
の
分
割
し
て
論
ぜ
ら
る
べ
き
問
題
が
混
在
し
て
い

る
よ
う
に
思
う
。
犯
罪
標
因
論
を
考
え
る
と
き
、
あ
る
個
別
的
な
犯
罪
（
あ
る
特
定
の
個
人
の
特
定
の
犯
罪
行
為
）
の
．
源
因
を
問
う
こ
と
と
、
犯
罪

現
象
一
般
（
こ
れ
に
も
更
に
、
流
木
・
ア
メ
リ
カ
・
ソ
ビ
エ
ト
・
中
国
の
そ
れ
又
は
更
に
、
お
よ
そ
社
会
一
般
の
そ
れ
）
の
原
因
を
間
う
こ
と
と
の

区
別
の
問
題
’
、
そ
う
い
う
個
別
灼
な
も
の
と
一
般
的
な
も
の
と
の
区
別
が
考
え
ら
れ
て
い
る
ほ
か
に
、
刑
事
学
で
こ
の
聞
題
が
た
て
ら
れ
た
と
き
、

犯
罪
の
窮
極
の
源
凶
は
素
質
（
不
適
応
）
か
環
境
（
学
習
）
か
と
い
う
問
．
題
が
と
わ
れ
て
い
た
と
・
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
二
つ
の
問
題
は
全

然
別
個
の
問
題
で
あ
っ
て
、
前
者
は
原
因
論
の
二
つ
の
領
域
で
は
な
く
、
「
何
の
」
原
因
が
と
わ
れ
て
い
る
か
と
い
つ
点
の
問
題
で
あ
る
の
に
、
後

者
で
は
「
何
が
」
原
因
か
が
問
わ
れ
て
い
る
時
の
問
題
で
あ
る
。
右
の
ヘ
ル
ツ
ェ
ン
ゾ
ー
ン
の
見
解
は
そ
れ
じ
た
い
と
し
て
正
当
に
吾
々
に
．
」
解
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で
き
る
け
れ
ど
も
、
ク
レ
ッ
シ
ー
、
レ
シ
ェ
ー
ト
ニ
コ
フ
の
提
起
し
て
い
る
問
題
と
の
間
に
は
照
応
が
な
い
と
思
う
。

（
八
）
第
二
回
犯
罪
予
防
、
犯
罪
者
処
遇
国
際
会
議
（
一
九
六
一
年
）
で
イ
ギ
リ
ス
の
ラ
ジ
ノ
ヴ
ィ
ヅ
は
犯
罪
原
因
の
研
究
を
続
け
て
も
多
く
の
も
の

　
を
期
待
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
そ
れ
よ
り
も
犯
罪
と
関
連
し
て
い
る
諸
要
因
の
総
体
を
明
ら
か
に
し
て
ゆ
け
ば
よ
い
と
報
告
し
た
。

（
九
）
ブ
ル
ジ
ョ
ア
刑
事
学
の
研
究
と
し
て
、
ア
・
ヘ
ル
ツ
ェ
ン
ゾ
…
ン
、
新
ロ
ン
ブ
ロ
ー
ゾ
主
義
と
ブ
ル
ジ
ョ
ア
刑
事
学
の
危
機
、
　
「
ソ
ビ
エ
ト
国

　
家
と
法
」
誌
、
一
九
六
五
年
十
一
号
、
べ
・
ニ
キ
ホ
ロ
フ
、
反
動
的
な
ア
メ
リ
カ
犯
罪
生
物
学
、
　
「
法
律
研
究
所
所
報
」
一
巻
一
九
五
一
年
、
エ

　
ス
・
オ
ス
ト
ロ
ゥ
モ
フ
、
ロ
シ
ヤ
刑
事
学
者
の
左
翼
グ
ル
ー
プ
、
　
「
法
律
学
」
誌
、
一
九
六
二
年
四
号
、
ア
・
レ
メ
ン
ソ
ン
、
反
動
的
ブ
ル
ジ
ョ

　
ア
犯
罪
生
物
学
の
発
生
の
問
題
、
　
「
ト
ム
ス
ク
国
立
大
学
紀
要
」
＝
二
七
口
’
7
一
九
五
七
年
。

（一

Z
）
な
お
、
個
々
の
学
説
の
理
解
に
つ
い
て
は
、
宮
内
裕
・
刑
事
学
（
法
律
文
化
社
）
、
前
田
信
二
郎
・
増
訂
刑
事
学
原
論
（
法
律
文
化
社
）
、

　
と
く
に
、
平
野
・
所
訳
賢
サ
ザ
ー
ラ
ン
ド
・
ク
レ
ッ
シ
雲
華
犯
罪
の
原
因
く
刑
事
学
原
論
I
V
（
有
信
堂
）
、
現
代
法
と
刑
罰
（
現
代
法
皿
）
樋

　
口
幸
吉
・
精
神
医
学
・
心
理
学
の
貢
献
、
岩
井
弘
融
・
犯
罪
社
会
学
（
岩
波
書
店
）
に
よ
っ
た
が
｝
々
の
引
用
は
省
略
さ
せ
て
載
い
た
。

ニ
　
ア
メ
リ
カ
刑
事
学
に
お
け
る
社
会
学
派
理
論

ソビエト刑事学の一側面（井上）

　
一
　
犯
罪
の
『
物
理
学
的
』
要
因
　
ア
メ
リ
カ
刑
事
学
は
二
つ
の
大
き
な
グ
ル
ー
プ
に
分
か
れ
る
。
犯
罪
を
外
的
環
境
の
影
響
に
よ
っ

て
説
明
す
る
理
論
と
犯
罪
者
の
入
格
特
徴
に
よ
っ
て
説
明
す
る
理
論
と
に
。
こ
こ
で
は
前
者
を
と
り
あ
げ
る
。
ま
た
、
こ
こ
で
純
粋
に
社

会
学
的
理
論
の
ほ
か
に
気
候
そ
の
他
物
理
学
食
生
活
条
件
で
犯
罪
を
説
明
す
る
立
場
や
年
令
、
性
別
な
ど
犯
罪
者
の
個
体
と
し
て
の
特
徴

に
…
関
す
る
理
論
も
と
り
あ
げ
る
こ
と
に
す
る
。

　
現
在
ひ
ろ
が
っ
て
い
る
ア
メ
リ
カ
刑
事
学
の
諸
立
場
の
な
か
で
一
番
『
古
く
さ
い
』
立
場
は
、
『
物
理
学
的
』
犯
罪
要
因
論
で
あ
る
。
か

っ
て
、
有
名
な
ア
メ
リ
カ
の
統
計
学
者
マ
イ
ヨ
．
ス
ミ
ス
（
「
統
計
学
と
社
会
学
」
一
八
九
五
年
）
や
警
学
者
心
鯉
漁
者
デ
ク
ス
タ
⊥
醸
矯
鞘
響
L
）
や

医
師
レ
フ
ィ
ン
グ
エ
ル
（
「
私
生
児
と
季
節
の
行
為
へ
の
影
響
」
一
八
九
二
年
）
ら
は
季
節
と
人
間
行
動
、
と
く
に
犯
罪
と
の
関
係
を
強
調
し
た
。
こ
れ
・
り
の
理
論
は
当
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燈
ア
メ
リ
カ
の
学
者
に
多
く
の
支
持
を
う
け
る
こ
と
は
で
き
な
く
て
忘
れ
去
ら
れ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
こ
の
種
の
理
論
が
過
去

の
も
の
と
な
っ
て
い
る
と
結
論
す
る
こ
と
は
早
計
で
あ
る
。
　
「
エ
ン
チ
ク
ロ
デ
ィ
ア
・
ア
メ
リ
カ
ー
ナ
」
の
中
の
『
刑
事
学
』
の
な
か
で

こ
の
理
論
が
と
か
れ
げ
し
い
る
し
（
国
昌
2
9
8
①
岳
帥
〉
ヨ
①
ユ
8
昌
鋤
お
田
．
〈
o
ド
自
”
即
8
∵
ゐ
O
b
。
）
、
マ
ソ
フ
レ
。
ド
キ
、
－
－
は
こ
の
立
場
々
り
例
へ
ば
減
た
嵐
が
吹

く
と
。
型
の
入
（
冷
た
い
風
に
感
じ
易
い
型
）
は
殺
人
を
一
打
う
が
、
温
嵐
が
吹
く
と
w
型
の
人
（
鑓
躍
感
）
は
む
し
・
衝
殺
す
る
と
い
う
（
路
聾
。
計

蜷
器
鴻
誰
晒
融
藁
議
聾
貼
節
躊
設
紺
糎
．
馬
。
気
胞
8
0
謳
舘
聴
甑
腎
激
ゆ
畠
）
。

　
こ
う
い
う
立
場
は
ア
メ
リ
カ
の
刑
事
学
者
に
も
憤
げ
き
を
か
っ
た
し
、
そ
の
一
人
は
彼
の
理
論
を
『
全
く
の
ナ
ン
セ
ン
ス
だ
』
と
評
し
た

（Q二
�v

?
＝
①
一
　
匂
●
内
9
0
”
一
鋤
ご
℃
日
び
O
　
∩
甲
Φ
◎
伊
q
同
曽
℃
び
矯
O
団
○
凶
帥
ヨ
Φ
・
〈
〔
ω
O
∩
一
〇
一
〇
α
q
冤
　
O
h
O
目
凶
ヨ
Φ
）
∀
一
⑩
①
ご
℃
・
一
〇
Φ
）
．
季
節
や
臨
と
犯
罪
罪
の
種
類
や
量
と
の
関
係
は
、
多
、
こ
か
ら
因
果
的
依
存
性
を
ひ
・
さ
だ

そ
う
と
す
る
と
き
根
拠
の
な
い
も
の
と
な
る
が
、
こ
れ
ら
の
相
互
依
存
係
の
確
定
は
無
益
で
は
な
い
。
犯
罪
予
防
の
観
点
か
ら
一
定
の
価

値
を
も
。
て
い
る
（
O
Φ
【
冨
a
9
臼
毘
『
↓
9
ぎ
口
置
Φ
昌
8
。
h
ω
窪
ω
。
霧
8
9
Φ
O
ユ
ヨ
Φ
肉
馨
ρ
《
鴇
自
導
⇔
巴
g
9
巨
ヨ
g
冨
≦
》
お
㎝
卜
。
”
＜
。
ド
塗
巳
芦
℃
℃
・
一
8
i
N
窃
）
．

　
二
　
犯
罪
の
『
個
人
的
』
要
因
　
犯
罪
者
の
財
産
状
態
、
年
令
、
階
層
、
入
種
所
属
そ
の
他
犯
罪
者
の
個
人
と
し
て
の
諸
特
徴
に
犯
罪

の
要
因
を
み
る
立
場
が
あ
る
。
ロ
ン
ブ
ロ
ー
ゾ
の
流
れ
に
属
す
る
。
ア
メ
リ
カ
の
刑
事
学
に
お
い
て
こ
の
傾
向
は
ヒ
ー
リ
ー
に
よ
っ
て
ひ

き
入
れ
ら
れ
た
（
誓
書
馳
．
蜜
黒
し
．
ピ
ー
慮
妻
．
で
ケ
虫
．
ス
タ
デ
ィ
の
方
法
を
見
出
し
、
そ
の
上
に
犯
罪
茜
論
を

く
み
た
て
た
。
エ
ド
ガ
…
ド
ル
は
扁
劣
犯
罪
者
の
体
系
的
研
究
こ
そ
犯
罪
原
因
の
研
究
に
決
定
的
な
鍵
を
与
え
る
と
い
う
（
園
磯

魚
剛
．
麗
詣
鋤
㏄
窮
斡
．
詔
聾
郵
漁
鰐
）
。
こ
れ
は
生
物
芯
理
学
派
の
学
者
の
み
な
ら
ず
、
装
学
派
の
学
者
、
例
え
ば
、
テ
ィ
ー

グ
ル
ズ
“
ラ
イ
ネ
マ
ン
に
つ
い
て
も
い
え
る
。
彼
ら
は
い
う
、
　
「
非
行
に
つ
い
て
一
般
化
さ
れ
た
研
究
の
方
法
、
抽
象
的
な
教
条
主
義
を

も
っ
て
し
て
も
、
い
か
な
る
本
質
的
な
も
の
も
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
個
々
の
事
案
（
個
々
の
非
行
の
『
ケ
ー
ス
』
）
の

研
究
に
つ
い
て
の
吾
々
の
知
嚢
つ
み
あ
げ
ね
ば
な
ら
な
い
」
（
Z
。
σ
。
冨
鴇
閑
．
↓
8
8
鵠
・
。
民
H
。
ぎ
O
●
幻
①
言
Φ
ヨ
陰
。
馨
”
↓
富
O
冨
ぎ
躍
①
9
9
二
起
β
Φ
暮
ざ
お
9
℃
・
N
乙
）
．

　
犯
罪
者
の
個
人
的
モ
メ
ン
ト
の
研
究
は
、
そ
の
研
究
が
犯
罪
現
象
総
体
の
統
計
資
料
や
そ
の
運
動
の
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
ス
の
研
究
、
と
く
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に
、
犯
罪
の
社
会
的
本
性
の
研
究
と
な
ら
ん
で
行
な
わ
れ
た
時
に
の
み
、
犯
罪
原
因
の
研
究
に
重
要
な
役
割
を
演
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

し
か
し
、
ア
メ
リ
カ
刑
事
学
の
こ
の
立
場
に
お
い
て
は
、
個
入
に
つ
い
て
の
研
究
は
犯
罪
の
他
の
研
究
方
法
か
ら
技
巧
的
に
切
離
さ
れ
て

い
る
と
こ
ろ
に
間
題
が
あ
る
。
犯
罪
者
の
個
々
の
個
人
的
要
因
に
つ
い
て
見
て
ゆ
こ
う
。

　
　
④
　
年
令
・
性
別
　
年
令
に
関
し
て
は
少
年
犯
罪
が
問
題
で
あ
る
。
少
年
犯
罪
の
増
大
と
そ
の
実
態
は
い
ろ
い
ろ
の
機
関
に
シ
リ
ア

ス
な
問
題
を
な
げ
か
け
て
い
る
が
、
そ
の
原
因
の
研
究
に
お
い
て
は
、
方
法
論
的
に
問
題
の
あ
る
立
場
か
ら
問
題
が
提
起
さ
れ
解
決
さ
れ
よ

う
と
し
て
い
る
。
少
年
非
行
は
犯
罪
一
般
の
懸
と
は
別
箇
独
立
の
問
題
と
し
て
藁
さ
れ
轟
ω
幻
影
誰
舞
鉾
麹
窪
．
略

U。?
雛
国
譲
．
。
蓄
ぐ
鱒
語
離
物
馨
器
ち
鑛
蟹
伽
聾
．
霧
朗
団
龍
馳
暗
器
患
灘
漢
窮
r
）
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て

少
年
犯
罪
も
成
人
犯
罪
も
、
共
に
生
み
出
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
共
通
の
基
本
的
な
社
会
的
原
因
が
ぬ
ぐ
い
さ
ら
れ
て
し
ま
っ
て
、
犯
罪
者

の
年
令
と
い
う
も
の
に
あ
る
神
秘
的
な
意
味
、
実
際
と
は
全
く
照
応
し
て
い
な
い
役
割
が
付
与
さ
れ
る
。
ま
た
、
ア
メ
リ
カ
の
刑
事
学
の

特
徴
は
犯
罪
増
大
の
責
任
を
青
少
年
じ
し
ん
に
求
め
、
こ
れ
ら
の
者
や
国
民
大
衆
の
現
代
の
生
活
条
件
に
求
め
よ
う
と
し
な
い
と
い
う
点

で
あ
る
。
こ
れ
に
反
対
し
て
共
産
党
機
関
紙
「
ウ
ワ
ー
カ
ー
」
は
い
う
、
　
「
社
会
の
罪
の
肩
代
り
を
し
て
く
れ
る
者
を
見
出
す
必
要
性
こ

そ
、
社
堂
わ
が
青
少
年
に
敵
意
を
こ
め
た
非
讐
あ
び
せ
る
原
因
の
一
つ
で
あ
ろ
う
」
（
《
妻
。
蒔
9
の
》
q
o
g
8
ヨ
び
興
ゴ
お
㎝
。
。
）
と
。
し
か
る
に
、
社
会
学

派
の
レ
ッ
ク
リ
ス
す
ら
少
年
非
行
増
大
の
原
因
を
生
物
学
的
要
因
、
若
い
有
機
体
の
特
殊
性
に
帰
し
て
い
る
。
　
「
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お

い
て
犯
罪
を
お
か
し
て
逮
捕
さ
れ
刑
事
施
設
に
収
容
さ
れ
る
年
令
層
は
年
長
少
年
と
青
年
が
殆
ん
ど
で
あ
る
。
こ
の
年
代
層
が
一
番
容
易

に
犯
罪
に
ひ
き
こ
ま
れ
易
い
し
、
そ
の
後
は
次
第
に
減
少
し
て
ゆ
く
。
こ
の
傾
向
は
一
部
は
社
会
的
要
因
－
年
令
と
共
に
一
定
の
社
会

的
地
位
の
獲
得
一
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
る
が
、
　
ま
た
、
　
生
物
学
的
要
因
i
有
機
体
が
一
般
に
安
定
す
る
と
い
う
こ
と
に
も
よ
る
」

（
毅
襟
ゴ
潔
難
鎗
。
鰐
蘇
馨
酷
櫨
。
鴛
む
と
。

　
ア
メ
リ
カ
の
刑
事
学
者
た
ち
は
、
資
本
主
義
社
会
に
お
い
て
若
年
層
を
犯
罪
の
道
に
お
い
や
っ
て
い
る
も
の
が
社
会
的
矛
盾
で
あ
り
、
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そ
の
矛
盾
の
尖
鋭
化
が
そ
の
増
大
を
も
た
ら
し
て
い
る
と
い
う
事
実
を
隠
そ
う
と
し
て
い
る
。
そ
の
代
り
に
、
彼
ら
は
、
こ
の
よ
う
な
若
年

説　
　
層
の
社
会
状
況
の
不
安
定
性
が
あ
た
か
も
資
本
主
義
的
諸
関
係
の
本
性
と
関
連
の
な
い
何
か
独
自
の
現
象
で
あ
る
か
の
よ
う
に
、
っ
け
足

論　
　
し
の
程
度
に
そ
の
社
会
的
側
面
に
触
れ
る
だ
け
で
あ
る
。
し
か
も
、
も
っ
と
特
徴
的
な
こ
と
は
、
彼
ら
が
少
年
犯
罪
の
増
大
の
責
任
を
若
い

　
有
機
体
の
一
定
の
生
物
学
的
特
殊
性
に
負
わ
そ
う
と
す
る
点
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
百
年
間
生
物
学
的
特
殊
性
は
如
何
な
る
変
化
も
あ

　
　
っ
て
は
い
な
い
。
少
年
犯
罪
は
社
会
問
題
で
あ
っ
て
生
物
学
的
な
問
題
で
は
な
い
。
そ
の
原
因
は
資
本
主
義
国
家
の
若
年
層
の
社
会
的
な
生

　
活
条
件
の
な
か
に
あ
る
。
二
十
歳
未
満
の
年
代
層
は
全
労
働
人
口
の
十
四
分
の
一
に
す
ぎ
な
い
の
に
、
全
失
業
者
の
う
ち
こ
の
年
令
層
は
六

　
分
の
一
を
占
め
て
い
る
（
「
ザ
・
ル
ー
ベ
ジ
ョ
ム
」
誌
一
九
六
四
年
八
号
、
ア
メ
リ
カ
雑
誌
「
ル
ッ
ク
」
の
資
料
よ
り
）
。
ま
た
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
人
種
差
別
は
若
態
に
特
に
強
く

　
反
映
す
る
。
あ
る
資
料
に
よ
れ
ば
、
黒
入
と
プ
ヱ
ぞ
茎
入
の
若
年
層
の
五
割
か
ら
七
割
が
下
馬
目
し
て
い
る
と
い
う
（
L
「
蟹
訟
曇

講
朋
一
）
。
最
後
に
、
新
聞
雑
誌
や
低
俗
な
本
や
映
画
ニ
ア
レ
ビ
に
よ
る
軍
国
主
義
、
暴
力
、
囲
穀
と
利
潤
追
及
の
崇
拝
の
宣
伝
は
何
よ

　
り
も
ア
メ
リ
カ
の
年
少
少
年
に
む
け
ら
れ
て
お
り
、
彼
ら
に
ま
で
犯
罪
の
振
幅
が
及
ん
で
い
る
。

　
　
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
少
年
犯
罪
の
増
大
を
説
明
す
る
た
め
に
は
、
勤
労
者
の
搾
取
と
抑
圧
に
基
く
資
本
主
義
社
会
の
条
件
、
そ
の
資
本

　
主
義
的
諸
関
係
に
よ
っ
て
出
て
く
ろ
若
年
層
の
生
活
条
件
、
し
か
も
こ
れ
ら
資
本
主
義
の
社
会
的
害
悪
は
最
も
厳
し
く
若
年
層
の
上
に
現

　
わ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
こ
そ
が
少
年
犯
罪
の
グ
ロ
テ
ス
ク
な
増
大
と
し
て
報
復
的
反
動
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
次
に
性
別
に
関
し
て
。
犯
罪
の
大
部
分
は
男
性
に
よ
っ
て
犯
さ
れ
、
そ
れ
と
比
較
す
れ
ば
女
性
犯
罪
は
僅
小
で
あ
る
。
ポ
ラ
ー
ク
は
、

　
女
性
の
身
体
的
特
殊
性
の
故
に
、
う
そ
を
つ
く
の
に
長
じ
、
巧
く
切
り
ぬ
け
る
術
を
身
に
つ
け
て
い
る
の
で
自
ら
の
犯
罪
を
隠
す
の
に
成
功

　
す
る
こ
と
、
ま
た
、
伝
統
と
し
て
男
性
が
女
性
の
犯
罪
を
か
ば
い
、
司
法
機
関
も
そ
の
犯
行
が
明
白
で
あ
る
場
合
で
さ
え
責
任
を
間
う
の

　
は
ま
れ
な
場
合
で
あ
る
こ
と
、
こ
う
い
う
藩
が
女
性
の
犯
罪
の
僅
少
の
理
由
だ
と
い
う
（
O
け
8
℃
o
＝
鋤
貫
弓
滞
ρ
i
一
ヨ
ぢ
p
。
ヨ
罵
o
h
≦
o
ヨ
o
P
）
。

　
　
こ
の
よ
う
に
社
会
的
問
題
を
生
物
学
的
な
も
の
に
よ
っ
て
理
解
し
よ
う
と
す
る
傾
向
は
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
社
会
学
の
特
徴
で
あ
る
。
ボ
ラ
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ー
ク
は
女
性
の
身
体
的
特
殊
性
に
余
り
に
も
誇
張
さ
れ
た
社
会
的
役
割
を
付
与
し
て
い
る
。
実
際
は
女
性
犯
罪
は
少
年
犯
罪
と
同
様
社
会

問
題
で
あ
っ
て
、
女
性
が
現
代
に
お
い
て
社
会
、
生
産
、
家
族
、
社
会
的
政
治
的
生
活
の
分
野
で
占
め
て
い
る
役
割
の
分
析
か
ら
解
明
さ

れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
＠
　
人
種
・
民
族
　
ア
メ
リ
カ
全
人
ロ
の
約
一
割
を
占
め
る
黒
人
は
政
治
関
係
に
お
い
て
最
も
抑
圧
さ
れ
た
人
種
で
あ
る
。
刑
事

施
設
へ
の
収
容
者
の
白
人
と
の
比
率
は
四
倍
に
達
す
る
。
こ
こ
か
ら
ア
メ
リ
カ
入
種
主
義
者
は
黒
人
が
あ
た
か
も
犯
罪
性
を
も
つ
か
の
よ

う
に
宣
伝
す
る
。
さ
き
で
ふ
れ
る
フ
ー
ト
ソ
の
見
解
も
、
同
様
に
、
生
物
学
的
な
見
解
か
ら
こ
の
こ
と
を
主
張
す
る
。
黒
人
の
犯
罪
を
人

種
的
に
説
明
す
る
こ
れ
ら
の
説
に
社
会
学
派
の
立
場
か
ら
反
対
が
と
な
え
ら
れ
て
い
る
。
　
統
計
作
成
上
、
　
司
法
実
務
上
で
の
不
平
等
な

取
扱
い
を
輩
し
て
い
る
（
∩
甲
口
団
　
】
W
。
匂
O
ず
嵩
の
O
昌
　
］
り
冨
O
　
ワ
酬
①
α
q
『
」
　
山
口
畠
　
O
『
一
§
O
●
《
O
『
一
ヨ
ゴ
P
O
一
〇
σ
Q
団
●
　
日
ゴ
①
　
切
O
O
犀
　
O
h
　
濁
O
勢
山
一
口
σ
q
’
M
》
一
⑩
㎝
Q
Q
層
℃
●
卜
○
①
O
）
。

社
会
学
派
の
学
者
は
埋
入
の
高
い
犯
罪
率
を
黒
人
の
世
界
で
の
「
文
化
護
」
や
請
待
農
し
の
理
論
（
密
雲
で
も
。
て
説
明
す

る
。
こ
れ
ら
の
主
張
の
中
に
は
一
連
の
正
当
な
命
題
が
含
ま
れ
て
い
る
。
例
え
ば
バ
ー
ン
ズ
、
テ
ィ
ー
テ
ル
ズ
教
授
は
い
う
、
　
「
黒
人
の

犯
罪
が
多
い
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
黒
人
が
社
会
経
済
的
に
苦
し
い
地
位
に
お
か
れ
て
い
る
こ
と
、
白
人
と
の
葛
藤
か
ら
生
れ
る
条
件
に

よ
っ
て
殆
ん
ど
説
明
さ
れ
る
」
（
2
0
≦
国
。
二
N
o
謬
ω
ぎ
9
首
冒
。
ざ
o
q
ざ
℃
・
屋
刈
）
と
。
唯
、
や
は
り
彼
ら
は
そ
こ
か
ら
暴
進
ん
で
こ
れ
ら
の
葛
藤
の
社
会
的
、

経
済
的
内
容
に
ま
で
触
れ
よ
う
と
し
な
い
。
こ
れ
は
彼
ら
の
一
般
社
会
学
的
な
立
場
か
ら
し
て
そ
う
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
立
場
の
刑
事

学
者
は
人
種
問
題
を
唯
『
文
化
』
の
問
題
と
し
て
の
み
と
ら
え
て
、
社
会
問
題
と
し
て
は
と
り
あ
げ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
黒
人

層
の
犯
罪
は
資
本
主
義
体
制
一
般
、
特
殊
的
に
は
黒
人
の
無
権
利
状
態
と
残
忍
な
搾
取
、
こ
れ
ら
の
不
可
避
的
所
産
で
あ
る
。
こ
の
黒
人

の
犯
罪
問
題
は
、
資
本
主
義
の
枠
内
で
の
白
壁
と
黒
人
と
の
間
の
『
文
化
』
葛
藤
を
和
ら
げ
る
こ
と
だ
け
に
よ
っ
て
は
、
全
体
と
し
て
の

質
入
問
題
を
解
決
す
る
こ
と
な
し
に
は
、
解
決
さ
れ
え
な
い
も
の
で
あ
る
。
こ
の
葛
藤
じ
し
ん
が
資
本
主
義
社
会
の
全
構
造
に
よ
っ
て
生

み
だ
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
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論

　
三
　
犯
罪
要
因
と
し
て
の
若
干
の
社
会
問
題
　
　
④
　
ア
ル
コ
ー
ル
中
毒
・
麻
薬
使
用
　
こ
れ
ら
の
否
定
的
現
象
の
実
際
は
ふ
れ
る
ま

で
も
な
い
で
あ
ろ
う
（
輩
話
弱
毒
酬
即
融
傷
£
．
馳
露
墾
紀
雑
既
斐
夢
爺
曝
㌔
嬉
窮
毒
愚
輩
翫
。
窮
鞭
幻
髄
翻

鉾
露
玉
雛
・
。
凱
眺
鱒
右
脚
勤
號
工
匠
．
．
譜
輝
四
酬
鴛
晦
、
灼
9
．
．
一
。
鉾
）
・
呉
一
・
セ
リ
ギ
は
い
う
・
ア
ル
コ
ー
ル
中
毒
は
当

の
人
格
の
背
徳
性
を
よ
び
さ
ま
し
、
犯
罪
の
実
行
へ
と
誘
う
。
ア
ル
コ
ー
ル
は
あ
る
糎
の
人
に
と
っ
て
は
攻
撃
性
性
向
や
社
会
に
対
す
る

有
害
な
傾
向
性
を
解
放
し
、
彼
ら
の
行
う
犯
罪
は
悪
く
組
織
さ
れ
た
入
格
、
情
動
不
安
定
、
人
格
の
一
般
的
混
乱
の
現
れ
と
い
う
特
徴
を

も
つ
（
幻
。
び
①
答
く
．
ω
Φ
＝
σ
Ω
①
さ
》
皆
O
げ
2
飴
コ
島
O
ユ
ヨ
ρ
《
匂
O
自
『
ロ
9
ゆ
一
〇
h
O
ユ
ヨ
一
昌
旧
い
”
ミ
》
一
Φ
㎝
ω
”
〈
O
ピ
ら
心
・
2
0
ム
℃
．
蒔
ω
㊤
）
と
。
し
か
し
、
セ
リ
ギ
は
こ
・
G
で
と
ま
．
て
し
ま
・
つ
．
な
ぜ
ア
ル
コ
ー

ル
中
毒
が
生
ず
る
の
か
と
い
う
問
題
は
た
て
よ
う
と
し
な
い
。
麻
薬
中
毒
に
つ
い
て
も
同
じ
で
あ
る
。
学
者
は
麻
薬
商
人
が
莫
大
な
利
潤

を
え
て
い
る
こ
と
、
麻
薬
使
用
は
中
毒
者
じ
し
ん
の
手
に
よ
っ
て
拡
げ
ら
れ
る
と
結
論
す
る
の
み
で
、
な
ぜ
麻
薬
中
毒
が
生
れ
る
か
は
解

こ
う
と
し
な
い
の
で
あ
る
。

　
ア
ル
コ
ー
ル
中
毒
、
麻
薬
使
用
は
他
の
す
べ
て
の
社
会
的
習
慣
同
様
、
現
実
的
な
社
会
的
原
因
を
も
っ
て
い
る
。
資
本
主
義
社
会
に
お

い
て
入
事
は
搾
取
の
重
圧
や
困
難
な
生
活
条
件
や
明
日
の
不
安
等
々
を
酒
で
忘
れ
よ
う
と
す
る
。
ア
ル
コ
ー
ル
製
造
業
者
は
消
費
を
あ
お

り
た
て
若
年
層
を
大
酒
へ
と
誘
う
。
こ
れ
ら
の
現
象
も
資
本
主
義
的
社
会
秩
序
の
道
連
れ
で
あ
る
。

　
　
　
㊥
　
移
民
　
一
八
六
〇
年
i
一
九
一
四
年
に
ア
メ
リ
カ
に
は
二
千
八
百
万
の
移
民
が
投
入
さ
れ
た
が
、
そ
の
一
部
は
脱
落
し
て
犯

罪
の
途
に
た
っ
た
。
ケ
ー
ニ
ヒ
は
い
う
、
「
ア
メ
リ
カ
に
移
民
が
大
々
的
に
入
り
こ
ん
で
き
始
め
て
か
ら
、
犯
罪
を
含
め
て
あ
ら
ゆ
る
種
類
の

社
会
禁
現
れ
始
め
た
」
（
ω
9
D
員
一
口
O
一
国
O
①
嵩
一
σ
q
”
ハ
『
ず
Φ
H
§
卿
9
q
N
舶
豊
里
鋤
鵠
住
O
ユ
§
①
《
Q
D
O
O
学
O
一
〇
α
q
団
O
鴎
〇
ニ
ヨ
①
》
①
傷
●
び
矯
臼
・
カ
O
離
O
①
貯
｝
一
⑩
0
ご
℃
μ
ω
G
Q
℃
μ
回
心
）
と
。
し
か
し
最
近
は
移
民
二
世
の
高
い
犯
罪
率
が

問
題
と
さ
れ
始
め
た
。
移
民
一
世
よ
り
も
な
ぜ
高
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
親
が
も
ち
こ
ん
で
き
た
生
国
の
文
化
規
範
が
二
世
に
作
用
す
る
こ

と
を
や
め
て
い
る
の
に
、
未
だ
ア
メ
劣
文
化
規
築
そ
の
身
に
つ
い
て
い
な
い
か
ら
だ
と
い
う
（
り
4
Φ
d
く
　
用
｛
◎
『
一
N
O
ρ
ω
　
凶
鐸
C
三
楽
き
ざ
o
Q
団
●
℃
●
δ
①
）
。
・
ウ
セ
ェ
ク

教
授
は
い
う
「
移
民
の
も
つ
農
民
的
文
化
が
都
市
化
さ
れ
た
ア
メ
リ
カ
の
唯
中
に
『
古
い
国
』
か
ら
や
っ
て
き
た
．
そ
れ
が
『
ア
メ
リ
カ
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化
』
さ
れ
る
た
め
に
親
の
遺
産
を
克
服
し
よ
・
つ
と
し
て
失
敗
し
た
と
き
不
安
定
な
入
寺
や
子
供
が
で
て
く
る
．
」
（
監
解
墾
．
露
器

奪
シ
四
韻
雛
昭
輩
団
幽
解
）
。

　
文
化
葛
藤
の
理
論
じ
し
ん
は
さ
き
で
と
り
あ
げ
る
が
、
移
民
二
世
の
犯
罪
は
ア
メ
リ
カ
文
化
の
優
越
を
示
す
の
で
は
な
く
て
そ
の
崩
壊

を
示
す
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
一
世
と
の
間
に
は
呼
量
の
差
の
み
で
な
く
質
の
面
で
も
区
別
が
あ
る
。
馬
身
犯
罪
で
な
く
財
産
犯
が
多

い
の
で
あ
る
。
犯
罪
実
行
の
「
ア
メ
リ
カ
的
特
色
」
が
現
れ
て
い
る
。

　
　
　
㊦
　
都
市
化
　
犯
罪
が
都
市
に
集
中
す
る
こ
と
は
周
知
の
事
実
で
あ
る
。

ソビエト刑事学の一側面（井上）

フシロ1
都
　
　
市
　
　
名

ス
　
アレ

　カン
ズ　・ぜ

　　ノレ

ノゴス

シ
ャ
ン
ペ
ー
ン
n
ア
ー
バ
三

人

口

六
七
四
二
六
九
六

六
二
二
〇
九
＝
二

　
三
六
五
〇
〇
〇

　
一
三
二
〇
〇
〇

重
大
犯
罪
数

　　四七
・一 ﾜ八九
九〇六六
六七五五

一
〇
万
人
当
り

犯
罪
数二

六
五
七

一
＝
二
八
三

一
四
二
二

　
九
〇
三

（
¢
巳
8
H
ヨ
O
ユ
日
。
幻
①
℃
〇
二
9
一
8
一
℃
．
ω
）

　
都
市
化
と
い
う
概
念
は
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
や
ソ
ロ
ー
キ
ン
ら
社
会
学
者
か
ら
刑
事
学
に
と
り
い
れ
ら
れ
た
も
の
で
、
そ
こ
に
は
階
級
的
内

容
を
捨
象
し
た
純
粋
の
技
術
過
程
と
し
て
の
都
市
の
拡
大
が
と
ら
え
ら
れ
る
。
従
っ
て
、
都
市
化
の
問
題
は
大
都
市
に
お
け
る
資
本
主
義

的
矛
盾
の
光
鋭
化
と
し
て
の
経
済
的
．
社
会
的
問
題
と
し
て
で
は
な
く
、
文
化
的
、
情
緒
的
契
機
の
強
調
が
め
だ
っ
て
い
る
。
ア
メ
リ
カ
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．
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．
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（
＞
b
昌
巴
の
O
h
齢
げ
⑦
》
ヨ
O
ユ
。
餌
昌
＞
c
P
畠
①
ヨ
団
O
h
℃
O
財
9
竺
①
昌
住
ω
O
O
一
巴
ω
9
Φ
昌
o
ρ
く
O
一
・
ω
ω
⑩
噛
℃
・
お
）

刑
事
学
者
タ
フ
ト
は
都
市
住
民
が
農
村
住
民
に
比
し
て
高
い
犯
罪
水
準
を
示
す
こ
と
を
専
ら
、
家
族
的
紐
帯
の
弱
化
、
住
民
の
人
種
的
な

異
種
性
の
契
・
流
動
性
の
契
・
合
鍵
の
増
大
、
犯
人
が
幾
か
ら
の
が
れ
る
可
能
性
の
増
大
等
に
み
て
い
る
（
。
U
爺
妻
σ
q
畷
．
・

嬰
響
）
・
同
じ
こ
と
を
サ
ザ
ー
フ
ン
ド
も
撫
し
て
い
る
。
（
鯉
謡
落
胆
器
量
忘
年
。
凶
℃
一
㊦
．
）
．
ス
チ
、
ワ
ー
・
呈
ユ
ル

は
十
九
世
紀
末
か
ら
の
自
動
車
の
発
達
が
ア
メ
リ
カ
社
会
の
全
生
活
を
著
し
く
流
動
化
し
、
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
も
の
と
し
た
こ
と
が
、
ま
た

犯
罪
者
の
流
動
性
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
っ
た
と
い
・
つ
（
ω
言
鋤
昏
ピ
。
葺
。
門
菊
£
δ
5
ω
。
州
9
ぎ
ぎ
巴
と
。
げ
…
§
《
冒
ロ
ー
ヨ
9
。
h
9
ぎ
ぎ
曵
冨
≦
》
お
ω
c
。
”
＜
。
ピ
ト
。
。
。
”
ぎ
・
9
即
。
㎝
刈
）
。
ま
た
都
市
化
の



ソビエト刑事学の一側面（井上）

問
題
を
詳
細
且
つ
多
面
的
に
研
究
し
た
の
は
ク
ラ
イ
ぞ
ド
で
あ
。
た
。
都
市
化
の
三
段
階
（
正
解
罷
）
に
応
じ
て
犯
罪
者
の
活
動
の
性

格
や
初
野
特
徴
の
変
化
、
組
織
性
、
年
令
な
ど
の
関
係
項
目
が
い
か
に
変
化
す
る
か
鐘
論
化
し
彰
な
鰻
．
瞬
詣
難
難
が
鋸
愕

。。

覧
｣
鞠
ゴ
露
馳
．
蘇
鰭
器
輻
ロ
轟
題
甜
。
．
）
。

．
こ
れ
ら
の
社
会
学
派
の
学
者
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
た
諸
要
因
は
疑
い
も
な
く
犯
罪
の
増
大
に
影
響
を
も
っ
て
い
る
。
し
か
し
そ
こ
に
の

み
注
意
を
集
中
す
る
こ
と
は
都
市
化
の
過
程
と
資
本
主
義
に
お
け
る
犯
罪
の
増
大
と
の
真
の
関
係
を
ゆ
が
め
る
こ
と
に
な
る
。
都
市
化
じ

た
い
社
会
的
原
因
を
も
っ
て
い
る
。
即
ち
資
本
主
義
都
市
に
よ
る
農
村
の
破
壊
と
い
う
資
本
主
義
的
な
発
展
法
則
で
あ
る
。
都
市
化
を
資

本
主
義
的
生
産
様
式
と
関
連
の
な
い
独
立
の
現
象
と
し
て
と
ら
え
て
は
、
巨
大
都
市
に
お
け
る
極
限
に
ま
で
尖
鋭
化
し
た
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア

社
会
の
諸
矛
盾
の
本
質
と
犯
罪
と
の
関
係
を
正
し
く
把
握
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
四
　
新
聞
雑
誌
、
映
画
、
テ
レ
ビ
の
犯
罪
へ
の
影
響
　
こ
れ
ら
要
因
の
総
体
を
ク
ラ
イ
ナ
ー
ド
は
『
第
二
次
的
社
会
』
に
よ
る
影
響
と

し
で
論
慰
（
器
野
馳
。
羅
麟
①
露
羅
鵠
駿
鴫
肇
師
卵
記
難
鋒
駒
難
倭
訓
蘇
鋸
）
。
こ
の
う
ち
葦
層
へ
の

影
響
と
し
て
問
題
と
な
る
の
が
娯
楽
雑
誌
で
あ
る
。
自
己
の
目
的
を
達
す
る
た
め
に
は
ど
ん
な
犯
罪
を
も
辞
さ
な
い
『
超
人
』
の
冒
険
を
記

述
し
た
絵
入
り
本
で
、
テ
ロ
㍉
エ
ロ
、
犯
罪
、
残
虚
、
私
戦
、
サ
ヂ
ス
ト
的
殺
人
の
喝
き
、
ゆ
が
ゆ
ら
れ
た
色
情
を
宣
伝
す
る
。
あ
る
資
料
に
よ
れ

ば
毎
年
一
一
七
点
六
億
部
が
売
ら
れ
て
い
る
と
い
う
。
八
才
か
ら
十
三
才
ま
で
の
少
年
の
う
ち
十
人
中
九
人
ま
で
が
娯
楽
雑
誌
の
愛
読
者

で
あ
る
（
「
イ
ズ
ベ
ス
チ
ヤ
」
紙
、
一
九
六
二
年
四
月
一
三
日
号
）
。
良
識
あ
る
紅
雨
か
ら
の
抗
議
、
そ
れ
を
支
持
す
る
多
く
の
刑
事
学
者
が
あ
る
の
に
、
一
部
に
は
娯

楽
雑
誌
を
防
衛
す
る
学
者
が
あ
る
。
例
え
ば
、
デ
ィ
ビ
。
ド
・
ア
ご
フ
ハ
ム
セ
ン
は
娯
楽
讐
は
犯
罪
を
み
ち
び
か
な
い
L
へ
翠
巌
㌦
擁

鼠
舞
飴
。
9
暖
践
郵
誰
鴇
眺
甑
①
卜
．
）
と
い
い
、
ジ
ョ
ン
・
カ
バ
ナ
は
「
何
人
も
娯
楽
雑
誌
が
何
か
あ
る
範
囲
に
お
い
て
有
害
で
あ
る
こ
と

を
羅
的
に
証
明
は
し
な
か
っ
た
」
（
匂
O
げ
”
閑
・
O
鋤
く
旨
旨
魯
ぴ
q
げ
噸
↓
ず
O
O
O
ヨ
一
〇
の
ミ
⇔
5
《
『
O
ロ
『
昌
帥
一
〇
h
O
コ
臼
一
昌
9
一
ピ
9
Ω
芝
》
一
⑩
心
9
〈
o
ド
膳
9
2
0
●
ご
剛
・
ω
心
）
と
し
、
親
の
指
導
よ
ろ
し
き
を
得
れ
ば
教

育
の
有
効
な
道
具
と
な
る
と
さ
え
主
張
す
る
。
グ
リ
ュ
ッ
ク
夫
妻
は
映
画
と
少
年
非
行
の
関
係
を
追
及
し
、
　
「
映
画
を
み
に
ゆ
く
回
数
が
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考へ
‘1岡

ニハヒ

説

非
常
に
多
い
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
非
行
少
年
は
よ
り
強
い
娯
楽
欲
を
も
っ
て
い
る
こ
と
を
立
証
し
て
い
る
。
彼
ら
の
殆
ん
ど
半
分
（
四

四
、
九
％
）
が
極
め
て
頻
繁
に
映
画
見
に
い
っ
て
い
る
　
（
一
週
間
に
三
回
以
上
）
。
　
遵
法
少
年
に
は
十
一
％
の
み
そ
の
よ
う
な
強
い
頻

度
を
も
暑
を
か
ぞ
え
う
る
に
す
ぎ
な
い
し
（
貿
』
開
①
鋸
盤
翼
藁
．
。
｝
肇
。
一
）
と
。

　
一
般
的
に
娯
楽
雑
誌
・
映
画
・
テ
レ
ビ
等
々
の
犯
罪
へ
の
影
響
に
つ
い
て
ア
メ
リ
カ
刑
事
学
の
と
り
あ
げ
方
は
極
め
て
技
術
的
で
あ
る

点
で
特
徴
が
あ
る
。
例
え
ば
、
オ
ル
ロ
フ
と
フ
ラ
ン
シ
ス
は
こ
の
影
響
の
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
ス
を
研
究
す
る
と
し
て
、
こ
の
影
響
を
個
別
的
、

グ
ル
ー
プ
的
、
一
時
的
、
永
久
的
等
々
の
八
つ
の
類
型
に
区
分
し
て
、
結
局
は
、
犯
罪
へ
の
影
響
は
極
め
て
不
確
か
で
あ
っ
て
、
影
響
あ

り
と
す
る
の
は
思
弁
の
域
に
と
ど
ま
る
と
い
う
（
］
9
鋤
く
一
創
ζ
．
O
H
一
〇
≦
9
ρ
P
畠
》
一
げ
①
【
け
岡
『
9
旨
O
凶
Q
o
℃
り
自
四
ω
ω
O
O
ヨ
ヨ
q
5
－
8
9
鉱
。
昌
9
0
質
α
O
ユ
ヨ
。
《
ω
0
9
9
0
0
q
団
o
h
O
ユ
ヨ
①
》
・
一
⑩
0
一
”
℃
・
一
㎝
一
）
．

　
こ
れ
ら
『
第
二
次
的
』
要
因
は
資
本
主
義
体
制
と
い
う
主
要
な
犯
罪
原
因
の
結
果
に
す
ぎ
な
い
。
こ
れ
ら
諸
要
因
の
影
響
が
社
会
的
政

治
的
条
件
の
全
総
体
か
ら
切
離
さ
れ
、
　
『
第
二
次
的
影
響
㎞
と
い
う
概
念
で
も
っ
て
、
犯
罪
を
生
み
出
す
根
本
的
な
社
会
的
矛
盾
が
か
く

さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。

　
五
　
　
『
集
団
』
の
概
念
と
そ
れ
に
関
連
し
た
犯
罪
原
因
　
約
二
十
年
輩
前
か
ら
社
会
学
の
影
響
の
も
と
に
犯
罪
者
を
個
入
と
し
て
の
人

格
か
ら
で
は
な
く
、
彼
の
属
し
て
い
る
あ
れ
こ
れ
の
集
団
の
プ
リ
ズ
ム
を
通
し
て
考
察
し
よ
う
と
す
る
方
法
が
益
々
強
く
な
っ
て
い
る
。

社
会
心
理
学
の
教
授
ウ
オ
ル
タ
ー
ル
・
ク
ー
チ
ュ
は
い
う
、
　
「
個
入
の
態
度
は
彼
が
最
も
密
接
に
連
ら
な
っ
て
い
る
集
団
に
よ
っ
て
決
定

さ
れ
る
」
（
毛
二
一
仲
①
円
　
O
O
q
酔
タ
　
臼
置
①
　
O
ユ
日
一
昌
p
ρ
一
　
℃
Φ
【
ω
O
旨
①
一
詳
鴇
《
O
ユ
ヨ
一
め
9
0
箱
ざ
↓
ず
①
切
O
O
閃
o
h
国
⑦
鋤
α
帥
昌
σ
q
q
o
》
℃
ひ
ω
）
と
。
タ
ζ
ン
バ
ゥ
ム
、
コ
主
ン
高
じ
こ
と
を
主
張
す
る
（
鯛
”

○→
雷
ﾑ
類
鋸
解
蟄
㎏
試
竃
明
需
。
。
爺
羅
口
巽
Φ
蠣
ボ
認
騨
い
諒
．
け
国
．
）
。

　
こ
の
研
究
方
法
は
犯
人
の
最
も
近
い
環
境
を
問
題
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
現
実
の
真
の
犯
罪
原
因
の
研
究
に
向
う
よ
う
に
見
え
る
け
れ

ど
も
、
し
か
し
、
実
際
は
階
級
と
い
う
概
念
を
、
そ
の
社
会
的
内
容
を
あ
い
ま
い
に
さ
れ
た
『
集
団
』
と
い
う
概
念
に
お
き
か
え
る
こ
と

に
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
で
は
犯
罪
問
題
の
真
実
の
解
決
は
期
待
で
き
な
い
。
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ソビエト刑事学の一一側面（井1・）

　
　
　
④
　
犯
罪
要
因
と
し
て
の
家
庭
　
連
邦
調
査
局
局
長
エ
ド
ガ
ー
・
フ
ー
バ
ー
は
少
年
犯
罪
増
大
は
何
よ
り
も
余
り
に
も
多
く
の
親

が
自
ら
の
義
務
を
逐
行
ず
る
こ
と
に
鈍
で
あ
り
無
能
で
あ
る
こ
と
に
よ
る
と
い
う
（
《
d
．
ω
●
2
⑦
類
。
ゆ
餌
口
q
ぐ
唱
O
『
置
国
①
℃
O
コ
◎
o
》
0
9
・
伊
δ
㎝
9
や
①
①
）
。
こ
う
い
う
国
家
機
関

の
主
張
を
理
論
的
に
基
礎
づ
け
て
グ
リ
ュ
ッ
ク
夫
妻
は
「
正
に
家
族
関
係
の
中
に
吾
々
は
少
年
非
行
の
も
っ
と
も
重
要
な
衡
撃
力
を
み

た
」
（
団
5
⇔
ρ
o
門
弓
．
O
一
β
o
o
界
”
ω
台
9
Ω
け
鐸
ω
o
断
（
置
虞
O
o
貯
℃
機
。
減
甲
。
二
〇
類
臼
，
①
ぴ
げ
o
o
植
《
頬
。
ロ
増
昌
鋤
一
〇
｛
〇
ニ
ヨ
一
昌
箪
い
”
毛
》
一
㊤
α
9
〈
o
い
心
ゴ
昌
。
も
℃
・
卜
O
Q
Q
）
と
い
い
、
・
ウ
セ
ェ
姦
授
も
「
少
年
犯
罪
の
主
要
な
原
因
が

家
庭
の
不
安
定
に
あ
る
と
い
う
（
鶴
郵
書
曲
見
。
聾
Φ
確
擁
。
犠
6
野
鶴
飴
．
）
。
モ
リ
ス
教
授
は
「
霧
の
楚
が
人
間
の
慶

を
決
定
す
る
も
っ
と
も
強
力
董
因
で
あ
る
」
（
〉
一
げ
①
円
什
　
7
一
（
ワ
目
『
一
ω
℃
　
（
）
Q
旨
P
l
b
P
摂
ご
ロ
一
H
鴇
℃
　
一
㊤
㎝
ω
”
　
M
》
・
卜
○
○
◎
）
と
し
、
グ
リ
ュ
・
ク
夫
妻
は
そ
の
調
査
に
も
と
ず
い
て
「
非
行

少
年
の
両
親
は
、
異
な
身
体
的
欠
陥
、
知
能
の
お
く
れ
、
情
薩
害
、
飲
酒
、
前
科
の
重
荷
を
背
お
．
て
い
る
」
（
器
。
轟
髄
鋸

肉
α
『
）
と
し
、
ま
た
、
「
精
神
病
豪
庭
に
非
行
少
年
が
多
い
こ
と
を
指
摘
す
る
（
鐸
8
9
三
無
寵
瀦
亀
ら
）
。
ま
た
、
グ
リ
ュ
・
ク
夫

妻
は
非
行
少
年
の
家
族
の
経
済
条
件
、
未
熟
練
労
働
に
よ
る
低
所
得
、
失
業
、
・
母
親
の
就
労
な
ど
を
＝
応
指
摘
し
な
が
ら
、
こ
れ
を
親
の

身
体
的
心
理
的
欠
陥
と
同
視
し
て
暴
行
の
響
な
割
合
が
生
物
学
的
・
社
会
学
的
に
『
不
簾
な
家
庭
』
か
ら
生
れ
る
」
（
呪
考
。
．

留
露
？
）
と
い
う
。
現
実
の
「
崩
壊
家
獲
及
び
精
神
的
な
意
味
で
の
山
脚
裟
庭
の
少
年
犯
罪
と
の
関
連
は
磐
多
く
研
究
さ
れ
た
テ
↓

で
あ
・
た
（
駿
馳
融
．
墾
竈
．
鯉
。
審
駈
舞
狸
雛
龍
養
訴
融
撃
9
ガ
卿
難
艶
、
窮
贈
き
凹
ケ
輩
昨
ω
謬
箋
螂

。日�
?
翫
謡
。
。
悩
露
鹸
恥
づ
q
）
。

　
更
に
、
研
究
は
ミ
ク
ロ
化
さ
れ
、
或
は
出
生
順
、
兄
弟
の
数
、
男
女
別
の
数
と
の
関
連
、
長
男
か
末
子
か
な
ど
が
犯
罪
と
無
理
に
結
び

つ
け
ら
れ
る
（
躍
露
獣
切
雛
勢
．
艶
露
贈
嘉
⑩
）
。
こ
れ
ら
の
研
究
は
後
述
の
フ
耳
ド
性
心
翠
説
と
結
び
つ
い
て
入
間
生
活
の
幼
児

期
に
よ
る
決
定
的
影
響
の
立
場
へ
と
連
ら
な
っ
て
ゆ
く
。

　
し
か
し
、
ペ
ー
タ
ー
ソ
ン
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
「
家
庭
が
性
格
の
形
成
に
、
有
意
義
な
遵
法
市
民
の
育
成
に
極
め
て
重
要
な
意
味
を
も

つ
こ
と
は
誰
も
否
定
で
き
な
い
。
し
か
し
、
家
庭
の
影
響
に
か
か
わ
ら
ず
、
重
大
な
社
会
的
政
治
影
響
が
少
年
に
作
用
し
て
い
る
こ
と
を
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へ
罐

無
視
す
る
こ
と
、
　
そ
し
て
、
　
親
だ
け
が
そ
の
子
の
犯
罪
行
動
に
と
っ
て
責
任
が
あ
る
よ
う
に
主
．
溶
す
る
こ
と
は
全
く
ナ
ン
セ
ン
ス
で
あ

・
。
」
（
＜
凶
円
o
q
凶
一
を
．
℃
O
什
①
触
ω
O
昌
脚
閃
鋤
O
け
ω
節
コ
島
凋
国
P
O
一
①
の
一
嵩
○
噌
出
口
O
℃
h
O
〈
⑦
昌
江
O
⇔
℃
《
匂
。
ロ
『
類
9
一
〇
囲
O
憎
O
§
一
5
①
一
い
曽
≦
》
一
①
腿
Q
Q
層
く
O
一
．
ω
G
◎
”
2
9
伊
℃
き
O
Q
Q
）
と
。
彼
は
後
述
の
罪
行
嚢
」
の
理
論
の
立
場
に
た
．

げし

ｭ
年
非
行
を
蟹
う
と
す
る
点
で
問
題
が
あ
る
が
、
豪
庭
」
論
者
の
批
判
と
し
て
は
全
く
正
鵠
を
射
た
も
の
で
あ
る
（
論
犯
謎
，
。
ψ

窮
羅
裟
、
凛
。
r
）
。
実
際
豪
庭
L
論
者
の
葉
的
欠
陥
は
、
家
庭
が
社
会
関
係
の
あ
ら
ゆ
る
藻
か
ら
切
離
さ
れ
て
い
き
と
、

家
庭
が
社
会
有
機
体
の
独
自
の
「
自
己
規
制
的
」
統
一
体
と
し
て
考
祭
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
か
く
て
、
搾
取
者
的
社
会
構
造
か

ら
発
生
す
る
犯
罪
の
責
任
が
家
庭
に
負
わ
せ
ら
れ
、
犯
罪
根
絶
の
草
刈
　
　
と
く
に
少
年
非
行
の
根
絶
の
間
題
が
あ
た
か
も
家
庭
関
係
の

改
．
艮
の
閥
題
で
あ
る
か
の
よ
う
に
す
り
か
え
ら
れ
て
し
ま
う
。

　　

@
㊥
星
態
学
的
』
構
成
バ
↓
、
ス
と
づ
ク
に
よ
．
て
説
か
れ
た
天
間
生
輩
L
（
蜘
輪
蔵
、
墾
雛
難
器
．
鐸

鋸
盛
言
置
く
。
．
）
は
刑
事
学
の
分
野
に
も
現
れ
た
。
入
興
と
彼
を
と
り
ま
く
環
境
と
の
関
係
は
生
物
学
に
よ
そ
研
究
さ
れ
る
動
植

物
界
の
合
法
則
性
に
従
う
も
の
で
は
な
い
。
人
閲
の
態
度
を
「
有
機
界
の
一
般
的
合
法
則
性
」
に
よ
っ
て
と
ら
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
生

態
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
ダ
ー
ウ
ィ
ン
の
学
説
を
社
会
的
平
面
に
移
し
て
俗
流
化
す
る
。
か
く
て
入
間
の
生
活
に
お
け
る
階
級
関
係
の
決

定
的
役
割
を
無
視
す
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
こ
の
立
場
は
多
く
の
支
持
者
を
見
出
し
た
。

　
こ
の
立
場
に
基
く
刑
事
学
的
研
究
は
シ
ョ
ウ
ー
ー
マ
ッ
ヶ
イ
の
シ
カ
ゴ
の
少
年
非
行
の
研
究
で
あ
る
。
彼
ら
は
犯
罪
率
の
特
に
高
い
比
率

を
も
つ
こ
と
で
他
の
地
域
か
ら
区
別
さ
れ
る
都
市
の
な
か
の
あ
る
特
定
の
地
区
を
「
非
行
地
域
」
　
（
像
Φ
一
条
ρ
信
Φ
口
。
気
碧
①
鋤
ω
）
　
と
よ
ん
だ

（
O
一
凶
h
h
O
門
畠
ω
ゴ
O
≦
①
昌
q
国
Φ
⇔
居
鴇
一
）
6
蜜
O
詫
鋤
鴇
”
ω
O
o
帥
9
一
男
餌
O
貯
O
『
ψ
凶
コ
H
蔭
く
㊦
口
＝
①
U
①
一
一
昌
ρ
鐸
①
昌
O
団
”
カ
Φ
O
O
樽
梓
O
P
け
ず
①
0
9
露
ω
O
ω
O
剛
O
ユ
R
阿
O
・
2
拶
鉱
O
謬
餌
一
〇
〇
§
帥
ω
ω
帥
O
o
O
昌
い
O
≦
○
げ
ω
Φ
円
く
9
Ω
謬
O
①
鋤
⇔
自
閏
昌
h
O
噌
O
Φ
ヨ
①
謬
け
一
Φ
ω
ご
　
く
O
一
．
］
．
ご
　
昌
O
。
一
ω
・
）
．
「
各
螢
巾
は
非
行

者
の
割
合
の
高
い
地
域
と
、
　
自
ら
の
地
域
を
も
っ
て
い
る
。
　
又
こ
の
割
合
が
最
初
の
二
つ
の
範
疇
の
両
極
の
闇
に
ゆ
れ
て
い
る
地
域

も
あ
る
。
　
高
い
非
行
率
を
も
つ
地
域
は
同
時
に
自
殺
、
　
嬰
児
殺
、
　
貧
困
、
　
劣
悪
な
生
活
条
件
の
高
い
比
率
を
も
つ
地
域
で
あ
る
」

（7鴛
]
m
ざ
日
ゴ
①
宏
①
凶
α
q
ず
σ
O
械
ず
O
O
臼
潜
昌
島
O
ず
購
q
O
o
疑
像
ロ
9
》
《
〉
昌
5
巴
ω
O
h
齢
ず
Φ
》
ヨ
㊦
ユ
。
餌
昌
》
O
拶
“
O
ヨ
団
O
h
℃
o
＝
轡
汀
餌
一
ω
o
島
巴
ω
O
δ
謬
。
Φ
》
一
Φ
幽
9
く
9
’
b
O
①
ド
℃
・
ω
膳
）
と
。
こ
れ
ら
非
行
地
域
の
形
態
の
分
析
も
進
め
ら
れ
た

33　（3一一6・282，）　562



ソビエト刑事学の一一側面（井」二）

（Oy
ユ
。
ω
国
・
国
言
ゆ
q
”
O
o
ヨ
ヨ
§
一
身
悶
9
。
g
o
諺
ぎ
言
く
〇
三
δ
U
。
嵩
づ
・
信
窪
。
ざ
《
Q
。
。
。
芭
寄
の
8
h
。
ゴ
》
お
書
く
9
ω
Φ
ヨ
。
●
ご
℃
℃
●
一
⑩
・
N
o
）
。
し
か
も
非
行
地
域
の
特
徴
は
そ
の
性
禁
長
期
間
に
わ
た
ぞ
高

い
非
行
率
を
維
持
し
続
け
て
い
る
こ
と
と
そ
の
地
域
の
住
民
構
成
が
著
し
く
変
化
し
て
も
高
比
率
そ
の
も
の
は
維
持
さ
れ
て
い
る
と
い
う

点
で
あ
る
（
閃
『
低
口
皆
一
一
昌
　
　
司
『
9
の
N
一
①
『
層
　
己
［
，
げ
Φ
ヴ
飼
O
ひ
q
門
O
　
国
曽
5
P
一
一
鴇
》
　
一
⑩
蒔
◎
◎
》
　
喝
・
N
①
○
◎
）
。

　
な
る
ほ
ど
非
行
地
域
の
現
象
的
な
運
動
は
指
摘
の
通
り
で
あ
ろ
。
し
か
し
、
そ
れ
は
生
態
学
的
に
犯
罪
が
運
動
す
る
こ
と
の
証
拠
で
は

な
く
、
こ
れ
ら
地
域
の
も
つ
社
会
的
規
定
性
、
つ
ま
り
、
ど
う
に
も
な
ら
ぬ
状
態
、
失
業
、
移
民
、
農
村
か
ら
の
出
稼
ぎ
人
、
　
「
僥
倖
」

を
求
め
て
集
ま
っ
て
く
る
者
等
々
が
そ
こ
に
住
み
つ
く
こ
と
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
る
。

　
生
態
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
に
も
う
一
つ
「
近
隣
」
の
理
論
2
Φ
お
ず
げ
。
昏
o
o
忌
日
冨
。
昌
が
あ
る
。
ス
ポ
ー
ツ
遊
戯
場
・
ク
ラ
ブ
・
娼
家
な
ど

の
少
年
非
行
と
の
関
係
を
み
る
と
き
、
学
校
の
影
響
は
少
年
の
態
度
を
決
定
す
る
「
近
墜
の
影
響
に
負
け
る
（
解
。
響
路
誰
題
u

羅
）
。
近
隣
に
遊
び
場
所
が
あ
る
少
年
と
そ
う
い
う
施
設
に
壁
心
ま
れ
て
い
な
い
少
年
に
つ
き
オ
マ
傷
痕
の
少
年
非
行
を
分
析
し
た
ー

マ
ス
・
シ
、
－
レ
ン
ギ
は
、
非
行
者
の
九
割
強
が
後
者
で
あ
．
た
と
い
う
（
善
果
、
蚤
聖
難
論
．
｛
鞭
距
託
韻
書
爺
雑
融

ゆ
罪
戦
銀
紳
馳
鋸
羅
ω
聲
雛
ヨ
陣
昌
潜
一
）
。

　
子
供
の
規
律
正
し
い
休
息
、
遊
び
場
の
組
織
化
、
ク
ラ
ブ
の
建
設
は
育
ち
盛
り
の
子
供
の
教
育
に
大
き
な
意
味
を
も
つ
が
、
し
か
し
こ

れ
ら
の
手
段
だ
け
に
よ
っ
て
は
決
し
て
犯
罪
の
問
題
を
解
決
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
　
「
近
隣
」
に
つ
い
て
も
そ
れ
じ
た
い
が
資
本
主
義

的
社
会
関
係
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
生
物
1
1
心
理
学
派
の
学
者
は
非
行
地
域
の
住
民
の
生
物
学
的
欠
陥
や
人
格
的
欠

陥
に
基
く
不
適
応
に
よ
っ
て
そ
の
高
等
率
を
説
明
す
べ
き
だ
と
批
判
し
、
　
他
の
社
会
学
派
の
学
者
は
非
行
地
域
の
全
住
民
が
犯
罪
者
に

な
る
訳
で
な
い
と
い
う
こ
と
を
理
由
に
非
行
農
じ
た
い
が
犯
罪
者
を
生
む
と
い
う
婁
醐
を
批
判
葛
（
鯉
古
塁
バ
継
齢
．
鋸
郎
．
壁

篶
鞭
⑩
①
じ
。

　
し
か
し
、
　
生
態
学
派
の
真
の
弱
点
は
犯
罪
の
階
級
的
社
会
的
本
質
を
無
視
し
て
い
る
こ
と
、
こ
の
基
本
的
な
一
般
的
運
動
法
則
か
ら
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冒
兄

論

『
非
行
地
域
』
『
近
隣
』
と
い
う
個
別
的
部
分
的
法
則
性
を
無
理
に
も
ぎ
と
っ
て
、
部
分
の
現
実
の
役
割
を
ゆ
が
め
て
い
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。

　
　
　
◎
　
『
社
会
解
体
』
と
『
文
化
』
の
観
点
か
ら
の
犯
罪
原
因
論
　
　
「
少
年
非
行
と
犯
罪
の
問
題
は
社
会
解
体
と
い
う
崩
壊
過
程
の
直
接

の
産
物
で
あ
る
」
と
い
う
の
は
マ
ル
チ
ン
シ
イ
マ
イ
下
教
授
で
あ
る
（
悪
難
畢
羅
鋸
戚
駈
％
．
言
意
。
こ
の
過
程
の
本

質
は
次
の
点
に
あ
る
。
社
会
の
物
質
文
化
に
は
変
化
が
絶
え
間
な
く
進
ん
で
い
る
。
よ
り
新
し
い
よ
り
早
い
交
通
手
段
が
生
れ
都
市
化
が

強
め
ら
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
他
方
、
風
俗
習
慣
は
変
化
し
な
い
で
残
り
続
け
た
り
或
は
緩
慢
に
し
か
変
化
し
な
い
。
そ
の
結
果
い
ろ
い

ろ
の
衝
突
が
起
る
。
こ
れ
が
社
会
不
安
、
社
会
解
体
に
導
く
。
　
「
社
会
解
体
の
過
程
で
も
っ
と
も
一
般
的
で
最
も
重
要
な
要
素
は
モ
ビ
リ

テ
ィ
で
あ
る
」
と
サ
ギ
ラ
ン
ド
は
い
う
（
ω
三
冨
ユ
魯
富
津
貯
。
ぢ
M
Φ
ω
o
h
O
ユ
ヨ
ぎ
。
δ
o
⇔
ざ
℃
●
ミ
）
。
ホ
ー
－
訂
レ
テ
な
い
う
、
震
村
の
田
園
社
会
ゆ
り
都

市
の
素
社
会
へ
の
移
行
は
吾
々
の
精
神
的
価
値
叢
命
の
な
か
に
お
き
、
社
会
統
制
の
伝
統
的
難
を
解
体
す
る
の
で
あ
る
L
（
咄
酪
噌

羅
寸
心
融
毘
。
蝿
忠
。
更
に
、
解
体
の
愚
な
叢
は
社
奎
活
の
蕪
人
称
性
」
で
あ
る
。
タ
｛
は
い
う
、
ヲ
メ
ヅ
カ
の

社
会
に
お
い
て
は
社
会
の
相
互
関
係
は
益
々
無
人
称
的
な
も
の
と
な
り
、
第
｛
次
的
家
族
近
隣
関
係
や
自
由
で
小
規
模
の
職
場
で
の
集
団

関
係
が
益
々
お
と
う
愛
し
ゆ
く
L
（
（
い
H
一
ヨ
一
昌
O
一
〇
α
q
望
》
℃
眞
O
）
。
こ
の
社
会
解
体
が
寺
入
の
解
体
を
導
く
。
「
あ
ら
ゆ
．
⇔
側
面
を
捕
捉
し
て
進
む
社
会

解
体
は
成
員
の
聞
に
心
理
的
不
安
定
を
生
み
強
力
な
経
済
的
破
綻
に
苦
し
む
。
こ
れ
ら
の
多
く
の
人
は
社
会
的
に
許
容
さ
れ
た
形
式
で
社

会
に
悪
し
て
ゆ
く
こ
と
が
で
き
な
い
」
（
即
題
旨
寧
霞
拳
鋸
難
競
擁
彿
讐
婁
器
鐙
轟
。
〕
．

　
こ
の
立
場
の
欠
陥
は
、
こ
の
社
会
解
体
が
資
本
主
義
的
生
産
関
係
の
奇
型
性
の
帰
結
で
あ
る
こ
と
、
階
級
対
立
の
尖
鋭
化
、
富
の
か
た

よ
り
、
赤
貧
等
々
を
無
視
し
て
、
た
だ
最
近
五
十
年
聞
の
ア
メ
リ
カ
都
市
生
活
に
お
け
る
純
粋
に
外
面
的
な
変
化
　
　
技
術
の
発
達
か
ら

の
精
神
文
化
の
た
ち
お
く
れ
　
　
と
し
て
の
み
そ
れ
を
理
解
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。

　
「
社
会
解
体
」
論
の
変
極
と
し
て
、
　
今
一
つ
ア
メ
リ
カ
社
会
の
性
格
じ
た
い
か
ら
犯
罪
が
生
れ
る
と
す
る
立
場
が
あ
る
。
　
「
ア
メ
リ

カ
社
会
の
巨
大
な
規
模
と
複
雑
さ
、
機
械
、
大
量
生
産
、
ド
ル
追
及
、
　
敏
速
な
社
会
的
可
動
性
、
　
社
会
的
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
弛
緩
」
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ソビエト刑事学の一側面（井．．D

（
盤
錦
茸
舗
．
躯
。
論
駿
賄
．
緊
癖
）
ヲ
メ
リ
カ
ブ
ル
ジ
。
ア
ジ
あ
倫
理
漿
盤
、
ド
藁
拝
、
貧
欲
な
利
潤
追
及
」

（→
N
計
9
ぎ
ぎ
ε
o
o
q
ざ
℃
M
》
．
ω
¢
”
N
ω
㎝
・
N
ω
①
）
晟
功
の
た
め
の
斗
い
に
お
け
る
競
争
を
特
攣
つ
け
て
い
る
わ
が
文
化
の
柴
的
な
精
神
的
価
値
は
犯
罪
の
高
い

水
馨
糞
壷
的
萎
み
出
す
L
（
口
。
二
〇
瓢
き
q
い
。
巴
β
↓
冨
ω
0
9
0
・
δ
σ
q
団
。
（
ω
0
9
9
津
〇
三
。
ヨ
ω
層
℃
．
旨
ω
）
ヲ
メ
リ
カ
社
会
の
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
性
、
書
証
、
唯
物
主
義
、

無
人
称
性
、
政
治
的
民
主
嚢
、
個
人
霧
、
立
身
出
世
主
義
、
群
集
心
理
、
フ
・
ン
テ
ィ
や
あ
生
活
伝
統
の
馨
」
（
↓
飴
h
計
一
畠
①
ヨ
脚
男
ω
ω
刈
）
。

こ
れ
ら
の
学
者
は
、
ア
メ
リ
カ
的
生
活
様
式
、
独
占
資
本
の
堕
落
し
た
倫
理
な
ど
へ
批
判
の
目
を
む
け
て
い
て
一
見
ラ
デ
ィ
カ
ル
に
見
え

る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
特
徴
を
も
っ
た
社
会
構
造
の
特
質
の
背
後
に
、
人
間
“
階
級
対
立
が
あ
る
こ
と
が
忘
れ
ら
れ
て
お
り
、
ア
メ
リ

カ
文
化
に
お
け
る
若
干
の
不
健
康
な
現
象
を
遠
ざ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
充
分
に
犯
罪
を
根
絶
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
の
よ
う
な
幻
想
を
抱

い
て
い
る
。

「
社
会
解
体
」
の
理
論
、
犯
罪
に
つ
い
て
の
「
文
化
」
理
論
と
密
接
に
関
連
し
て
い
る
の
が
「
文
化
葛
藤
…
」
の
理
論
で
あ
る
。
あ
る
入
の

属
し
て
い
る
文
化
規
範
が
他
の
集
団
の
社
会
規
範
と
衝
突
す
る
と
き
犯
罪
が
生
れ
る
。
　
「
衝
突
の
状
況
は
社
会
構
造
に
よ
っ
て
変
る
。
階

級
、
階
層
、
人
種
、
そ
の
他
種
々
の
社
会
集
団
が
ふ
く
ま
れ
て
い
る
か
ど
う
か
。
こ
う
い
う
衝
突
の
場
面
が
社
会
に
多
け
れ
ば
多
い
程
犯

罪
水
準
は
高
い
」
（
館
竈
Φ
型
翫
競
雛
一
論
①
羅
．
酔
鎚
詣
羅
窮
爺
鴫
9
9
雛
器
選
。

　
こ
の
理
論
は
資
本
主
義
社
会
の
衝
突
の
経
済
的
階
級
的
内
容
を
考
察
せ
ず
そ
れ
を
文
化
規
範
の
領
域
で
の
現
れ
と
し
て
の
み
把
握
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
経
済
関
係
が
社
会
生
活
に
決
定
的
役
割
を
演
じ
て
い
る
こ
と
を
認
め
な
い
。
そ
の
点
で
さ
き
の
諸
理
論
と
同
じ
弱
点
を

も
っ
て
い
る
。

　
　
　
㊥
　
『
分
化
的
接
触
』
の
理
論
　
周
知
の
よ
う
に
サ
ザ
ー
ラ
ン
ド
に
よ
っ
て
基
礎
づ
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
一
定
の
行
動
の
人
聞

に
よ
る
選
択
は
、
　
そ
れ
が
犯
罪
で
あ
れ
非
犯
罪
で
あ
れ
、
　
彼
を
も
っ
と
も
近
く
に
と
り
巻
い
て
い
る
仲
間
の
性
格
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ

る
。
も
し
こ
の
仲
間
の
な
か
に
犯
、
罪
的
要
素
（
習
俗
、
確
信
、
習
慣
な
ど
）
が
優
勢
で
あ
る
と
き
は
人
は
そ
れ
を
「
学
習
」
し
、
犯
罪
者
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祝

と
な
る
。
そ
し
て
そ
こ
に
非
犯
罪
的
要
素
が
優
勢
で
あ
れ
ば
人
は
遵
法
市
民
と
な
る
。
個
人
の
犯
罪
・
非
犯
罪
は
、
周
囲
が
ち
が
う
こ
と

接
触
が
こ
と
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
か
わ
っ
て
く
る
（
『
分
化
的
接
触
』
）
。
犯
罪
の
生
物
学
的
理
論
の
諸
派
を
拒
否
し
て
、
サ
ザ
ー
ラ
ソ
ド

は
い
う
、
犯
罪
行
動
は
親
や
祖
先
か
ら
伝
承
さ
れ
る
も
の
で
な
く
、
挙
習
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
学
習
は
他
の
個
人
や
集
団
と
の
接

触
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
。
重
要
な
役
割
を
演
ず
る
の
は
、
も
っ
と
も
親
し
い
人
的
グ
ル
ー
プ
で
あ
る
。
彼
は
い
わ
ゆ
る
第
二
次
社
会
の
影

響
力
を
否
定
す
る
と
同
時
に
全
社
会
、
社
会
的
政
治
的
構
造
の
影
響
も
こ
の
小
さ
な
入
的
集
団
の
影
響
に
限
定
し
て
し
ま
う
。
サ
ザ
ー
ラ

ソ
ド
の
理
論
は
ア
メ
リ
カ
刑
事
叢
一
・
同
の
成
果
で
あ
る
（
輩
鋤
躰
ω
奥
意
8
2
聾
踊
．
盤
。
．
講
卒
㎡
器
馨
。
難
》
．
ず
轟
賦
㏄
黎

馨
が
、
そ
の
理
払
㈱
構
成
に
は
タ
ル
ド
の
『
模
倣
』
の
足
払
醐
の
強
い
影
面
．
が
う
㌘
蔓
。
（
襲
．
％
…
警
襲
↑
毒
、
強

　
サ
ザ
ー
ラ
ン
ド
の
理
論
が
生
物
学
的
流
派
の
主
張
に
た
ち
向
っ
て
い
る
と
き
極
め
て
正
し
い
。
し
か
し
彼
は
社
会
的
環
境
を
極
め
て
狭

く
理
解
す
る
。
更
に
、
彼
の
理
論
は
社
会
に
ど
う
し
て
犯
罪
が
生
れ
る
か
と
い
う
こ
と
に
は
答
え
な
い
で
、
た
だ
個
々
の
入
が
犯
罪
者
と

な
る
過
程
を
説
い
て
い
る
点
に
問
題
が
あ
る
。
し
か
も
決
定
的
と
さ
れ
て
い
る
「
最
も
親
し
い
人
的
集
団
」
じ
し
ん
が
ブ
ル
ジ
ョ
ア
体
制

の
構
造
と
矛
盾
と
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
無
視
さ
れ
て
い
る
。

　
六
　
犯
罪
者
の
階
級
所
属
と
財
産
状
態
　
ア
メ
リ
カ
刑
事
学
が
細
々
の
経
済
状
態
の
役
割
、
犯
罪
に
お
け
る
社
会
階
級
の
役
割
の
問
題

に
ど
の
よ
う
に
答
え
て
い
る
か
。
ま
ず
、
ア
メ
リ
カ
社
会
憲
『
所
得
悪
言
に
よ
っ
て
中
蔭
級
が
生
れ
た
と
い
う
（
脇
犠
勘
講

羨
論
矯
謹
藷
羅
骨
壷
踊
購
馬
脚
ア
）
。
こ
の
崖
階
級
こ
そ
最
も
犯
罪
的
で
な
く
、
「
高
い
慧
し
と
纏
、
遵
籍

神
の
担
い
手
で
あ
る
と
し
て
い
る
の
は
レ
・
ク
茎
教
授
で
あ
る
へ
盟
鮨
蠣
㍉
蹄
』
．
頭
簑
）
．
し
か
し
中
流
階
級
が
没
落
し
た
時
も

果
し
て
犯
罪
へ
の
途
に
お
い
て
他
階
級
と
異
っ
た
位
躍
に
あ
る
と
は
い
え
な
い
ば
か
り
で
な
く
、
中
流
階
級
の
子
弟
の
な
か
か
ら
極
右
集

団
へ
の
参
加
者
が
出
て
い
る
こ
と
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
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ソビエト刑事学の…・測面（井上）

伝
統
的
刑
法
犯
（
窃
盗
・
強
盗
殺
人
・
馨
）
の
奮
分
は
低
所
得
驚
、
失
業
者
に
よ
．
て
実
行
さ
れ
る
と
い
う
へ
増
熱
聾
羅
，
。
一
）
。

非
行
少
年
の
親
に
つ
い
て
も
同
じ
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
（
贈
確
諸
書
馨
動
静
、
。
黒
前
野
電
磁
紺
碧
。
聾
繍
舗
聾

虻
拳
堰
騨
．
。
一
．
）
。
ア
ル
バ
ー
・
コ
主
ン
は
こ
れ
ら
下
層
の
労
磐
階
級
に
犯
罪
が
多
発
す
る
の
は
貧
困
そ
れ
じ
た
い
で
は
な
く

そ
こ
に
形
成
さ
れ
て
い
る
『
非
行
副
姿
化
』
9
一
9
§
曇
び
2
ぎ
①
に
あ
る
と
い
う
（
∞
。
聾
二
品
講
雛
）
。
労
働
者
階
級
の
文

化
、
倫
理
的
確
信
、
正
し
く
な
い
教
育
方
法
と
い
っ
た
精
神
的
側
面
に
犯
罪
の
社
会
的
基
礎
を
求
め
る
点
で
犯
罪
の
「
文
化
」
理
論
と
同
じ

問
題
を
ふ
く
ん
で
い
る
が
、
コ
ー
エ
ン
の
中
傷
に
も
か
か
わ
ら
ず
ア
メ
リ
カ
の
労
働
者
階
級
は
ブ
ル
ジ
ョ
ア
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
破
壊
的

影
響
に
も
か
か
わ
ら
ず
そ
の
道
徳
状
態
に
お
い
て
も
っ
と
健
康
で
あ
る
。

ア
メ
劣
刑
輩
は
す
べ
て
の
貧
困
家
庭
が
犯
罪
家
庭
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
貧
困
と
犯
罪
と
の
関
連
を
否
定
す
る
（
賭
窮
憎
．

箋
㎏
鵠
）
。
し
か
し
、
貧
困
の
犯
罪
へ
の
影
響
は
、
そ
の
影
響
に
よ
っ
て
貧
困
家
庭
の
出
身
者
の
蔀
分
が
不
可
避
的
に
犯
罪
へ
の
道

に
ふ
み
こ
む
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
す
べ
て
の
貧
困
者
が
例
外
な
し
に
犯
罪
者
に
な
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
ア
メ

リ
カ
刑
事
学
は
こ
の
際
全
く
違
っ
た
二
つ
の
問
題
を
混
同
し
て
い
る
。
資
本
主
義
社
会
に
お
け
る
犯
罪
存
在
の
原
因
と
い
う
問
題
と
、
貧

困
の
条
件
の
中
に
あ
る
茂
る
入
が
な
ぜ
犯
罪
者
と
な
っ
た
か
、
同
じ
条
件
の
中
に
あ
る
階
層
の
他
の
者
が
な
ぜ
犯
罪
者
と
な
ら
な
か
っ
た

か
と
い
う
よ
り
狭
い
問
題
と
を
。

ま
た
、
ア
メ
リ
カ
刑
事
学
は
非
財
産
犯
の
例
に
よ
ぞ
犯
罪
の
経
済
的
基
礎
を
否
定
す
る
（
ヒ
d
p
9
門
同
μ
①
ω
　
①
】
P
儀
　
n
門
O
O
け
O
h
の
噂
Z
Φ
毛
¢
o
瓜
N
o
昌
ω
噛
℃
μ
謡
）
。
し
か
し
こ
れ
ら
の

犯
罪
に
つ
い
て
も
一
連
の
不
安
定
な
無
産
階
級
の
分
子
が
殺
人
、
傷
害
、
そ
の
他
の
「
社
会
秩
序
へ
の
蔑
視
」
の
現
れ
を
と
る
犯
罪
に
よ

ぞ
、
自
ら
の
経
誘
政
治
的
状
況
の
不
満
裏
現
す
る
と
見
ね
ば
な
ら
な
苓
。
紗
㌫
番
ヨ
粛
粛
集
）
．

　
犯
罪
を
貧
困
に
よ
っ
て
説
明
す
る
こ
と
に
反
対
す
る
者
は
、
ナ
ザ
ー
ラ
ン
ド
の
命
名
に
な
る
「
ホ
ワ
イ
ト
・
カ
ラ
ー
犯
罪
」
を
引
合
い

に
出
す
。
サ
ザ
ー
ラ
ン
ド
に
よ
れ
ば
、
ホ
ワ
イ
ト
・
カ
ラ
ー
犯
罪
と
は
高
い
社
会
的
経
済
的
地
位
を
も
っ
て
い
る
が
そ
の
職
業
活
動
に
関
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擁
し
て
諸
種
の
法
規
を
侵
犯
す
る
。
会
社
の
税
金
の
詐
欺
的
取
扱
い
、
有
利
な
契
約
の
た
め
の
宮
吏
の
買
収
、
取
引
上
の
欺
哺
、
詐
欺
破

産
な
ど
。
事
業
家
、
騰
、
　
ζ
、
そ
の
他
上
流
階
級
の
出
端
が
関
係
す
る
（
。
ω
露
轟
雛
襲
鎮
①
％
窒
．
）
。
徳
り
は
自
己
の
力
と

地
位
を
利
用
し
て
う
ま
く
有
罪
を
の
が
れ
る
。
ま
た
、
彼
ら
の
法
規
違
反
は
刑
事
事
件
で
は
な
く
民
事
手
続
や
行
政
手
続
で
処
理
さ
れ
る

こ
と
が
多
い
。
し
か
し
彼
ら
の
法
規
違
反
は
実
質
的
に
は
犯
罪
と
異
な
ら
な
い
。
寧
ろ
「
伝
統
的
」
犯
罪
社
会
に
巨
大
な
損
害
を
も
た
ら
す
の

一C

?
る
へ
霧
解
国
臆
羅
艶
態
零
駿
議
硬
襲
距
離
難
聴
。
聾
韻
語
％
西
翠
）
。
し
か
し
、
こ
と
が
・
b
は
財
藷
墨
．
に

だ
け
あ
る
の
で
は
な
い
。
ナ
ザ
ー
ラ
ン
ド
は
い
う
「
ホ
ワ
イ
ト
・
カ
ラ
ー
犯
罪
の
金
銭
的
損
害
は
、
社
会
関
係
に
ひ
き
お
こ
さ
れ
る
害
悪

に
比
べ
れ
ば
た
い
し
た
こ
と
で
は
な
い
。
ホ
ワ
イ
ト
。
カ
ラ
ー
犯
罪
は
信
頼
を
害
し
不
信
を
創
造
し
、
社
会
倫
理
を
お
と
し
め
、
社
会
解

休
を
す
す
め
る
。
こ
れ
ら
の
犯
罪
は
ア
メ
リ
カ
の
制
度
の
茱
的
な
根
底
を
星
．
す
る
」
（
≦
ず
一
叶
①
　
O
◎
一
一
①
門
　
O
目
繭
b
P
①
噌
℃
●
一
ω
　
一
旨
①
一
一
齢
団
）
。

「
ホ
ワ
で
・
カ
ラ
沌
罪
」
と
い
う
ナ
ザ
⊥
フ
ン
ド
の
概
念
護
は
、
彼
の
弁
明
に
も
か
か
わ
ら
ず
（
難
断
期
金
山
雑
欝
綿

融
恥
転
謙
①
鴬
餅
曜
響
鋸
伽
哩
貰
．
魅
。
．
聴
）
、
客
観
的
に
は
資
奎
義
秩
序
の
批
判
奨
ん
で
お
り
、
社
会
の
『
上
層
』
の
犯

罪
を
あ
ば
き
、
独
占
の
犯
罪
活
動
を
暴
露
し
、
労
働
者
階
級
が
社
会
に
お
け
る
犯
罪
の
主
．
要
な
責
任
者
で
あ
る
と
い
う
命
題
の
虚
偽
を
証
明

し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
サ
ザ
ー
ラ
ン
ド
の
労
作
の
一
つ
の
側
面
で
あ
る
。
他
の
側
面
で
は
、
ク
ラ
イ
ナ
ー
ド
が
う
ま
く
利
用
し
た

よ
う
に
（
編
遭
難
鋳
馬
糞
謙
鍵
盤
岬
叢
愛
窮
験
礫
肇
的
曼
．
詑
鋤
）
、
資
奎
義
が
他
方
の
極
に
貧
困
と
窮
乏
を
つ
く

り
出
し
、
そ
の
中
の
一
部
分
が
不
可
避
的
に
犯
罪
の
途
に
た
た
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
あ
い
ま
い
に
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
資
本
主
義
は
、

そ
の
内
在
す
る
矛
盾
の
ゆ
え
に
、
上
層
階
級
に
は
利
潤
追
及
の
方
法
じ
た
い
か
ら
、
利
益
や
富
へ
の
あ
く
な
き
意
欲
さ
か
ら
、
ア
メ
リ
カ
に

丈
配
し
て
い
る
ド
ル
文
化
か
ら
、
『
合
法
』
、
違
法
の
手
段
で
も
っ
て
富
み
他
人
か
ら
勝
ち
残
ろ
う
と
す
る
こ
と
か
ら
、
他
方
、
被
抑
圧
階
級

に
は
貧
困
と
窮
乏
と
失
業
、
嫌
悪
す
べ
き
住
居
条
件
、
喩
種
差
別
を
生
み
出
し
、
そ
こ
か
ら
、
犯
罪
へ
の
道
を
用
意
し
て
い
る
。
真
に
犯
罪
的

な
の
は
上
層
階
級
の
代
表
者
た
ち
の
活
動
で
は
な
く
、
人
間
に
よ
る
入
間
の
搾
取
を
『
合
法
』
と
し
て
い
る
資
本
主
義
体
制
そ
れ
じ
た
い
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な
の
で
あ
る
。
資
本
主
義
の
不
可
分
の
添
え
も
の
で
あ
る
戦
争
と
労
働
黍
．
と
諸
種
の
政
治
テ
冒
ズ
ム
も
ま
た
真
の
犯
罪
で
あ
る
（
岬

留
弟
忽
狐
諾
攣
矯
壷
重
艦
別
蓬
）
。

ソビエト刑事学の一側面（井上）

　
七
　
社
会
学
派
に
よ
る
犯
罪
予
防
プ
ロ
グ
ラ
ム
　
犯
罪
予
防
手
段
の
体
系
の
な
か
に
刑
事
学
者
の
立
場
の
政
治
的
傾
向
が
は
っ
き
り
ζ

現
れ
る
。
諸
派
の
そ
の
多
様
性
に
か
か
わ
ら
ず
す
べ
て
に
共
通
し
て
い
る
こ
と
は
、
資
本
主
義
的
搾
取
体
系
と
は
斗
お
う
と
し
な
い
と
い

う
点
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
の
刑
事
学
者
に
と
っ
て
は
犯
罪
は
永
久
に
遠
ざ
け
る
こ
と
の
で
き
な
い
現
象
で
あ
っ
て
、
唯
い
か
に
減
少
さ
せ
．

る
か
を
の
み
論
じ
よ
う
と
す
る
。

ま
ず
、
家
族
生
活
の
改
善
に
よ
っ
て
犯
罪
予
防
を
実
現
し
よ
う
と
す
る
（
》
●
　
り
画
O
噌
「
一
の
℃
　
畠
0
目
一
ヨ
ー
コ
9
一
ω
　
9
コ
畠
　
什
げ
Φ
　
（
）
O
ヨ
ロ
リ
ρ
瓢
一
酔
団
》
　
勺
・
一
〇
刈
”
ω
一
】
．
　
O
一
⊆
O
O
貯
》
（
）
「
一
【
P
O
　
9
δ
コ
q
　
O
O
【
門
Φ
O
け
一
〇
昌
り
　
】
℃
．
N
O
c
Q
）
．

な
か
に
は
家
庭
警
の
手
段
と
し
て
体
刑
の
導
入
を
さ
さ
え
毒
す
る
（
誰
器
編
笠
露
量
舶
器
輩
麟
聾
聖
夢
躍
．

羅
側
）
。
ア
メ
リ
カ
の
勤
労
者
の
経
済
的
、
住
宅
そ
の
他
文
化
的
条
件
の
改
善
と
い
う
現
実
的
改
善
を
前
提
に
し
な
い
で
、
ど
う
し
豪

族
生
活
の
改
善
が
実
現
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

生
態
学
的
立
場
か
ら
は
子
供
の
た
め
の
客
フ
ブ
や
遊
び
場
の
建
設
や
子
供
の
校
外
生
活
の
正
し
い
組
織
化
が
提
案
さ
れ
る
（
雲
馨
，

羅
鎚
薫
ω
①
）
。
分
化
的
叢
の
理
論
の
立
場
か
ら
は
、
予
防
寮
点
は
個
体
の
上
に
で
は
な
く
集
団
の
対
策
に
あ
る
と
い
う
（
留
轟

賄
．
甑
善
業
諮
略
罷
コ
青
刈
。
．
）
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
生
態
学
的
、
「
学
翌
論
の
立
場
か
ら
の
予
防
策
も
、
結
局
は
個
々
の

地
域
の
生
活
や
集
団
が
全
体
と
し
て
の
ア
メ
リ
カ
の
社
会
に
お
い
て
進
ん
で
い
る
社
会
総
過
程
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
こ
と
を
意
識
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
ア
メ
リ
カ
の
犯
罪
予
防
計
画
の
中
で
大
き
な
役
割
を
果
し
て
い
る
の
は
宗
教
で
あ
る
。
　
「
入
間
は
精
神
の
変
更
の
結
果
と
し
て
の
み
改

造
さ
れ
う
る
。
こ
の
こ
と
が
認
識
さ
れ
た
と
き
、
そ
の
時
に
の
み
犯
罪
と
監
獄
の
の
ろ
い
は
姿
を
消
し
始
め
、
こ
の
よ
う
に
し
て
の
み
社
会
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防
衛
は
担
保
さ
れ
る
L
（
叢
書
緊
国
章
訴
聾
．
雛
罫
財
、
）
．
エ
芽
・
慮
「
隣
入
麺
」
に
よ
る
警
を
提
案
す
る
（
誘
羅

雛
束
嘉
㏄
叩
。
．
」
。
犯
罪
に
有
責
な
も
の
は
築
主
義
社
会
で
は
な
く
犯
入
の
堕
落
し
た
運
の
問
題
と
し
、
集
霧
休
制
そ

の
も
の
へ
の
批
判
を
『
罪
深
い
』
思
想
と
し
て
忘
れ
さ
せ
よ
う
と
す
る
。
　
『
下
民
の
ア
ヘ
ン
』
と
し
て
の
宗
教
の
役
割
の
反
科
学
性
は
明

ら
か
で
あ
る
（
マ
ル
ク
ス
”
エ
ン
ゲ
ル
ス
全
集
ロ
シ
ヤ
語
版
一
巻
四
一
五
頁
）
。

　
し
か
し
、
ア
メ
リ
カ
刑
事
学
に
お
い
て
も
、
犯
罪
予
防
と
し
て
、
社
会
構
成
員
の
財
産
状
態
の
改
善
が
果
す
役
割
の
問
題
を
無
視
す
る
こ

と
が
で
き
な
く
な
っ
て
い
る
。
　
例
え
ば
、
　
バ
ー
ゼ
ス
は
最
低
生
活
水
準
を
保
障
し
安
定
し
た
家
族
収
入
を
保
証
す
る
よ
う
に
提
案
す
る

（
国
『
昌
①
の
件
≦
・
じ
d
自
署
α
q
①
ω
の
”
↓
ず
①
国
o
o
昌
。
ヨ
一
〇
扇
餌
O
酔
O
搬
一
昌
H
賃
く
①
ヨ
一
一
一
）
①
一
一
ロ
ρ
賃
Φ
質
O
団
℃
℃
ω
c
Q
Q
）
。
セ
ル
ド
ン
・
グ
リ
ッ
ク
も
い
う
、
「
こ
の
こ
と
は
共
通
の
生
産
物
を
菓
と
労
働
志
鼠
理
部

門
と
の
間
に
正
し
く
分
配
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
正
し
く
税
金
を
課
し
、
余
剰
収
入
の
間
接
的
再
分
配
に
よ
っ
て
、
実
現
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
ま
た
、
失
業
・
病
気
・
老
令
・
そ
の
他
事
故
の
場
合
の
保
証
を
な
す
た
め
社
会
保
障
基
金
を
用
意
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
実
現
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
貧
民
窟
を
と
り
払
い
、
人
民
大
衆
の
た
め
の
健
康
な
生
活
場
所
の
建
設
に
よ
っ
て
実
現
す
る
こ
と
が
で
き
る
」

「
巨
大
な
資
源
を
も
つ
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
は
現
存
の
体
制
の
内
部
で
一
般
的
生
活
水
準
や
労
働
者
人
口
の
福
祉
を
高
め
、
不
景
気
を
小
・

さ
く
し
て
ゆ
く
こ
と
が
、
集
詞
藻
制
を
可
溶
と
り
払
う
こ
と
な
し
に
可
能
で
あ
る
」
（
（
U
H
一
ヨ
①
　
鋤
5
「
像
O
－
O
【
【
Φ
O
け
一
〇
『
ご
℃
’
卜
σ
O
）
．

　
こ
う
い
う
主
張
は
誤
っ
て
い
る
。
ア
メ
リ
カ
は
実
際
巨
大
な
可
能
性
を
も
っ
た
国
で
あ
る
。
し
か
し
、
資
木
主
義
の
も
と
で
は
、
独
占
．

の
利
潤
の
巨
大
化
と
労
働
者
階
級
上
層
部
の
富
裕
化
は
あ
っ
て
も
、
広
汎
な
層
の
勤
労
者
の
生
活
の
向
上
は
望
め
な
い
。
テ
ィ
ー
テ
ル
ズ

”
ラ
イ
ネ
マ
ン
は
い
う
、
　
「
も
し
吾
々
が
何
か
あ
る
方
法
で
わ
が
国
の
産
業
資
本
家
や
都
市
・
州
の
政
治
ボ
ス
か
ら
度
は
ず
れ
た
貧
欲
さ

や
無
関
心
や
エ
ゴ
イ
ズ
ム
を
遠
ざ
け
る
な
ら
ば
、
そ
れ
曜
じ
貧
困
の
問
翠
霞
的
に
解
消
さ
れ
る
」
（
O
旧
幕
護
Φ
o
団
一
）
Φ
一
一
P
ρ
賃
Φ
旨
O
団
”
℃
臼
卜
∂
G
O
）
と
。
独
占
・

資
本
と
そ
の
政
治
的
代
弁
者
の
倫
理
的
再
教
育
が
貧
困
解
消
の
手
段
た
り
う
る
と
い
う
こ
の
刑
事
学
者
の
主
張
の
中
に
彼
ら
の
間
に
い
か

に
軽
く
こ
の
問
題
が
考
え
ら
れ
て
い
る
か
が
解
る
。
バ
ロ
ン
は
犯
罪
予
防
の
た
め
に
ア
メ
リ
カ
社
会
の
『
ラ
ジ
カ
ル
な
』
変
更
が
必
要
で
．
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あ
る
と
い
う
が
、
し
か
し
そ
れ
は
、
ア
メ
リ
カ
文
化
の
変
更
、
と
り
わ
け
、
競
争
・
寄
生
利
得
．
利
潤
追
及
と
か
の
今
日
の
支
配
的
諸
価

値
の
も
っ
と
上
品
な
社
会
的
価
値
に
よ
る
交
替
の
要
求
で
あ
る
（
蟹
謡
言
轄
凄
b
・
U
。
」
。
資
奎
葎
制
が
存
続
す
る
限
り
ζ

れ
ら
の
社
会
的
価
値
が
支
配
的
観
念
と
し
て
と
ど
ま
る
こ
と
を
理
解
し
よ
う
と
し
な
い
の
で
あ
る
。

三
　
ア
メ
リ
カ
刑
事
学
に
お
け
る
生
物
学
的
、
心
理
学
的
理
論

ソビエト刑事学の一側面（井上）

脚　

l
類
学
派
　
一
九
〇
九
年
六
月
に
設
立
さ
れ
た
ア
メ
リ
カ
刑
法
刑
事
学
協
会
の
手
に
よ
っ
て
西
欧
刑
事
学
の
一
連
の
労
作
の
ほ
ん
訳

が
組
織
さ
れ
、
ロ
ン
ブ
ロ
ー
ゾ
、
フ
ェ
リ
ー
、
ガ
ロ
フ
ァ
ロ
ら
の
著
作
が
英
訳
さ
れ
た
。
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
ロ
ン
ブ
ロ
ー
ゾ
主
義
の
普
及

は
そ
れ
か
ら
始
ま
る
・
・
ン
ブ
7
ゾ
の
繰
返
し
を
こ
，
兄
歯
磨
の
仕
事
は
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
㌣
り
よ
著
作
で
あ
っ
た
（
塑
題
霧

滞
．
晦
罪
露
量
）
。
彼
は
・
ン
ブ
▽
ゾ
を
師
と
し
つ
つ
、
犯
罪
者
の
人
格
特
徴
の
な
か
に
犯
罪
原
因
を
み
る
。
犯
罪
を
遺
伝
的
血
縁
的
契

機
か
ら
と
ら
え
、
犯
罪
者
を
そ
の
精
神
状
況
に
お
い
て
通
常
人
か
ら
区
別
さ
れ
る
特
殊
の
類
型
の
入
試
と
し
て
規
定
し
、
現
実
の
社
会
過

程
の
な
か
か
ら
生
れ
る
犯
罪
を
た
だ
こ
の
病
的
な
精
神
状
況
の
徴
候
と
し
て
の
み
と
ら
え
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
学
派
は
ハ
ー
バ
ー
ト
大
学

の
フ
ー
ト
ン
に
よ
っ
て
受
け
継
が
れ
る
。
彼
は
新
し
い
統
計
的
方
法
と
計
算
機
械
を
用
い
て
犯
罪
者
は
一
定
の
身
体
的
特
徴
で
も
っ
て
し

る
し
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
い
う
・
ン
ブ
・
｝
の
命
題
の
基
本
的
な
正
当
性
を
証
明
せ
ん
と
し
た
（
鞭
騒
窺
難
。
暗
晶
解
聾
馨

篭
．
金
団
轟
即
舞
詣
卒
直
気
骨
至
忠
ツ
9
．
一
く
．
）
．
〒
婁
は
ロ
ン
プ
ロ
｝
が
；
の
犯
人
類
型
し
か
想
定
し
な
か

っ
た
の
に
対
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
人
種
の
内
部
に
独
自
の
犯
人
類
型
が
あ
る
と
い
う
。
黒
人
犯
罪
者
は
遵
法
黒
人
か
ら
区
別
さ
れ
る
が
、
も
っ

と
は
っ
き
り
と
白
人
犯
罪
者
か
ら
区
別
さ
れ
る
と
し
て
、
黒
人
の
人
種
的
劣
等
性
．
犯
罪
へ
の
傾
向
性
を
宣
伝
す
る
入
種
主
義
者
に
接
近
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す
る
・
人
種
の
身
体
的
類
型
は
そ
の
出
生
に
よ
っ
て
条
件
づ
け
ら
れ
た
有
機
休
の
特
徴
を
も
ち
、
そ
れ
に
応
じ
た
知
的
、
情
緒
的
な
質
を
異

に
し
て
も
つ
と
い
う
・
彼
は
更
に
奨
猿
の
研
究
か
ら
社
会
入
類
学
を
縫
づ
け
て
い
る
（
崔
o
o
梓
o
P
］
≦
鋤
昌
q
o
・
勺
o
o
門
因
Φ
7
9
け
一
〇
P
ω
u
一
Φ
μ
卜
∂
℃
℃
勺
．
ω
①
腿
－
ω
①
㎝
）
．
し
か
し
、
こ

う
い
う
彼
の
刑
事
学
説
の
出
発
点
と
な
っ
て
い
る
諸
前
提
は
、
入
類
学
、
生
物
学
等
4
よ
っ
て
一
般
に
今
日
ま
で
共
通
の
財
産
と
し
て
み
と

め
ら
れ
て
い
る
無
数
の
諸
事
実
に
反
し
て
い
る
（
エ
ム
・
エ
フ
・
ネ
ス
ッ
ー
ル
フ
、
人
類
、
モ
ス
ク
ワ
、
一
九
五
八
年
九
一
頁
、
同
、
入
類
の
発
生
、
モ
ク
ワ
一
九
五
八
年
三
二
六
一
三
六
三
．
頁
）
．

　
フ
ー
ト
ン
に
よ
れ
ば
犯
罪
者
特
有
の
身
体
的
『
劣
等
性
』
は
知
的
・
情
緒
的
劣
等
性
を
伴
う
。
そ
し
て
こ
の
身
体
的
、
心
理
的
劣
等
性

は
遺
伝
に
よ
ぞ
伝
承
さ
れ
て
ゆ
≦
羅
釜
師
、
痩
蕪
鉱
、
．
明
ず
㏄
釜
雛
①
窮
盛
讐
叢
露
塞
胎
．
繭
ヨ
一
旨
鋤
】
）
．
彼
・
り
に
よ

れ
ば
環
境
は
二
次
的
意
味
し
か
な
い
・
そ
れ
は
身
体
的
・
心
理
的
劣
等
性
を
も
っ
た
人
に
の
み
作
用
す
る
か
ら
で
あ
る
。
　
「
客
観
的
な
機

会
可
能
性
の
不
平
等
が
で
は
な
く
、
そ
う
い
う
環
境
の
可
能
性
を
利
用
す
る
能
力
の
不
充
分
さ
が
犯
罪
者
を
特
徴
づ
け
て
い
る
」
と
フ
ー

葉
、
）ナ

ザ
ー
フ
ン
ド
は
7
｝
を
批
判
す
る
・
研
究
淵
叢
の
懇
荒
と
し
て
も
（
フ
ー
ト
ン
は
囚
人
を
研
究
し
た
の
ズ
」
あ
っ
て
犯
罪
者
を
で
は
な
い
。
非
犯
罪
者
の
半
分
は
消
防
手
で
あ
っ
た
）
、

形
態
学
的
メ
ル
ク
マ
ー
ル
に
お
け
る
偏
俺
を
身
休
的
劣
等
性
と
き
め
つ
け
る
こ
と
は
全
く
正
当
で
な
い
し
、
又
身
体
的
『
劣
等
性
』
が
遺
伝

の
影
響
で
あ
る
と
い
う
叢
も
何
ら
萌
さ
れ
て
い
な
い
と
黎
．
難
彫
心
蕩
讐
野
営
麟
㏄
議
鷲
魚
雷
恥
艶
、
ゆ
、
。
一
”
）
。

社
会
現
象
た
る
犯
罪
を
身
体
特
徴
で
説
明
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
基
本
的
犯
罪
原
因
を
か
く
す
と
⊥
ハ
に
、
　
他
画
で
は
抑
圧
の
き
び
し
い
予

防
処
分
の
正
当
化
に
奉
仕
す
る
理
論
と
な
っ
て
い
る
。
　
そ
の
研
究
の
事
実
的
基
礎
に
つ
い
て
は
ヘ
ン
テ
ィ
ヒ
と
ラ
ッ
シ
の
研
究
を

比
較
し
た
だ
け
で
不
充
分
さ
蘇
る
（
蟹
霧
叢
．
轟
竈
略
論
㍉
二
襲
ら
融
雪
下
墨
壽
．
嘉
鷺
騒
肇
琶

い○?
裟
麟
ザ
諮
滑
蹟
、
。
騨
畠
h
恥
蹄
肺
蘭
ゲ
）
。
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ソピエト刑事学の一側面（井上）

　
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
ロ
ン
ブ
ロ
ー
ゾ
主
義
の
次
の
代
表
者
は
コ
ロ
ビ
ャ
大
学
の
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
シ
ェ
ル
ド
ン
で
あ
っ
た
。
彼
は
ク
レ
ッ

チ
マ
ー
の
体
型
と
気
質
の
型
と
の
相
関
に
つ
い
て
の
理
論
か
ら
出
発
す
る
。
し
か
し
、
パ
ブ
ロ
フ
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
体
格
の
特
徴

が
神
経
活
動
の
特
殊
性
を
導
く
の
で
は
な
く
、
逆
に
、
神
経
体
系
が
体
格
の
特
殊
性
を
従
孝
る
の
で
あ
る
（
煎
艦
鐙
謂
鞠
鶴

輩
下
㎜
言
論
酸
鹸
郵
弩
罫
如
剛
気
訟
戴
㌻
評
ω
部
璽
釦
。
体
）
。
ま
た
、
人
間
の
籍
は
そ
れ
じ
し
ん
決
し
て
遺
伝

の
盲
目
的
な
現
れ
で
は
な
く
、
環
境
の
影
響
の
も
と
に
形
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
　
「
人
問
の
休
格
の
特
微
の
形
成
に
関
し
て
は
何
よ
り

も
祉
会
的
環
境
の
役
割
を
ひ
き
出
す
こ
と
が
必
要
で
あ
る
」
（
卸
r
鱒
閥
鈷
引
麸
⊥
面
恥
謡
礪
）
．

シ
ェ
ル
ド
ン
は
自
ら
の
理
論
を
「
体
格
心
理
学
」
と
よ
ぶ
（
話
題
瀞
許
ω
麗
融
襲
舞
誰
銘
．
窮
鵠
碧
落
図
題
瓢
、
頴
鋸

μ
、
、
、
）
。
入
間
の
身
体
構
造
と
彼
の
行
為
は
斎
蔵
体
」
で
あ
り
、
決
定
的
役
割
書
す
の
は
身
体
構
造
で
あ
り
、
そ
れ
は
遺
伝
に
よ
っ
て

決
定
さ
れ
る
。
彼
の
概
念
構
成
の
最
も
重
要
な
命
題
は
体
格
類
型
即
ち
「
個
体
の
形
態
学
的
構
造
を
決
定
す
る
と
こ
ろ
の
根
元
的
構
成
要

素
の
量
的
表
現
」
の
概
念
で
あ
る
。
体
格
類
型
は
彼
に
よ
り
三
つ
の
数
字
の
量
で
示
さ
れ
る
。
七
－
一
i
一
と
か
、
四
1
三
一
二
と
か
。

最
初
の
数
字
は
内
胚
葉
型
程
度
を
示
し
、
次
は
中
胚
葉
型
、
最
後
は
外
胚
葉
型
の
程
度
を
示
す
。
こ
の
三
つ
が
根
元
的
要
素
で
、
内
胚
葉
型

と
は
身
体
の
い
ろ
い
ろ
の
部
分
に
軟
か
な
円
味
が
優
っ
て
い
る
こ
と
、
消
化
器
官
が
強
靱
で
発
達
し
て
い
る
こ
と
、
や
や
肥
満
の
傾
向
を

も
つ
。
中
胚
葉
型
は
筋
肉
、
骨
格
組
織
、
結
締
組
織
の
強
い
発
達
を
特
徴
と
し
、
外
胚
葉
型
は
や
せ
型
で
直
線
的
で
あ
り
特
別
の
程
度
の

神
経
細
胞
の
発
達
が
特
徴
で
あ
る
。
こ
の
三
つ
の
身
体
類
型
に
照
応
し
て
気
質
の
組
合
せ
が
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
内
臓
型
、
身
体
型
、
脳
腱

型
．
シ
ェ
ル
ド
ン
は
少
年
犯
罪
を
三
つ
の
類
型
に
分
つ
。
デ
オ
ラ
ス
犯
罪
（
躍
墨
務
塾
、
偏
執
狂
犯
罪
（
趨
鱗
稀
舞
、

破
瓜
病
犯
罪
（
縁
堪
儲
巻
。
彼
は
犯
罪
者
の
大
部
分
が
内
胚
葉
型
を
伴
う
中
胚
董
、
つ
ま
り
中
胚
葉
型
業
を
も
。
と
も

多
く
も
ち
、
内
胚
葉
型
要
素
を
中
位
に
も
ち
、
外
胚
葉
型
要
素
の
な
い
者
で
あ
る
と
い
う
。

蛙
餐
派
の
学
者
の
批
判
（
脚
M
選
羅
％
．
渋
難
羅
謳
等
蛾
鋤
轟
瀞
。
稽
囎
臨
雛
凱
露
果
肉
誰
誤
帥
伽
．
賠
器
籟
。
畔
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酬」 説

轟
諺
．
．
甜
く
響
熟
難
箆
．
蕗
M
側
）
の
ほ
か
に
も
、
シ
ェ
ル
ド
ン
が
犯
罪
者
蓮
法
者
か
・
り
「
輩
の
長
城
」
を
も
．
て
区
別
さ
れ

た
特
殊
の
人
種
と
し
て
理
解
し
て
い
る
点
が
基
本
的
に
批
判
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
パ
ブ
ロ
フ
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、
具
体
的
個
人
の
心

理
的
特
徴
を
決
定
す
る
も
の
は
、
人
間
の
身
体
構
造
の
類
型
で
は
な
く
、
有
機
体
へ
外
界
の
形
成
的
影
響
が
そ
れ
を
通
じ
て
実
現
さ
れ
る

と
こ
ろ
の
中
枢
神
経
組
織
の
機
能
、
脳
皮
質
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
で
少
な
か
ら
ぬ
権
威
を
も
つ
グ
リ
ッ
ク
夫
妻
は
犯
罪
者
の
身
体
構
造
の

特
徴
が
中
胚
葉
型
で
あ
る
こ
と
を
結
論
す
る
（
ω
冨
崔
。
昌
曽
輿
望
①
き
。
『
9
ロ
Φ
。
置
勺
ξ
ω
δ
器
き
α
o
①
鵠
呂
器
巳
ざ
謹
①
…
¢
旨
碧
①
身
。
q
食
く
高
著
u
Φ
ぎ
程
Φ
g
《
二
Φ
α
p
9
陣
a
p
鎗
9
昌
Φ
①
【
巴
p
殉
①
ぎ
呂
Φ
。
け
り
歪
ω
”
℃
・
・
。
。
。
切
）
．

グ
リ
ュ
ッ
ク
夫
妻
は
シ
ェ
ル
ド
ン
の
身
体
類
型
に
更
に
混
合
形
態
を
つ
け
加
え
た
が
、
シ
ェ
ル
ド
ン
と
同
様
、
少
年
非
行
の
六
〇
％
、
遵

法
少
年
三
〇
％
が
中
胚
葉
型
で
あ
る
と
い
う
。
好
ま
し
く
な
い
社
会
特
文
化
的
条
件
の
重
圧
の
も
と
で
は
中
胚
葉
型
が
内
胚
葉
型
よ
り
も

ず
っ
と
早
く
犯
罪
者
に
な
る
と
し
、
幼
児
期
の
身
体
構
造
の
定
式
を
た
て
、
　
「
潜
在
的
非
行
者
」
を
「
予
測
表
」
に
よ
っ
て
決
定
せ
ん
と

す
る
。
犯
罪
を
生
物
学
的
に
把
握
す
る
点
、
外
的
影
響
を
媒
介
す
る
中
枢
神
経
系
で
は
な
く
身
体
構
造
を
優
位
に
た
て
て
い
る
点
が
批
判

さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
　
「
現
在
で
は
身
体
構
造
の
類
型
が
犯
罪
と
そ
の
法
律
的
社
会
的
意
味
に
お
い
て
何
か
の
関
係
に
た
っ
と
い
う
証
拠

は
な
い
」
と
ボ
牛
は
社
会
学
派
と
し
て
の
意
見
を
べ
て
い
る
（
0
8
お
。
切
・
＜
。
員
↓
冨
。
門
二
陣
。
巴
9
冒
ぎ
。
δ
窃
q
二
二
8
。
。
》
℃
絹
蔭
）
、

　
二
　
内
篇
泌
腺
理
論
　
ロ
ン
ブ
ロ
ー
ゾ
学
派
の
基
礎
か
ら
出
発
す
る
立
場
の
一
つ
に
犯
罪
の
「
内
分
泌
腺
」
理
論
が
あ
る
。
こ
れ
に
よ

る
と
内
分
泌
腺
（
脳
下
垂
体
、
甲
状
腺
、
側
甲
状
腺
、
生
殖
腺
な
ど
）
が
人
爵
の
三
階
に
決
定
的
役
割
を
演
ず
る
と
し
、
従
っ
て
犯
罪
も

・
ま
た
こ
の
理
論
で
解
こ
う
と
す
る
。
シ
ュ
ラ
ッ
プ
ー
ー
ス
ミ
ス
は
多
く
の
犯
罪
が
犯
罪
者
の
内
分
泌
腺
の
活
動
の
障
害
の
結
果
と
し
て
か
、

又
は
、
母
親
の
内
分
泌
腺
の
疾
病
に
よ
ぞ
生
じ
繕
神
障
霊
・
犯
罪
者
の
行
為
と
し
て
、
起
る
し
と
い
う
（
咋
、
鱗
胞
．
郭
、
羅
蜴
鴨

素
望
恥
圏
罷
露
．
準
％
輩
語
逆
子
－
）
。
幼
児
に
内
分
泌
腺
が
ノ
↓
ル
に
機
能
す
れ
ば
、
た
と
え
貧
困
と
窮
乏
の
中
に
生
れ

で
も
犯
罪
者
に
は
な
ら
な
い
と
し
て
社
会
環
境
の
役
割
を
無
視
す
る
。
こ
の
理
論
は
二
十
年
代
の
ア
メ
リ
カ
刑
事
学
の
中
で
大
き
な
役
割

を
演
じ
た
が
そ
の
後
流
行
お
く
れ
の
暴
説
と
な
っ
た
。
し
か
し
僅
か
の
賛
成
者
は
活
発
に
復
活
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
。
ヒ
ー
リ
ー
1
ー
ア
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ル
パ
三
目
年
層
に
は
強
く
内
分
泌
腺
が
作
用
す
る
こ
と
か
・
り
情
動
不
安
を
生
じ
こ
の
腺
の
活
動
の
乱
調
が
増
大
を
生
む
と
い
う
（
縫
踊
鑑

蜷
細
旨
黙
鞭
細
編
恥
．
露
．
箒
ロ
け
げ
）
。
そ
の
後
、
エ
ド
ア
ド
・
雫
ル
ス
幸
は
高
論
子
で
こ
の
立
場
を
主
張
し
た
・
彼

は
生
命
を
　
『
化
学
反
応
の
連
続
』
　
と
し
て
理
解
し
、
　
内
分
泌
腺
の
活
動
過
程
の
み
な
ら
ず
有
機
体
に
お
け
る
化
学
過
程
一
般
を
追
及
す

る
。
か
く
て
、
例
え
ば
、
　
「
糖
分
の
水
準
が
低
下
し
て
く
る
に
つ
れ
て
犯
罪
実
行
へ
の
傾
向
が
高
ま
る
」
　
「
血
液
中
の
糖
分
不
足
、
即
ち

有
櫟
内
の
極
度
の
糖
分
歪
は
、
屡
々
窃
盗
や
道
路
交
通
法
規
違
反
を
お
か
さ
せ
る
」
と
い
う
（
聰
羅
．
賄
h
蝦
景
品
擬
革
弩
幅

軽
量
．
郵
蕗
薫
習
ど
、
．
伊
）
。
ま
た
、
カ
ル
シ
ウ
ム
分
や
体
格
な
ど
も
化
学
分
誘
立
場
か
ら
犯
罪
と
の
関
連
を
追
及
し
た
が
・

彼
が
重
点
を
お
い
た
の
は
内
分
泌
腺
の
活
動
で
あ
っ
た
。
彼
は
シ
ュ
ラ
ッ
プ
ー
ー
ス
ミ
ス
を
更
に
展
開
し
て
、
個
々
の
内
分
泌
腺
活
動
を
い

ろ
い
ろ
の
犯
罪
種
類
に
結
び
つ
け
よ
う
と
し
た
。
集
団
窃
盗
を
甲
状
腺
ホ
ル
モ
ン
の
過
剰
に
よ
る
副
甲
状
腺
・
脳
下
垂
体
の
活
動
の
弱
化

に
よ
っ
て
、
殺
人
．
暴
行
・
詐
欺
に
つ
い
て
も
内
分
泌
腺
の
活
動
の
性
格
を
示
す
図
式
を
示
し
た
。
か
く
て
、
結
論
す
る
、
　
「
犯
罪
者
の

人
格
と
犯
罪
行
動
の
生
化
学
的
分
析
は
ま
だ
そ
の
発
展
の
緒
に
つ
い
た
ば
か
り
で
あ
る
。
や
が
て
そ
う
遠
く
な
い
将
来
に
お
い
て
犯
罪
者

の
処
遇
と
治
療
に
極
め
て
重
芸
手
段
と
な
る
筈
で
あ
る
」
（
騰
詔
）
。
タ
ッ
パ
薮
授
も
ヲ
レ
・
チ
下
、
シ
ェ
ル
ド
ン
、
そ
の
他

が
と
い
た
よ
う
な
身
体
構
造
と
気
質
と
の
相
互
依
存
性
は
生
化
学
上
の
異
常
の
反
映
で
あ
る
、
と
主
張
す
る
あ
ら
ゆ
る
根
拠
が
あ
る
」
と

い
う
（
羅
轟
鎗
鐸
コ
満
期
講
葺
．
．
帥
。
。
）
。
こ
の
理
論
の
前
提
に
は
、
内
分
泌
腺
の
機
能
が
、
中
枢
神
経
組
織
と
そ
の
自
律
性
の
有

機
体
に
果
し
て
い
る
重
要
な
役
割
か
ら
独
立
し
て
い
る
の
だ
と
い
う
誤
っ
た
観
念
が
あ
る
。
し
か
し
、
生
理
学
の
研
究
に
よ
れ
ば
、
内
分

泌
腺
は
、
そ
の
役
割
が
極
め
て
重
要
で
は
あ
る
が
、
神
経
体
系
の
高
次
部
門
大
脳
半
球
の
統
御
の
も
と
に
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
神
経
体
系
が

浦
廻
に
そ
れ
を
通
じ
て
作
用
す
る
中
間
の
馨
し
か
な
い
（
エ
ム
・
エ
ム
・
パ
ブ
ロ
フ
、
神
経
腺
の
生
埋
学
と
病
理
学
、
レ
ニ
ン
グ
ラ
ー
ド
一
九
五
八
年
一
二
頁
）
。
か
く
て
、
犯
罪
の
実
行
を

内
分
泌
腺
の
活
動
の
乱
調
や
血
液
中
の
生
化
学
的
成
分
の
変
化
に
よ
っ
て
説
明
す
る
試
み
は
そ
の
基
礎
を
う
ば
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　
三
　
犯
罪
者
1
1
精
神
薄
弱
者
の
理
論
　
犯
罪
者
は
遺
伝
的
に
重
度
の
精
神
薄
弱
者
家
庭
か
ら
生
ま
れ
る
と
す
る
も
の
で
二
十
世
紀
初
頭
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雪へ
i澗 説

に
遺
伝
学
説
、
優
生
学
を
背
景
に
、
知
能
テ
ス
ト
の
開
発
に
と
．
も
な
っ
て
急
速
に
発
展
し
て
き
た
立
場
．
で
あ
る
。
オ
ハ
イ
オ
大
学
教
授
ヘ

ン
リ
・
ゴ
・
ダ
ー
が
そ
う
で
あ
っ
た
（
㎝
畿
窪
馳
．
離
難
、
竈
賢
聖
露
髄
．
雛
鐙
華
曽
輩
下
驚
聲
①
吻
⑩
鰻
．
）
。
台
ル

ド
・
ウ
イ
リ
ア
ム
ズ
も
四
周
の
環
境
は
各
人
に
均
分
に
作
用
す
る
も
の
で
大
部
分
の
少
年
非
行
は
そ
の
低
い
知
能
水
準
に
原
因
が
あ
る
と

い
う
（
9
寓
Ω
。
8
鼠
乏
三
冨
ヨ
ω
‘
U
色
陣
呂
9
三
じ
d
o
鴇
o
h
ω
ロ
℃
①
ユ
。
「
一
息
Φ
i
；
ひ
Q
窪
8
噂
《
甘
ξ
ロ
巴
。
暁
U
①
＝
呂
ま
客
団
》
＜
。
r
一
（
δ
δ
）
℃
℃
●
ω
ω
－
逡
）
。
い
わ
ゆ
る
知
能
犯
や
矯
日
犯
に
つ
い
て
も
知
能
水
準
の
調
査

が
な
さ
れ
奈
、
何
れ
も
相
矛
盾
す
る
結
果
が
そ
れ
ぞ
れ
出
て
お
り
、
こ
の
種
の
研
究
方
法
の
欠
陥
が
自
ら
現
れ
て
い
る
（
鯉
讐
譲

て
ハ
ー
ト
と
フ
ォ
ッ
ク
ス
の
結
果
は
逆
で
あ
り
、
常
習
．
犯
に
つ
い
て
ギ
リ
ン
と
ハ
ル
ト
マ
ソ
の
結
論
は
逆
で
あ
る
。
芝
・
臼
・
湘
り
o
r
》
q
D
霞
〈
亀
o
h
一
⑩
一
①

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
閃
鶴
O
①
9
口
傷
〉
α
q
Φ
鋤
ψ
ω
O
一
Φ
O
口
く
O
閃
鋤
一

一
℃
h
凶
o
o
O
口
①
目
ω
一
昌
≦
①
ψ
け
Φ
h
昌
℃
O
p
搾
⑦
影
二
一
曽
『
団
O
鴎
　
℃
0
切
口
ω
団
一
く
⇔
旨
凶
9
”
一
Φ
N
O
O
…
く
Φ
『
口
9
溢
男
Q
X
》
一
旨
け
Φ
一
嵩
α
q
⑦
P
O
ρ

窮
姻
。
。
器
㎝
認
○
．
賄
野
謎
恥
溝
錐
馳
凶
靱
聾
帥
拶
等
黙
黒
鉱
鮮
、
揺
成
恥
ピ
叩
謡
的
誌
剛
む
げ
聞
誤
％
駅
頭
距
鼻
瑠
讐
需
聾
）
。

社
会
学
派
の
学
者
が
批
判
す
る
よ
う
に
調
査
の
過
程
簡
禦
あ
る
（
閃
。
一
（
O
門
P
》
］
［
・
竃
鶴
O
O
O
肖
O
一
Φ
”
O
【
一
旨
ー
ヨ
巳
o
o
9
二
野
巳
℃
窪
。
δ
α
q
ざ
勺
■
卜
。
認
）
の
み
な
ら
ず
、
こ
の
知
能
テ

ス
あ
方
法
は
知
的
能
力
を
テ
ス
｝
る
の
で
は
な
く
読
み
書
き
の
能
力
と
言
葉
の
燦
の
水
準
を
き
め
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
（
凹
，
。
葬

龍
題
驚
蝿
バ
轟
蝿
断
）
。

　
か
く
て
、
犯
罪
者
1
1
精
神
薄
弱
者
の
理
論
は
事
実
的
基
礎
が
奪
わ
れ
て
い
る
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
方
法
論
の
基
礎
に
は
、
知
能
の
発
達

・
水
準
が
遺
伝
的
に
条
件
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
い
う
観
念
、
及
び
、
不
変
の
知
能
の
程
度
．
が
短
時
聞
の
テ
ス
ト
に
よ
っ
て
確
定
さ
れ
う
る
と

い
う
製
が
あ
る
。
何
れ
も
批
判
を
ま
ぬ
か
れ
な
い
も
の
で
あ
る
（
翌
翌
里
言
新
鶴
則
弊
㍍
添
娼
勃
鍍
写
紹
ρ

年
）
。

　
四
　
特
別
の
心
理
学
的
類
型
と
し
て
の
犯
罪
者
の
理
論
　
ア
メ
リ
カ
の
刑
事
学
の
な
か
に
、
犯
罪
者
は
非
犯
罪
者
か
ら
そ
の
一
般
的
な

．
心
理
的
特
徴
に
よ
っ
て
区
別
さ
れ
る
、
つ
ま
り
、
犯
罪
者
は
特
別
の
心
理
藻
・
的
類
型
で
あ
る
と
い
う
理
論
が
生
れ
て
き
た
。
そ
の
推
進
者

．
の
一
人
は
グ
リ
ュ
ッ
ク
夫
妻
で
あ
る
。
　
「
非
行
者
は
遵
法
者
に
比
べ
て
よ
り
攻
撃
的
で
、
よ
り
活
動
的
で
、
よ
り
衡
動
的
で
、
自
己
統
制

ゐ
能
力
が
よ
り
少
い
。
彼
ら
は
敵
対
心
、
不
満
、
反
抗
、
疑
い
深
さ
を
現
わ
す
常
州
が
強
い
。
非
犯
罪
者
に
比
べ
て
遙
か
に
強
く
自
己
の
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そ
う
い
う
欠
点
を
認
め
ず
、
又
過
小
評
価
す
る
の
が
特
徴
で
あ
る
。
」
要
す
る
に
犯
罪
者
は
「
情
動
不
安
定
」
に
よ
っ
て
非
犯
罪
者
か
ら
区

別
さ
れ
る
（
碧
誌
馨
営
営
岬
．
議
巽
．
＝
昌
・
q
）
。
更
に
、
「
社
会
架
適
応
」
と
い
う
概
念
に
よ
っ
て
こ
れ
ら
の
人
格
の
盤

を
把
握
し
測
定
す
る
（
国
自
α
q
①
H
》
・
U
o
＝
①
昌
傷
国
①
け
げ
門
鴇
色
》
・
閃
洋
。
戸
ω
0
9
巴
O
O
ヨ
や
Φ
酔
O
昌
o
O
O
h
｝
倭
く
Φ
巳
冨
一
）
O
嵩
昌
ρ
ロ
①
昌
昌
り
《
匂
o
ρ
「
昌
凶
一
〇
h
O
ユ
日
一
口
巴
ピ
9
≦
》
お
ω
㊤
．
＜
O
一
・
ω
O
Z
ρ
一
℃
℃
・
α
卜
◎
6
刈
）
。
常
習
犯
も
社
会
的
類
型
と
し

て
で
は
な
く
、
一
定
の
心
理
学
的
メ
ル
ク
マ
ー
ル
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
た
人
格
、
つ
ま
り
通
常
の
犯
罪
者
に
つ
け
加
え
て
も
う
一
つ

補
充
的
な
性
格
の
欠
陥
を
も
つ
も
の
と
し
て
規
定
さ
れ
る
（
頃
●
b
σ
詫
昌
Φ
酔
寓
。
＜
Φ
さ
b
d
Φ
げ
鋤
く
圃
。
目
O
げ
帥
国
9
0
件
①
ユ
リ
江
。
ω
O
h
＞
旨
江
ω
O
O
日
時
幻
Φ
i
9
浮
く
δ
冨
”
《
幅
。
ロ
【
旨
巴
O
h
O
コ
ヨ
一
ゆ
巴
い
帥
窯
》
お
心
卜
○
．
＜
2
・
ω
N
2
ρ
①
勺
●
①
蒔
b
o
）
・

　
ナ
タ
ニ
エ
ル
・
カ
ン
タ
ー
は
社
会
学
派
と
生
物
学
派
の
橋
渡
し
を
す
る
と
主
張
し
、
犯
罪
は
社
会
的
影
響
に
よ
っ
て
制
約
さ
れ
る
が
直

接
的
に
決
定
的
原
因
と
な
る
の
は
個
体
じ
し
ん
の
性
格
、
寒
帰
障
害
し
の
あ
る
人
で
あ
る
と
い
う
（
9
冒
①
9
。
巳
ω
0
9
Φ
卑
し
⑩
ω
Φ
．
℃
●
①
ω
噂
ω
⑩
ρ
ω
①
⑩
誌
①
卜
。
噛
お
ト
。
り
凸
卜
。
）
。
言

藁
の
上
で
は
社
会
的
影
響
が
語
ら
れ
て
い
る
が
、
情
緒
障
害
者
に
の
み
そ
の
環
境
の
影
響
が
あ
ら
わ
れ
る
と
す
れ
ば
、
結
局
犯
罪
は
社
会

的
問
題
で
は
な
く
心
理
学
的
問
題
と
な
っ
て
し
ま
う
。

　
犯
罪
者
を
特
別
の
心
理
学
的
類
型
と
し
て
規
定
す
る
立
場
の
基
礎
に
は
、
人
格
の
形
成
が
幼
年
期
に
始
ま
り
且
つ
終
る
と
い
う
心
理
学

説
が
あ
る
。
例
え
ば
、
グ
リ
ュ
ッ
ク
に
よ
れ
ば
、
属
格
の
不
適
応
の
徴
表
と
し
て
の
非
行
は
次
の
よ
う
な
比
率
で
幼
年
期
に
現
れ
る
。
少

年
非
行
の
一
四
％
は
六
才
以
前
に
、
二
三
％
は
七
才
一
八
才
、
二
六
％
は
九
才
－
一
〇
才
、
二
一
％
は
一
一
才
一
一
二
才
、
一
六
％
は
一

三
才
以
走
。
人
格
不
適
応
の
現
れ
る
平
均
年
令
は
九
才
七
ケ
月
で
あ
る
（
O
『
一
ヨ
0
　
　
9
旨
傷
　
O
－
O
円
円
O
O
梓
一
〇
昌
．
℃
。
一
⑩
Q
o
）
。

　
も
し
人
格
が
既
に
幼
児
期
に
、
つ
ま
り
、
人
格
が
社
会
環
境
と
の
密
接
な
交
渉
を
も
ち
始
め
る
以
前
に
、
し
か
も
、
既
に
こ
の
時
期
に

当
該
個
人
が
犯
罪
者
と
な
る
か
遵
法
市
民
ど
な
る
か
が
解
決
さ
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
当
然
、
犯
罪
の
原
因
は
資
本
主
義
社
会
の
欠
陥
に

求
め
る
べ
き
で
は
な
く
、
正
し
く
な
い
両
親
の
育
て
方
に
あ
る
こ
と
に
な
る
。
幼
年
期
の
教
育
、
家
庭
環
境
が
人
格
形
成
に
大
き
な
役
割

を
も
つ
こ
と
を
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
し
か
し
、
人
格
は
全
生
命
の
過
程
を
通
じ
て
形
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
要
な

一
定
の
嬢
は
青
年
期
に
つ
み
あ
げ
ら
れ
る
の
で
あ
．
て
、
幼
年
期
に
で
は
な
い
（
孤
・
イ
翫
蕉
職
黒
黒
識
篇
脳
酵
巖
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説
継
彫
）
。

論
　
　
五
　
フ
ロ
イ
ド
主
義
の
理
論
　
入
間
の
態
度
一
般
、
特
殊
的
に
は
犯
罪
の
、
特
に
強
い
フ
ロ
イ
ド
的
理
解
は
コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学
教
授
ア
ブ

　
　
ラ
ハ
ム
セ
ン
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
（
凶
、
。
諸
鐙
げ
臨
羅
艶
論
難
．
。
訴
語
聾
」
．
彼
は
い
う
、
「
す
べ
て
の
犯
罪
行
為
は
嚢
欲

　
　
の
直
接
、
闘
接
の
表
現
で
あ
る
」
　
「
こ
の
攻
撃
欲
は
性
欲
又
は
他
の
本
能
の
表
現
で
あ
る
」
。
そ
し
て
、
正
に
こ
の
「
攻
撃
」
を
コ
ン
ト

　
　
〒
ル
す
る
人
間
の
能
力
、
つ
ま
り
超
自
我
し
の
発
達
の
程
度
に
、
個
体
の
犯
罪
、
非
犯
罪
が
依
存
し
て
い
る
（
下
し
。
遍
．

　
　
自
我
」
の
形
成
は
幼
児
期
に
行
な
わ
れ
る
が
、
寝
小
便
や
欠
席
は
将
来
の
犯
罪
の
徴
表
で
あ
る
。
一
般
的
に
言
え
ば
、
幼
児
の
非
行
の
原

　
因
は
そ
の
親
に
あ
る
。
と
く
に
母
親
が
幼
児
の
本
能
に
対
し
て
と
っ
た
情
緒
関
係
に
あ
る
。
家
族
の
経
済
的
・
社
会
的
状
況
よ
り
も
親
子

　
　
の
情
蘭
係
が
性
格
の
発
展
に
影
響
す
る
。
家
族
の
緊
張
関
係
が
非
行
者
を
生
む
（
箆
①
招
勺
・
一
ω
O
）
。
家
庭
内
に
お
け
る
過
保
護
、
無
視
に
よ
。

　
　
て
も
「
超
・
自
我
」
の
形
成
は
ゆ
が
め
ら
れ
、
犯
罪
傾
向
性
を
蓄
積
せ
し
め
る
。
す
べ
て
の
犯
罪
者
は
そ
の
情
緒
、
性
格
、
知
能
に
お
い

　
　
で
精
神
的
な
病
気
に
か
か
っ
て
い
る
。
成
人
犯
罪
者
に
は
幼
児
期
に
ノ
ー
マ
ル
な
発
展
を
阻
害
さ
れ
た
情
緒
葛
藤
が
み
と
め
ら
れ
る
。
ノ

　
・
イ
ロ
ー
ゼ
も
や
は
り
情
緒
葛
藤
に
基
く
が
、
犯
罪
と
異
り
、
外
部
に
現
れ
ず
内
攻
し
て
病
気
と
な
る
。
従
っ
て
、
情
緒
葛
藤
に
お
か
さ
れ

　
　
で
い
る
人
に
と
．
て
は
犯
罪
は
ノ
ィ
・
↓
を
避
け
る
墜
の
方
法
と
な
る
（
謄
墾
。
犯
罪
か
ノ
イ
〒
ゼ
か
の
分
れ
途
は
幼
児
期
の

　
　
寝
撃
我
し
の
形
成
如
何
に
あ
る
（
9
し
口
倉
◎
8
ω
℃
〉
び
月
9
◎
げ
①
ヨ
ω
①
昌
．
ω
国
璽
O
δ
σ
q
8
9
D
一
↓
ゴ
①
○
「
団
O
h
U
①
鵠
⇒
ρ
償
①
目
酔
＞
o
酔
9
《
｝
O
鐸
門
口
巴
O
h
O
ユ
ヨ
一
昌
類
い
鋤
ミ
》
一
逡
9
〈
巳
・
蔭
0
2
0
■
ω
℃
ム
刈
ω
）
。
一
定
の
種
類
の
犯
罪
の
犯

　
罪
者
に
よ
る
選
択
は
そ
の
人
格
構
造
と
生
理
学
的
基
礎
に
依
存
し
、
社
会
的
原
因
と
関
係
が
な
い
。
従
っ
て
重
要
な
こ
と
は
窃
盗
，
殺
人

　
と
い
っ
た
犯
罪
の
事
実
的
性
質
で
は
な
く
、
犯
罪
者
の
精
神
病
学
上
の
分
類
で
あ
る
。
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
犯
人
・
精
神
病
犯
人
・
精
神
病
質
犯

　
入
・
罪
悪
感
に
も
と
ず
く
犯
人
な
ど
（
騰
攣
。
．
）
。

　
　
　
人
間
行
為
の
社
会
的
被
制
約
性
を
否
定
す
る
こ
の
フ
ロ
イ
ド
主
義
の
立
場
が
社
会
学
説
と
し
て
欠
陥
が
あ
る
こ
と
は
勿
論
で
あ
る
が
、

　
心
理
学
説
と
し
て
み
て
も
問
題
が
あ
る
。
フ
ロ
イ
ド
主
義
は
中
枢
神
経
組
織
、
と
く
に
精
神
活
動
の
基
礎
と
し
て
の
大
脳
皮
質
の
決
定
的
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役
割
を
見
落
し
て
い
る
。
同
時
に
、
性
本
能
を
ふ
く
め
て
無
意
識
の
本
能
は
人
間
の
生
活
に
顕
著
な
役
割
震
じ
て
は
い
な
い
（
げ
知
嘱

樗
躬
死
陪
熟
握
聴
講
楚
詮
ゾ
ス
．
零
聾
郵
ル
・
ス
惹
鞠
諜
ズ
鑛
端
賄
聾
．

フ
・
イ
ド
霧
の
変
種
と
し
て
精
神
病
学
者
ベ
ン
ヤ
・
・
ン
・
や
プ
マ
ソ
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
（
和
紹
鷺
評
町
鳶
三
三
則

露
。
．
㌶
窮
聞
害
い
準
青
畳
聾
、
爺
訟
醇
）
。
人
間
の
盤
は
業
的
に
は
そ
の
蟷
に
よ
．
て
条
件
づ
け
ら
れ
る
も
の
で

理
性
に
は
二
次
的
意
味
し
か
な
い
。
従
っ
て
犯
罪
原
因
を
研
究
す
る
た
め
に
は
経
済
的
等
々
の
研
究
で
は
な
く
「
情
緒
的
な
動
…
機
」
の
研

究
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
置
。
ヨ
”
℃
・
卜
。
δ
）
。
か
く
て
、
彼
は
犯
人
の
行
動
を
あ
・
り
ゆ
る
コ
ギ
ロ
ル
を
奪
わ
れ
号
砲
的
反
作
用
に
よ
．

て
無
意
識
に
制
約
さ
れ
た
も
の
と
し
て
取
扱
う
（
国
鋤
脱
娼
8
①
ジ
O
ユ
巳
一
昌
食
9
嵩
什
ざ
一
p
ω
9
二
三
団
簿
昌
q
侍
げ
Φ
い
節
≦
♂
　
《
旨
O
q
門
p
⇔
一
〇
h
O
ユ
ヨ
一
昌
帥
一
い
①
妻
》
一
㊤
心
Φ
u
く
O
一
●
ω
9
Z
o
。
9
℃
勺
・
O
O
心
・
①
O
㎝
）
。
彼
は
自
ら
の
理
論

を
「
犯
罪
心
理
力
学
」
と
よ
ん
だ
が
、
　
そ
れ
は
犯
罪
を
入
間
の
生
理
学
的
、
　
本
能
“
情
動
的
本
性
に
根
ざ
し
た
特
殊
の
病
気
ど
定
義
す

る
。
例
外
な
し
に
犯
罪
者
は
す
べ
て
情
緒
的
異
常
で
あ
る
と
い
う
（
蟹
窮
峯
．
翼
壁
鱒
．
。
露
繁
縷
贈
．
ゆ
㍉
謬
説
し
。
犯
罪

者
は
精
神
病
質
者
で
あ
る
。
精
神
病
質
者
人
格
と
は
基
準
か
ら
は
ず
れ
た
行
動
を
と
る
入
の
す
べ
て
で
あ
り
器
質
的
病
気
で
も
白
痴
で
も

な
い
も
の
を
い
う
（
鱒
9
鹸
民
謡
¢
臨
、
露
。
罪
込
囎
讐
。
ナ
タ
ニ
ル
・
ナ
↓
↓
も
同
一
の
田
心
禁
・
り
、
共
通
の

道
徳
的
倫
理
感
情
が
明
白
に
欠
如
し
て
い
る
も
の
、
社
会
的
に
承
認
さ
れ
て
い
る
一
般
的
基
準
に
照
応
し
て
善
悪
を
区
別
す
る
能
力
を
生

来
的
に
奪
わ
れ
て
い
る
者
が
精
神
病
質
者
で
あ
る
と
い
う
。
犯
罪
は
「
倫
理
的
狂
気
」
で
あ
る
と
し
た
ロ
ン
ブ
ロ
ー
ゾ
と
異
る
の
は
、
こ

れ
ら
の
薯
が
こ
れ
を
握
の
あ
る
遭
・
自
我
し
で
説
明
す
る
こ
と
だ
け
で
あ
る
（
耐
量
ロ
鞄
贈
塑
罷
難
。
脚
器
輩
飾
。
．
盤
巾

頃
幾
亟
醜
滋
飽
呂
裟
》
）
。

　
し
か
し
、
具
体
的
場
合
に
「
超
・
自
我
」
の
存
在
・
不
存
在
は
濡
々
確
か
め
に
く
い
の
で
、
結
局
は
そ
の
人
が
犯
罪
を
実
行
し
た
と
い

う
事
実
じ
た
い
に
よ
っ
て
の
み
与
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
か
く
て
、
す
べ
て
の
犯
罪
者
が
「
精
神
病
質
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
で

は
精
神
病
質
犯
罪
者
と
い
う
概
念
構
成
は
初
歩
的
な
論
理
学
の
立
場
か
ら
さ
え
批
判
に
た
え
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
構
成
に
よ
っ
て
犯

33　（3－6●299） 579



説

罪
の
責
任
を
「
精
神
病
質
」
の
せ
い
に
し
て
資
本
主
義
を
免
責
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
こ
の
立
場
は
犯
罪
原
因
を
と
く
の
に
、
多
因
論

で
は
な
く
自
己
の
立
場
の
み
し
か
許
さ
な
い
点
で
も
特
徴
的
で
あ
る
。
ヘ
レ
ン
・
シ
ル
ヴ
ィ
ン
グ
は
い
う
、
　
「
精
神
分
析
の
観
点
か
ら
す

れ
ば
、
犯
罪
は
本
人
の
精
神
史
と
個
々
人
の
犯
罪
者
の
人
格
の
発
展
の
結
果
で
あ
っ
て
、
環
境
の
特
殊
的
社
会
的
要
因
の
直
接
的
な
反
作

用
の
結
果
で
は
な
い
．
要
す
る
に
犯
罪
は
常
に
個
体
じ
た
い
績
を
も
．
て
い
る
台
讐
錦
露
覚
書
離
鋸
盤
罷
ゆ
臨
臆
遜

瀦
）
Q

　
犯
罪
を
精
神
病
学
的
に
解
明
し
よ
う
と
す
る
こ
の
立
場
の
社
会
的
背
景
を
な
し
て
い
る
の
は
、
一
つ
は
現
代
ア
メ
リ
カ
社
会
に
お
け
る

精
神
病
の
巨
大
な
増
加
で
あ
り
、
二
つ
は
、
諸
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
領
域
で
の
フ
ロ
イ
ド
主
義
の
繁
栄
で
あ
る
。
あ
る
資
料
に
よ
れ
ば
成
入
少

年
あ
わ
せ
て
五
万
人
以
上
が
い
ろ
い
ろ
の
精
神
病
疾
患
に
か
か
っ
て
い
る
と
さ
れ
る
が
、
こ
の
数
字
は
全
州
入
口
の
三
％
に
当
る
。
失
業

め
増
大
、
失
職
の
お
そ
れ
、
明
日
の
不
安
、
戦
争
ヒ
ス
テ
リ
ー
の
大
当
そ
う
、
人
種
主
義
者
の
テ
ロ
活
動
、
国
内
で
の
尾
行
・
相
互
疑
惑

の
体
系
を
は
り
め
ぐ
ら
す
試
み
等
々
・
国
家
の
精
神
病
対
策
の
貧
困
。
こ
う
い
う
事
情
が
フ
ロ
イ
ド
主
義
忌
事
学
煮
の
課
題
を
容
易
に
し

．
て
い
る
。
ま
た
、
フ
ロ
，
4
ド
主
義
は
文
学
、
芸
術
、
精
神
病
治
療
法
と
し
て
医
学
に
さ
え
広
く
ひ
ろ
が
っ
て
い
る
こ
と
が
、
犯
罪
原
因
論

が
フ
ロ
イ
ド
流
に
構
成
さ
れ
る
の
を
助
け
て
い
る
。

　
社
会
学
派
の
学
者
も
批
判
す
る
。
例
え
ば
、
プ
ロ
ム
、
、
ヘ
ル
グ
と
ト
ム
ソ
ン
は
精
神
病
施
設
に
収
容
さ
れ
て
い
る
九
九
五
八
人
の
調
査
に

よ
り
、
そ
の
八
二
％
が
正
常
又
は
中
程
度
の
グ
ル
ー
プ
を
な
し
て
お
り
、
精
神
病
者
で
は
な
い
こ
れ
ら
の
讃
に
犯
罪
の
基
本
的
問
題
が
あ

る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
（
♂
＜
鋤
謬
Φ
触
こ
d
触
O
欝
ぴ
Φ
h
籔
p
o
”
餌
○
ぼ
鋤
二
Φ
Q
D
切
．
同
7
2
謬
叫
O
B
”
］
り
財
①
沁
Φ
一
陣
賞
O
讃
O
胱
℃
⑳
団
。
ご
○
ω
一
ρ
ζ
①
⇒
什
鋤
一
一
）
Φ
け
Φ
O
け
餌
嵩
仙
℃
Φ
門
ψ
O
口
9
罵
邑
団
．
8
図
℃
Q
o
↓
0
0
H
下
冷
ρ
へ
《
日
○
口
置
P
①
一
〇
隔
○
二
一
ヨ
一
諾
簿
一
い
鋤
≦
・
》
一
Φ
ω
刈
博
く
○
一
・
卜
σ
G
o
”
　
鵠
O
畠
℃
・
Q
O
O
O
）
．
イ

サ
ン
・
メ
イ
サ
ー
も
受
刑
者
三
刀
懸
の
．
調
査
に
よ
り
、
そ
の
中
の
八
九
二
一
％
は
精
神
態
度
．
に
お
い
て
全
く
健
康
で
あ
り
、
た
だ
残
り
一

〇
六
％
の
う
ち
ノ
話
↓
六
五
％
、
知
能
お
く
れ
二
山
％
、
精
鵜
二
五
％
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
（
羅
羅
訪
口

管
長
覇
．
．
“
ず
銘
銀
翼
蝶
雛
。
ま
た
、
ζ
ぢ
了
と
ク
レ
ッ
・
イ
も
過
誘
関
隻
献
を
総
聾
し
た
後
そ
・
」
に
蛋
し
た
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ソビエト刑事学の一側面（井上）

結
論
を
出
す
こ
と
が
出
来
ず
、
犯
罪
と
人
格
要
素
と
の
間
の
相
互
関
係
を
実
証
的
と
確
定
し
う
る
デ
ー
タ
が
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
一

（
閑
9
二
岡
●
ω
O
ゴ
ロ
Φ
ω
o
り
一
Φ
目
①
旨
自
U
O
コ
9
一
α
国
・
O
H
O
ω
ω
Φ
団
℃
勺
①
民
ω
O
昌
”
嵩
静
団
O
げ
鋤
【
9
0
一
①
ほ
ω
江
O
の
O
h
O
ユ
ヨ
ぎ
巴
ρ
《
日
ご
①
〉
ヨ
Φ
ユ
σ
鋤
昌
｝
o
⊆
円
⇔
箪
o
h
ω
0
9
9
0
σ
q
矯
》
一
8
9
＜
o
一
・
綬
・
⇒
o
・
9
即
ミ
0
）
。

　
六
　
社
会
心
理
学
説
　
既
に
十
九
世
紀
未
か
ら
の
「
要
因
論
」
は
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
哲
学
と
し
て
ア
メ
リ
カ
に
根
を
お
ろ
し
た
が
、

こ
の
立
場
は
「
社
会
的
存
在
は
一
方
で
は
入
間
の
本
性
、
他
方
で
は
文
北
条
件
と
の
相
互
作
用
と
し
て
考
察
さ
れ
る
」
　
（
デ
ュ
ー
イ
）
ζ

し
、
・
犯
罪
原
因
論
に
お
け
る
社
会
学
派
と
心
理
学
派
と
の
購
を
う
め
よ
う
と
す
る
（
西
面
離
驚
盤
爺
乾
轟
蘇
①
謹
鋸
雨
鋤
鎚
聾

臨
虻
認
舖
）
。
し
か
し
、
こ
の
種
の
多
元
論
と
な
ら
ん
で
ア
メ
リ
カ
刑
恵
學
に
は
、
こ
の
両
学
派
を
も
っ
と
密
接
に
馨
し
よ
う
と
す

る
試
み
が
現
れ
た
。
そ
の
基
礎
に
は
最
近
と
く
に
強
ま
っ
て
い
る
社
会
学
の
『
心
理
学
化
』
の
過
程
が
あ
る
。
社
会
的
な
も
の
を
、
そ
の

基
嘩
動
力
源
に
心
理
的
な
も
の
を
据
え
る
こ
と
に
よ
そ
、
結
局
に
お
い
て
心
理
的
な
も
の
に
帰
一
し
よ
う
と
す
る
（
担
レ
一
、
撫
為

ツ
ル
・
ピ
ー
も
（
諺
目
け
げ
⊆
㎏
ピ
●
一
W
O
㊦
一
団
》
》
ω
O
O
一
9
頃
ω
緒
O
ゴ
O
一
〇
ゆ
q
一
〇
9
一
三
門
げ
O
O
円
団
O
h
O
凱
8
①
9
コ
十
一
）
Φ
一
一
口
ρ
ロ
Φ
昌
O
団
《
匂
O
薗
H
昌
鋤
一
〇
団
〇
ニ
ヨ
陣
ρ
”
一
U
9
≦
》
一
回
目
幽
一
く
O
い
ら
㎝
　
Z
O
ム
℃
・
ω
O
①
）
こ
の
社
A
盃
学
の
立
場
に
た

っ
た
と
き
始
め
て
在
来
の
混
迷
し
た
犯
罪
原
因
の
カ
オ
ス
の
な
か
に
科
学
的
統
一
が
与
え
ら
れ
る
と
す
る
。
し
か
し
、
そ
こ
で
説
か
れ
て

い
る
論
理
は
何
か
新
し
い
展
開
を
も
っ
た
も
の
と
い
う
よ
り
も
「
多
要
因
論
」
の
変
容
で
あ
る
こ
と
が
解
る
。
し
か
も
そ
こ
に
は
人
聞
行

為
の
社
会
的
制
約
性
と
い
う
社
会
学
派
の
命
題
が
、
犯
罪
者
固
有
の
身
体
的
心
理
的
特
徴
を
も
っ
た
特
殊
の
類
型
の
入
で
あ
る
と
い
う
命

題
に
従
属
せ
し
め
ら
れ
、
社
会
学
派
の
も
っ
て
い
た
批
判
精
神
が
失
な
わ
れ
て
い
る
。

　
七
　
生
物
学
派
・
心
理
学
派
理
論
に
よ
る
犯
罪
予
防
プ
ロ
グ
ラ
ム
　
犯
罪
人
類
学
派
フ
ー
ト
ン
は
犯
罪
者
の
生
来
の
　
「
劣
等
性
」
　
と

「
改
葉
能
」
の
立
場
か
ら
物
理
的
根
絶
と
終
身
拘
禁
を
と
く
（
露
膨
熱
冷
、
賛
意
－
）
。
籍
心
理
学
の
シ
、
ル
ド
ン
は
入
種
の
「
改

良
」
、
不
適
応
者
の
出
産
率
の
減
少
、
適
応
者
の
出
産
率
の
増
大
を
主
張
す
る
。
　
「
そ
の
た
め
に
選
び
出
さ
れ
準
備
さ
れ
た
比
較
的
少
数
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論説
の
入
々
の
子
供
を
産
み
出
し
教
育
す
る
こ
と
し
を
提
案
す
る
（
ノ
㍉
鋤
【
一
〇
け
一
①
o
ゆ
　
○
剛
　
H
）
Φ
一
一
【
F
一
ρ
⊆
①
昌
け
　
因
O
＝
け
ゴ
鳩
℃
・
G
o
O
Q
Q
◎
）
。
又
彼
は
合
過
剰
か
・
り
の
出
口
と
し
て
戦
争
を

肯
定
す
る
（
置
Φ
β
℃
●
。
。
G
。
O
）
。
こ
う
い
う
政
策
の
た
め
世
界
連
邦
政
府
の
樹
立
を
と
き
、
そ
こ
か
ら
一
定
の
人
種
に
崖
率
の
割
当
を
行
な
わ
せ

る
が
、
そ
の
際
、
入
種
改
良
の
た
め
の
特
別
の
役
割
は
英
語
を
話
す
国
民
に
与
え
ら
れ
る
と
い
う
（
乙
。
β
℃
．
。
。
。
。
刈
）
．
内
分
泌
腺
論
の
シ
、
一
フ
ッ

プ
ー
ー
ス
ミ
ス
は
幼
児
が
そ
の
虚
弱
と
不
適
応
の
た
め
自
然
に
淘
汰
さ
れ
る
こ
と
を
医
学
が
妨
げ
て
い
る
と
ま
で
い
っ
て
、
入
間
平
等
の
思

想
へ
の
憎
悪
を
あ
か
ら
さ
ま
髪
明
す
る
（
］
コ
げ
O
　
H
4
①
ぐ
く
　
　
O
h
一
b
P
一
－
護
。
一
〇
σ
q
団
℃
．
b
O
o
Q
O
り
N
o
O
一
）
。
す
べ
て
の
子
供
へ
の
強
制
検
診
に
よ
り
広
汎
な
断
種
を
装
す
る
．

こ
れ
は
ま
た
精
神
薄
弱
論
者
の
提
案
で
も
あ
る
。

　
す
べ
て
こ
れ
ら
の
予
防
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
優
生
学
か
ら
出
て
く
る
。
こ
れ
ら
予
防
策
は
マ
ル
サ
ス
主
義
と
社
会
ダ
ー
ウ
ィ
ン
主
義
の
命
題

に
も
と
づ
き
、
あ
た
か
も
現
在
社
会
の
欠
陥
が
勤
労
者
や
「
劣
等
な
」
亜
種
に
あ
る
か
の
よ
う
に
、
そ
し
て
社
会
聞
題
を
解
決
す
る
手
段

が
あ
た
か
も
こ
の
種
の
人
口
の
減
少
に
あ
る
か
の
よ
う
な
外
見
を
つ
く
り
出
し
て
い
る
。

　
グ
リ
ュ
ッ
ク
夫
妻
は
二
種
の
予
測
表
を
学
童
期
の
子
供
（
六
才
）
に
用
い
て
潜
在
犯
罪
者
を
予
知
し
、
彼
ら
を
た
え
ず
観
察
し
、
コ
ン

ト
ロ
ー
ル
を
研
究
し
て
ゆ
く
べ
き
こ
と
を
提
案
す
る
。
予
測
表
の
出
発
と
な
っ
て
い
る
理
論
へ
の
批
判
を
別
と
し
て
も
（
碧
％
踊
直
餅
背

ρ
彪
。
ロ
。
ざ
》
Q
D
博
ヨ
℃
8
旨
旨
。
胤
幻
Φ
託
。
≦
9
《
甘
＝
ヨ
9
。
一
〇
h
O
ユ
ヨ
ぎ
黛
ρ
一
い
鋤
≦
》
一
の
紐
”
〈
一
ρ
凸
℃
℃
・
刈
ω
N
・
誤
Φ
廟
即
⊆
げ
ぎ
d
葭
⇔
〈
①
一
ぎ
α
q
葺
く
①
⇔
一
一
①

U
①
瓢
謬
ρ
自
。
琴
ざ
《
》
ヨ
〇
二
6
き
“
窪
；
9
0
h
ω
o
。
一
〇
δ
σ
q
団
》
お
㎝
ご
く
。
一
●
鐙
℃
℃
●
δ
刈
山
一
膳
“
幻
①
一
ω
9
d
厳
9
く
巴
貯
σ
q
良
く
〇
三
一
①
一
）
Φ
剛
5
器
暮
ざ
置
。
ヨ
噂

善
管
匙
ヂ
三
冠
塁
鉾
。
鵠
鶏
、
蕪
瓢
p
バ
壽
聾
償
馨
臥
聾
．
題
》
藪
．
．
解
綬
評
翻
）
、
全
市
の
学
童
へ
の
採
用

を
勧
告
し
て
「
子
供
を
守
る
市
民
の
会
」
か
ら
反
対
さ
れ
た
よ
う
に
、
犯
罪
を
よ
び
よ
せ
て
い
る
多
く
の
複
雑
な
経
済
的
、
社
会
的
、
教
育
的
、

文
化
的
諸
要
因
を
唯
一
つ
の
要
因
、
幼
児
と
親
と
の
愛
情
と
規
律
関
係
に
フ
ロ
イ
ド
流
に
帰
せ
し
め
、
六
才
の
子
供
に
潜
在
犯
人
の
レ

ッ
テ
ル
を
は
る
こ
と
が
、
い
か
な
る
事
態
を
ま
ね
く
か
明
皇
あ
る
（
飾
贈
賄
雄
轟
羅
艶
書
昌
麗
窮
醤
露
％
鼻
」
．
フ
ロ

イ
ド
主
義
の
ア
ブ
ラ
ハ
ム
セ
ン
も
「
潜
在
犯
人
」
の
発
見
を
予
防
の
任
務
と
す
る
。
何
ら
の
犯
罪
を
も
実
行
し
て
い
な
い
者
に
こ
の
レ
ッ

テ
ル
を
は
ぞ
精
神
医
学
的
治
療
を
施
用
す
る
こ
と
を
要
求
す
る
（
羅
触
．
難
緩
鷺
●
し
。
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心
理
学
、
精
神
医
学
の
立
場
か
ら
は
「
精
神
衛
生
」
的
諸
手
段
が
予
防
手
段
と
し
て
提
案
さ
れ
る
。
「
少
年
ガ
イ
ダ
ン
ス
療
法
」
9
出
α
1

σ⇔

X
9
口
。
①
o
嵩
巳
6
ω
、
「
結
婚
相
談
所
」
日
鋤
誕
冨
σ
q
㌣
o
o
§
ω
Φ
一
ω
、
バ
ス
．
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
げ
媚
び
I
o
§
窪
皇
な
ど
。
例
え
ば
犯
罪
を
生
む

主
要
な
根
源
は
貧
困
家
庭
で
あ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
、
ロ
ベ
イ
は
結
婚
し
よ
う
と
す
る
者
は
そ
の
精
神
状
況
に
お
い
て
適
当
で
あ
る
ば
か

り
で
な
く
、
物
資
的
状
況
に
お
い
て
子
供
を
も
つ
能
力
が
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
撫
養
．
を
出
す
よ
う
に
要
求
す
る
（
墨
書
駈
露
齢
、

総
囎
穐
♂
鎗
墾
毘
牽
噌
繕
究
羅
鰍
）
。

　
生
物
学
的
、
心
理
学
的
理
論
に
よ
っ
て
提
示
さ
れ
た
犯
罪
予
防
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
見
る
と
き
、
す
べ
て
彼
ら
は
、
犯
罪
が
社
会
的
原
因
に

よ
っ
て
生
れ
る
の
で
は
な
く
、
あ
れ
こ
れ
の
『
個
人
の
欠
陥
』
か
ら
生
れ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
出
発
す
る
こ
と
が
明
白
で
あ
る
。
彼
ら
の

い
う
予
防
手
段
は
社
会
的
条
件
の
変
化
で
は
な
く
、
こ
の
個
人
の
欠
陥
を
根
絶
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
方
法
で
は
真
の
予
防
の
問
題
は

解
決
さ
れ
な
い
ば
か
り
で
な
く
、
独
占
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
へ
の
政
治
的
反
対
者
に
対
し
て
裁
判
外
の
抑
圧
を
ひ
き
入
れ
る
こ
と
を
正
当
化

す
る
こ
と
に
な
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
以
上
）

ソビエト刑事学の一側面（井上）
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